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資料- 1  既往災害で得られた教訓・課題と地域防災計画改定方針 

 

項目 既往災害から得られた教訓と課題 地域防災計画の改定方針 

災害対策 本
部機能 

＜東日本大震災＞ 

・想定を超える広域かつ甚大な被害により、 
現行の組織体制が十分に機能しなかった。 

＜紀伊半島大水害＞ 

・災害対策本部業務の認識が不十分であった 
ため、迅速かつ適切な対応ができなかった。 

・特定の班に業務が集中し円滑な対応ができ 

なかった。 
＜熊本地震＞ 

 

（１）組織間の連携と機能の強化 

・災害対策本部組織の改編（班⇒課にすることによる体制、役
割分担の明確化） 

（２）災害対策本部業務の認識の徹底 

・災害時事務分掌の見直し・業務内容の明確化 
・時間概念の追加 
・「行動マニュアル」の作成 

（３）被災による行政機能低下時の対応 
・宮原振興局の位置づけの明記 

情報収集・伝
達 

＜東日本大震災＞ 
・通信途絶により国・県との連絡等に支障を 

きたした。 
・被災状況や避難状況の把握に時間を要した。 
・防災行政無線が浸水により使用できず住民 

への情報伝達ができなかった。 
＜紀伊半島大水害＞ 
・通信途絶により国・県との連絡等に支障を 

きたした。 
・被災状況や避難状況の把握に時間を要した。 
・職員が避難勧告・指示（現避難情報でいう 

「避難指示」）の判断ができなかった。 
・防災行政無線が浸水により使用できず住民 

への情報伝達ができなかった。 

＜熊本地震＞ 
 

（１）通信体制の強化 
・情報通信手段・発信手段の効果的な活用と強化 

（２）情報の迅速かつ的確な「収集」と「整理」 
・時間により情報収集方針を分類 
・情報収集体制の強化と明確化 

（３）情報の的確な「分析」と「発信」 
・情報分析体制の強化 
・「避難指示等の判断・伝達マニュアル」の作成 

・被災者や外部への迅速な情報伝達の強化 

避難所・避難
生活 

＜東日本大震災＞ 

・指定避難場所の浸水被害が発生した。 
・避難所、対応職員、物資の不足により混乱 

が生じた。 

・女性や災害時要援護者への配慮が不足した。 
・在宅避難者への配慮が不足した。 
＜紀伊半島大水害＞ 

・指定避難場所の浸水被害が発生した。 
・女性や災害時要援護者への配慮が不足した。 
＜熊本地震＞ 

 

（１）被災者への対応強化 

・避難の考え方の整理 
・避難生活者への生活再建支援の強化 
・避難所を地域への情報発信拠点・支援拠点として位置づけ 

（２）避難所運営体制の整備 
・避難所管理部門設置による避難所対応強化 
・地区住民・避難者主体の避難所運営の確立 

・地域住民主体の避難所運営への支援 
（３）女性、災害時要援護者等への配慮 
・女性の視点に配慮した避難者対応 

・避難所への福祉スペースの設置、福祉避難所の追加 

物資輸送・調
達 

＜東日本大震災＞ 

・津波によるがれき、液状化等により輸送網 
が寸断した。 

・燃料不足による輸送体制の確保に苦慮した。 

・物資集積拠点から避難所への物資輸送に時 
間を要した。 

＜紀伊半島大水害＞ 

・土砂崩れ・橋の流出等による輸送網の寸断 
・風水害及び地震・津波災害時の両観点から 

の備蓄配置でなかった。 

＜熊本地震＞ 
 

（１）物資の輸送・調達のあり方 

・民間のノウハウを活かした物流システムの構築 
・ニーズ予測、物資の輸送・調達部門の設置 
・役割の明確化 

（２）物資集配拠点、調達・輸送体制の整備 
・物資集積拠点・保管倉庫場所、運搬ルートの具体化 
・民間事業者との協定締結による対応強化 

（３）備蓄のあり方 
・非常持ち出し品の準備、個人備蓄の推進 
・備蓄計画の作成 

・流通備蓄の活用 

受援体制・連
携 

＜東日本大震災＞ 

・受援体制・連携が不十分で、迅速な対応が 
できなかった。 

・被災地のニーズに応じた円滑な対応ができ 

なかった。 
＜紀伊半島大水害＞ 
・受援体制・連携が不十分で、迅速な対応が 

できなかった。 
・被災地のニーズに応じた円滑な対応ができ 

なかった。 

＜熊本地震＞ 
 

（１）受援体制の強化 

・現在の応援協定先の整理と新たな協定の締結 
・「受援計画」の作成 
・活動拠点の具体化 

（２）国・県・防災関係機関、近隣市町との連携による災害対
応強化 

・国・県・防災関係機関との連携による災害対応強化 

・近隣市町との連携による災害対応強化 
（３）広域的な連携による災害対応強化 
・広域的な災害対応強化 

 

資料編 第１部 総則 



 

10 

 

資料- 2  氷川町防災会議条例 

(1/2) 
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(2/2) 
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資料- 3  氷川町防災会議委員 

令和元年４月１日現在

番号
会議

役職名
区分 機関・職名 機関の住所

1 会長 町長 氷川町長 氷川町島地６４２

2 委員 国交省 熊本河川国道事務所長 熊本市東区西原１－１２－１

3 委員 熊本県 県南広域本部長 八代市西片町１６６０

4 委員
熊本県 県南広域本部
土木部長

八代市西片町１６６０

5 委員 警察 八代警察署長 八代市西松江城町１１－４０

6 委員 自衛隊
陸上自衛隊西部方面特科連隊
第１大隊長

熊本市八景水谷２－１７－１

7 委員 八代広域行政事務組合消防長 八代市大村町９７０

8 委員
八代広域行政事務組合
鏡消防署長

八代市鏡町内田６８９－５

9 委員 医師会 八代郡医師会長 八代市鏡町内田５２１

10 委員
西日本電信電話株式会社
熊本支店設備部長

熊本市桜町３－１

11 委員
九州電力株式会社
八代配電事業所長

八代市塩屋町４－３８

12 委員
西日本高速道路株式会社九州
支社熊本高速道路事務所長

八代市川田町西６９１

13 委員 竜北郵便局長 氷川町鹿島１１３８－２

14 委員 宮原郵便局長 氷川町宮原栄久７０

15 委員 教育長 氷川町教育長 氷川町島地６４２

16 委員 消防団長 氷川町消防団長 氷川町島地６４２

17 委員 副町長 氷川町副町長 氷川町島地６４２

氷川町防災会議委員

県知事の
部内の職員

消防署

指定機関
の職員
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資料- 4  氷川町災害対策本部条例 
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資料- 5  氷川町水防協議会条例 
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資料- 6  防災機関の実施責任と業務大綱 

 

分類 機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

県 熊本県 

１．熊本県防災会議に関する事務 
２．防災に関する施設、改良及び復旧対策 
３．災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査 
４．南海トラフ地震防災対策計画の作成指導及び届出の受理 
５．水防その他の応急処置 
６．被災者に対する救助及び救護措置 
７．災害時における保健衛生、文教、治安及び交通等の対策 
８．その他県の所掌事務についての防災対策 
９. 市町村の災害事務又は業務の実施についての援助及び調整 

警察 八代警察署 １．災害時における治安・交通・通信等警察行政に関する対策 

消防 
八代広域行政事務組合 
消防本部 

１．災害時における人命救助・救急活動 

指定地方行政
機関 

九州財務局 

１．公共土木施設及び農林水産業施設等の災害復旧事業費の査定立会 
２．被災地（地方公共団体）に対する財政融資資金地方資金の融資に関す

ること 
３．災害時における金融機関等に対する金融上の措置の要請 
４．九州財務局が所掌する国有財産の無償貸付等 

九州厚生局 
１. 災害状況の情報収集、通報 
２．関係職員の現地派遣 
３．関係機関との連携調整 

熊本労働局 １．工場及び事業所等における労働災害防止対策 

九州農政局 

１．農業に関する防災、災害応急対策及び災害復旧に関する指導調整並び
に助成 

２．応急用食料の調達・供給対策  
３．主要食料の安定供給対策 
４．農地、農業用施設に関する防災及び災害復旧対策  
５．農地の保全に係る海岸保全施設等の災害復旧対策 

九州森林管理局 
（熊本南部森林管理署） 

１．災害応急用材の需給対策 
２. 国有林野等の森林治水事業等及び防災管理 

九州経済産業局 
１．被災商工業者に対する金融、税制及び労務に関すること 
２．災害時における物資の供給及び価格の安定対策 

九州産業保安監督部 
１．電気、高圧ガス、都市ガス、液化石油ガス、及び火薬類施設等の保安

の確保対策 
２．鉱山における災害防止及び災害時の応急対策に関すること 

九州総合通信局 

１．非常通信体制の整備に関すること 
２．非常通信協議会の育成指導及び実施訓練等に関すること 
３．災害時における通信機器、臨時災害放送局用機器及び移動電源車の貸

出しに関すること 
４．災害時における電気通信の確保に関すること 
５．非常通信の統制、監理に関すること 
６．災害地域における電気通信施設の被害状況の把握に関すること 

九州運輸局 
（熊本運輸支局） 

１．災害時における関係機関と輸送荷受機関との連絡調整 
２．災害時における陸上・水上輸送の調整及び指導 
３．災害時における自動車運送事業者に対する運送命令 
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分類 機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

指定地方行政
機関 

九州地方整備局 
（熊本港湾・空港整備事
務所） 
（熊本河川国道事務所・
八代河川国道事務所） 

１．直轄河川の整備、維持、管理及び水防に関すること  
２．直轄国道の整備、維持、管理及び防災に関すること  
３．直轄港湾、航路、海岸、砂防の整備及び防災に関すること  
４．高潮、津波災害等の予防に関する港湾海岸計画  
５．緊急を要すると認められる場合、大規模災害時の応援に関する協定書 

に基づく適切な緊急対応の実施  
６．その他防災に関し、九州地方整備局の所掌すべきこと 

大阪航空局（熊本空港事
務所） 

１．遭難航空機の捜索及び救助 

国土地理院 
九州地方測量部 

１．災害時における地理空間情報の整備・提供に関すること 
２．復旧・復興のための公共測量における指導・助言に関すること 
３．地殻変動の監視に関すること 

海上保安庁 
第十管区海上保安部 
熊本海上保安部 
八代海上保安署 

１．災害時の海上における人命・財産の救助その他救済を必要とする場合 
の援助並びに海上の治安及び警備 

福岡管区気象台 
（熊本地方気象台） 

１．気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努めること 
２．地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行うこと 
３．気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、

水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説を行うこと 
４．気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表を行うこと 
５．防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努めること 

九州管区警察局 

１．警察災害派遣隊の運用及び広域的な応援の指導調整に関すること 
２．広域的な交通規制の指導調整に関すること 
３．災害時における他管区警察局との連携に関すること 
４．管区内指定地方行政機関との協力及び連絡調整に関すること 
５．災害に関する情報の収集及び連絡調整に関すること 
６．災害時における警察通信の運用に関すること 
７．津波予報の伝達に関すること 

九州地方環境事務所 
１．災害廃棄物等の処理対策に関すること 
２．環境監視体制の支援に関すること 
３．飼育動物の保護等に係る支援に関すること 

九州防衛局 
１．所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整 
２．米軍施設内通行等に関する連絡調整 

自衛隊 
西部方面特科連隊第１大
隊 

１．天災地変、その他の災害に際して航空機あるいは地上からの情報の収
集伝達及び人命又は財産の保護（人員の救助、消防、水防、救援物資の
輸送、通路の応急啓開、応急の医療、防疫、給水、炊飯、入浴支援等） 

 

資料編 第１部 総則 



 

17 

 

資料- 7  過去の災害履歴（高潮災害） 

 

発生年 月日 
警報

発令 

近傍観測所

の連続降水

量(㎜) 

被害状況 

全壊

(件) 

半壊

(件) 

床上浸

水(件) 

床下浸

水(件) 
備考 

1999 9/24 あり 131 6 35 104 436 
老人・児童福祉施

設、小中学校の一

部破損 

 

    

資料- 8  過去の災害履歴（風水害） 

 

発生年 月日 
警報

発令 

近傍観測所

の連続降水

量(㎜) 

被害状況 

全壊

(件) 

半壊

(件) 

床上浸

水(件) 

床下浸

水(件) 
備考 

1884 6/24 不明 不明 不明 不明 不明 不明 

北鹿野の小学校付

近まで水が押し寄

せ生徒は「伊藤家

（県指定重要文化

財）」に避難 

1953 5/28 不明 不明 不明 不明 不明 不明 
公民館報に被災額

約 3 千 7 百万円と

の記載あり 

1965 8/6 不明 不明 不明 不明 不明 不明 
死傷者 48 名、災害

救助法が適用され

た 

1971 7/21 不明 不明 0 6 97 630 
災害救助法が適用

された 

1991 9/27 不明 57 1 2 0 0 

家屋一部損壊複

数、旧竜北町は 8

億 7 千 5 百万円の

被害を出した 
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資料- 9  氷川町 揺れやすさマップ 
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資料- 10 氷川町 建物倒壊率マップ 
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資料- 11 高潮ハザードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各校区向けハザードマップや本マップの詳細は、建設下水
道課の原寸版を確認ください。 
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資料- 12 洪水ハザードマップ 

 

 

※各校区向けハザードマップや本マップの詳細は、建設下水
道課の原寸版を確認ください。 
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資料- 13 土砂災害警戒区域等の指定状況 

[所管]  熊本県 土木部 

（令和 4 年 12月 27日現在） 

種 類 警戒区域数 うち特別警戒区域数 

土石流 16 14 

急傾斜地の崩壊 78 76 

地すべり － － 

 

  大字 番号 区域名 
自然現象

の種類 

土砂災害警戒区域等 
告示 

番号 
告示年月 

警戒 特別警戒 

1 大野 464-1-001 本山川 土石流 ○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

2 大野 464-1-002 北川 土石流 ○   358 号 平成 25年 3月 

3 野津 464-1-003 迫谷川 土石流 ○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

4 
河原 

野津 
464-1-004 法尊寺川 土石流 ○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

5 
野津 

大野 
464-1001 第二迫谷川 土石流 ○   358 号 平成 25年 3月 

6 吉本 464-1-002-1 高塚(A)-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

7 
高塚 

吉本 
464-1-002-2 高塚(A)-2 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

8 高塚 464-1-003 高塚(B) 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

9 大野 464-1-004-1 笹尾(A)-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

10 大野 464-1-004-2 笹尾(A)-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

11 大野 464-1-004-3 笹尾(A)-3 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

12 大野 464-1-005-1 迫-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

13 大野 464-1-005-2 迫-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

14 大野 464-1-005-3 迫-3 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

15 大野 464-1-005-4 迫-4 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

16 大野 464-1-006-1 笹尾(B)-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

17 大野 464-1-006-2 笹尾(B)-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

18 
大野 

野津 
464-1-007 北川 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

19 大野 464-1-008-1 本山-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

20 大野 464-1-008-2 本山-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

21 
高塚 

大野 
464-2-001 上高塚 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

22 大野 464-2-002 迫 A 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

23 大野 464-2-003 大野 A 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 
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  大字 番号 区域名 
自然現象

の種類 

土砂災害警戒区域等 
告示 

番号 
告示年月 

警戒 特別警戒 

24 高塚 464-2-004 高塚 C 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

25 
野津 

大野 
464-2-005 野津 A 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

26 大野 464-2-007 中大野 A 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

27 大野 464-2-008 中大野 B 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

28 大野 464-2-009 中大野 C 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

29 大野 464-2-010-1 中大野 D-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

30 大野 464-2-010-2 中大野 D-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 358 号 平成 25年 3月 

31 立神 465-1-001 川上谷川 土石流 ○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

32 早尾 465-1-002-1 油谷川-1 土石流 ○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

33 早尾 465-1-002-2 油谷川-2 土石流 ○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

34 早尾 465-1-002-3 油谷川-3 土石流 ○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

35 早尾 465-1-002-4 油谷川-4 土石流 ○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

36 
栫 

早尾 
465-1-003 島崎川第一 土石流 ○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

37 
栫 

早尾 
465-1-004 島崎川第二 土石流 ○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

38 
早尾 

立神 
465-2-001 豊の内谷川 土石流 ○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

39 早尾 465-2-002 油谷川第一 土石流 ○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

40 早尾 465-2-003 油谷川第二 土石流 ○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

41 宮原 465-1-001-1 明神-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

42 宮原 465-1-001-2 明神-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

43 宮原 465-1-001-3 明神-3 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

44 
宮原 

立神 
465-1-002-1 豊の内-1 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

45 宮原 465-1-002-2 豊の内-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

46 宮原 465-1-002-3 豊の内-3 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

47 今 465-1-003-1 室ほか-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

48 今 465-1-003-2 室ほか-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

49 今 465-1-003-3 室ほか-3 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

50 
今 

早尾 
465-1-003-4 室ほか-4 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

51 早尾 465-1-003-5 室ほか-5 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

52 早尾 465-1-004-1 油谷 D-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

53 早尾 465-1-004-2 油谷 D-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 
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  大字 番号 区域名 
自然現象

の種類 

土砂災害警戒区域等 
告示 

番号 
告示年月 

警戒 特別警戒 

54 立神 465-1-005-1 立神 C-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

55 立神 465-1-005-2 立神 C-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

56 栫 465-1-006-1 天神-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

57 栫 465-1-006-2 天神-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

58 
早尾 

栫 
465-1-007-1 油谷 A-1 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

59 栫 465-1-007-2 油谷 A-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

60 早尾 465-1-007-3 油谷 A-3 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

61 早尾 465-1-007-4 油谷 A-4 
急傾斜地

の崩壊 
○   359 号 平成 25年 3月 

62 宮原 465-1-001(人)-1 桜ケ丘-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

63 宮原 465-1-001(人)-2 桜ケ丘-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

64 
宮原 

今 
465-1-001(人)-3 桜ケ丘-3 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

65 宮原 465-1-001(人)-4 桜ケ丘-4 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

66 宮原 465-1-002(人)-1 桜ケ丘 B-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

67 宮原 465-1-002(人)-2 桜ケ丘 B-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

68 宮原 465-1-002(人)-3 桜ケ丘 B-3 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

69 宮原 465-2-001 東上宮 A 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

70 宮原 465-2-002 東上宮 B 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

71 宮原 465-2-003-1 東上宮 C-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

72 宮原 465-2-003-2 東上宮 C-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

73 早尾 465-2-004-1 早尾-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

74 早尾 465-2-004-2 早尾-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

75 立神 465-2-005-1 立神 A-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

76 立神 465-2-005-2 立神 A-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

77 立神 465-2-006-1 立神 B-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

78 立神 465-2-006-2 立神 B-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

79 立神 465-2-006-3 立神 B-3 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

80 栫 465-2-007 栫 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 
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  大字 番号 区域名 
自然現象

の種類 

土砂災害警戒区域等 
告示 

番号 
告示年月 

警戒 特別警戒 

81 早尾 465-2-008-1 油谷 B-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

82 早尾 465-2-008-2 油谷 B-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

83 早尾 465-2-009-1 油谷 C-1 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

84 早尾 465-2-009-2 油谷 C-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

85 早尾 465-2-010 油谷 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

削

除 
立神 465-2-001(人)-1 城原-1 

急傾斜地

の崩壊 
× × 359号 平成 25年 3月 

86 立神 465-2-001(人)-2 城原-2 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

87 立神 465-2-001(人)-3 城原-3 
急傾斜地

の崩壊 
○   359 号 平成 25年 3月 

88 立神 465-2-001(人)-4 城原-4 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

89 立神 465-2-001(人)-5 城原-5 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

90 立神 465-2-001(人)-6 城原-6 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

91 立神 465-2-001(人)-7 城原-7 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

92 早尾 465-3-001 平原 
急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 359 号 平成 25年 3月 

解

除 
立神 465-2-001(人)-1 城原-1 

急傾斜地

の崩壊 
× × 1086 号 平成 27年 12月 

93 
岡町小路 

栫 
202-1-001 弥勒川 土石流 ○ ○ 1087 号 平成 27年 12月 

94 
立神 

東陽町南 
465-2-001(人)-1 城原-1 

急傾斜地

の崩壊 
○ ○ 1087号 平成 27年 12月 
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土砂災害警戒区域において円滑な警戒避難を確保するために必要な事項 

 

  「土砂災害防止法」に基づく土砂災害警戒区域の指定があったときは、市町村防災会議（又は

市町村長）は、市町村地域防災計画において当該警戒区域ごとに次に掲げる事項について定める

ものとし、市町村長は、円滑な警戒避難を確保するために必要な措置を講じるものとする。 

ⅰ）土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発表及び伝達に関する事項 

ⅱ）避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

ⅲ）災害対策基本法第 48条第１項の防災訓練として市町村が行う土砂災害に係る避難訓練の実施

に関する事項 

ⅳ）警戒区域内に要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の

配慮を要する者が利用する施設）であって、急傾斜地崩壊等が発生するおそれがある場合に

おける当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる

者がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地 

ⅴ）救助に関する事項 

ⅵ）前各号に掲げるもののほか、警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体

制に関する事項 

さらに、まだ土砂災害警戒区域の指定に至らない土石流危険渓流についても「災害対策基本法」

に基づき、市町村地域防災計画に土石流危険渓流における土砂災害に関する情報の収集及び伝達、

予報又は特別警報、警報の発表及び伝達、避難、救助に関する事項について定めるものとする。 

 

出典：「熊本県地域防災計画（共通対策編）」（令和 4年度修正） 

 

 

 

資料- 14 崩壊土砂流出危険地区 

[所管] 林野庁 九州森林管理局 

地 区 番 号 市町村 大字 字 面積(ha) 

468 1 氷川町 早尾 油谷  0.54  
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資料- 15 排水施設の一覧 

【排水施設（排水機場）】 

番号 ポンプ場名
口径
（㎜）

実揚程
(m)

排水量
(㎥/秒）

出力
始動
形式

所有 管理 備考

1 氷川排水機場
1,500㎜
×3

2.00 14.0
250Ps
×3

エアー 氷川町
氷川土地
改良区

(管理委託）

2 若洲排水機場
1,200㎜
×2

5.14 6.5
375Ps
×2

エアー 氷川町
氷川土地
改良区

(管理委託）

3 沖塘排水機場
　900㎜
×4

1.78 7.0
75Kw
×4

電動 氷川町
氷川土地
改良区

(管理委託）

4 砂川排水機場
1,500㎜
×3

2.00 15.0
270Ps
×3

エアー 宇城市
住吉・網道地区排水機場管

理協議会
所在
　宇城市

5 住吉排水機場
　700㎜
×2

4.48 2.0 75Kw×2 電動 宇城市
住吉・網道地区
排水機場
管理協議会

所在
　宇城市

6 小川排水機場 　800㎜ 5.1 1.2 　　　130Ps エアー 宇城市
住吉・網道地区
排水機場
管理協議会

所在
　宇城市
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資料- 16 水門・鉄扉の一覧 

【水門（樋門・陸閘）】 

番号
河川
海岸
港湾名

地区名
名称

(目標場所）
種類

所在地
(設置付近）

所有 管理 可動方法 備考

1
和鹿島
海岸

若洲 和鹿島樋門 樋門
海岸堤防
(氷川町内）

熊本県
氷川

土地改良区
扉5門(自動開閉）

非常用ゲート5門(手動）

2
和鹿島
海岸

宇城市
不知火

八間川１号樋門 樋門
海岸堤防
(宇城市内）

熊本県
氷川

土地改良区
扉8門(自動開閉）

非常用ゲート8門(手動）

3
和鹿島
海岸

宇城市
不知火

八間川２号樋門 樋門
海岸堤防
(宇城市内）

熊本県
氷川

土地改良区
扉7門(自動開閉）

非常用ゲート7門(手動）

4
和鹿島
海岸

若洲 名称なし 陸閘
海岸堤防
(氷川町内）

熊本県
氷川

土地改良区
手動　８か所

見回
(地元消防）

5
和鹿島
海岸

宇城市
不知火

名称なし 陸閘
海岸堤防
(宇城市内）

熊本県
氷川

土地改良区
手動　９か所

見回
(地元区）
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⇒資料 16つづき 

【鉄扉（氷川堤防防潮ゲート（スライドゲート・スウィングゲート等））】 

①

②
③④⑤

⑦

⑥

⑧

⑪

⑨⑩

氷川堤防防潮ゲート位置図

①スライドゲート（L=6m,H=1m） ②スイングゲート（L=2m,H=1m） ③スライドゲート（L=5m,H=1m）

④スライドゲート（L=6m,H=1m）

⑤スライドゲート（L=4.6m,H=1m）

⑥スイングゲート（L=2.0m,H=1m）

⑦スイングゲート（L=2.0m,H=1m） ⑧スイングゲート（L=2.0m,H=1m）

 

⑨スイングゲート（L=2.0m,H=1m） ⑩スライドゲート（L=4.2m,H=1m） ⑪スイングゲート（L=2.0m,H=1m） ⑪スイングゲート（L=2.0m,H=1m）

 

⑫

氷川堤防ゲート位置図

⑫ 横引きゲート Ｌ＝３ｍ・Ｈ＝１．１ｍ

 

氷川下流 

氷川上流 
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資料- 17 重要水防区間 

【県指定の水防区間】 

（重要水防区間一覧） 

水系名 河川名 所管 地先名 延長 危険状況 水防工法 

河川の【部】Aランク 

氷川 氷川 八代地域振

興局 

氷川町鹿野～氷川町川上 右岸 4,570m 

左岸 4,570m 

堤防高不足 積み土嚢工 

八間川 八間川 八代地域振

興局 

氷川町新田～氷川町大野 右岸 1,600m 

左岸 1,600m 

堤防高不足 積み土嚢工 

河川の【部】Bランク 

氷川 氷川 八代地域振

興局 

氷川町川上～八代市東陽

町北 

右岸 4,300 

左岸 4,030 

堤防高不足 積み土嚢工 

大鞘川 島崎川 八代地域振

興局 

氷川町椿～ 右岸 400 

左岸 400 

堤防高不足 積み土嚢工 

大鞘川 弥勒川 八代地域振

興局 

氷川町椿～ 右岸 400 

左岸 400 

堤防高不足 積み土嚢工 

河川の【部】Cランク 

八間川 八間川 八代地域振

興局 

氷川町沖塘～氷川町新田 右岸 3,000 

左岸 4,200 

堤防高不足 積み土嚢工 

海岸の【部】Cランク 

なし       

 

（水防警報・水位情報の通知及び周知を行う河川及びその区域、条件） 

 〔熊本県水防計画書 第５章第２節（２）関係 〕 

水系名 観測局名 区域 

氷川 

 

松本橋 左岸：八代郡氷川町宮原(氷川大堰)から海まで 

右岸：八代郡氷川町立神(氷川大堰)から海まで 

立神 左岸：河俣川合流点から八代郡氷川町宮原(氷川大堰)まで 

右岸：河俣川合流点から八代郡氷川町立神(氷川大堰)まで 

落合 左岸：八代市泉町柿迫桂原から八代市泉町下岳(氷川ダム)まで 

右岸：八代市泉町柿迫桂原から八代市泉町下岳(氷川ダム)まで 

大鞘川 

 

第 2大鞘橋 左岸：夜狩川合流点から海まで 

右岸：夜狩川合流点から海まで 

千丁町北村 

 

左岸：八代郡氷川町早尾字小柳２３７番１地先国道３号の県管理区間上流端から夜狩川

合流点まで 

右岸：八代郡氷川町早尾字小柳２３７番１地先国道３号の県管理区間上流端から夜狩川

合流点まで 

八間川 

 

八間川 左岸：八代郡氷川町大野字中ノ間 890 番 2 地先の国道 3 号から八代郡氷川町網道字五七

番割 867番 4地先の県道八代不知火線まで 

右岸：八代郡氷川町高塚字一町田 1534 番地先の国道 3号から八代郡氷川町網道字五七番

割 854 番 10地先の県道八代不知火線まで 
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（水防情報連絡系統図「宇城水防区本部」）  

[熊本県水防計画より] 

 

 

 

（水防情報連絡系統図「八代水防区本部」）  

[熊本県水防計画より] 
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【町の定める水防区間】 
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資料- 18 下水道整備状況 
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資料- 19 潮位観測体制（潮位計設置個所（熊本県内）） 

 

１．潮位観測所 

観測所名 
所在地 

管理者 種類 備考 
市町村名 字 

熊本 熊本市 西区沖新町 熊本県港湾局 フロート式 
32°45′ 

130°34′ 

八代 八代市 港町 熊本県港湾局 フロート式 
32°31′ 

130°34′ 

本渡瀬戸 天草市 大門 熊本県港湾局 フロート式 
32°26′ 

130°13′ 

苓北 
天草郡 

苓北町 
都呂々 熊本地方気象台 電波式 

32°28′ 

130°2′ 

（気象庁公表資料より） 
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資料- 20 上水道施設配置図 

【簡易水道地図】 
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資料- 21 上下水道施設配置一覧 

名称 管理 深浅 備考 

法道寺専水 町民課／八代生活環境事務組合 深  

河原専水 町民課／八代生活環境事務組合 深  

反甫専水 町民課／八代生活環境事務組合 浅  

新田専水 町民課／八代生活環境事務組合 浅  

上鹿島専門水 町民課／八代生活環境事務組合 浅  

上鹿島専門水 町民課／八代生活環境事務組合 浅  

下鹿島専水 町民課／八代生活環境事務組合 浅  

北鹿野専水 町民課／八代生活環境事務組合 深  

 

 

資料- 22 給水用器具等の保有状況 

１．給水用器具、応援資機材状況 

種別 管理 容量 個数 

トラック（1.25t） 氷川町 トラック(1.25t) １台 

軽トラック 氷川町 軽トラック １台 

軽トラック 八代生活環境事務組合 軽トラック ２台 

給水タンク 八代生活環境事務組合 ５００ ℓ 以下 ６基 

ポリ容器 八代生活環境事務組合 ２０ ℓ  １００個 

非常用飲用ビニール袋 八代生活環境事務組合 袋 ５００袋 

発電機 氷川町 機 １機 

発電機 八代生活環境事務組合 機 ３機 

発光機 氷川町 機 １機 

鉄管切断機 八代生活環境事務組合 機 １機 

水中ポンプ 八代生活環境事務組合 台 ３台 
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資料- 23 火災危険箇所 

 

 

 

 

資料- 24 火災予防査察内容（消防法第 4条及び第 16条の 5に規定） 

 

消防法に基づき、八代広域行政事務組合が行う予防査察について、次のとおり実施の推進を図る。 

 

 (1)定期査察 

  年間査察計画の樹立に当たっては、八代広域行政事務組合と連絡を密にし、管内の対象物を定期的に査察す

るよう依頼する。 

 (2)特別査察 

  八代広域行政事務組合消防長または鏡消防署長が特に必要と認めた場合、又は査察依頼があった場合に実施

する特別査察に協力する。 

 (3)警戒査察 

 火災警報中その他特に警戒を必要とする場合に警戒査察を実施する。 

(4)住民査察 

住民の協力を得て、消防団幹部を中心に八代広域行政事務組合と協力して一般住宅の防火診断を実施する。 
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資料- 25 雨量計設置箇所 

 

観測所名 
所在地 

所管 備考 
市町村名 大字 

竜北 氷川町 島地６４４－１ 熊本県土木部砂防課 
 

宮原 氷川町 
立神字下溝口２６３８－

４８ 
熊本県土木部砂防課 

 

（熊本県統合型防災情報システムを使用する） 

http://www.bousai.pref.kumamoto.jp/GmnDsp.exe?M21A5 
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資料- 26 水位現地観測地点 

 水位観測は、基本的に熊本県統合型防災システムの観測局毎の水位情報で観測するものとする

が、必要に応じて現地観測を行うものとする。 

【現地観測地点】 

 (1)氷川水系 

現地観測地点 所在地 観測対象  

氷川橋   水位表示標 両岸の橋脚に表示 

 浜牟田橋  水位表示標 左岸側の橋脚に表示 

 氷川大橋  水位表示標 右岸側の橋脚に表示 

潮位（堤防道路高の 4.5mを表示） 

 (2)砂川水系 

現地観測地点 所在地 観測対象  

刈萱橋  水位表示標 刈萱橋下流左岸側の観測所基礎に表示 

 

 

資料- 27 水位観測所の基準水位 

（その１）                   ※令和元年度 水防計画（氷川町水防本部） 

河川名 観測所 
所在地 

大字 

水防団 

待機水位 

はん濫 

注意水位 

避難 

判断水位 

はん濫 

危険水位 
管理者 

氷川 
立神 立神字本村 ２．３４ ３．３４ ３．３４ ４．１８ 

熊本県土木部河川
課 

松本橋 
島地 1303番地先 
松本橋公園内 

１．３５ ２．２３ ２．２３ ２．６５ 
熊本県土木部河川
課 

八間川 八間川 大字網道 １．８６ ２．１３ ２．６３ ２．７５ 
熊本県土木部河川
課 

砂川 小川 
宇城市小川町大字
南小川字井手口 

１．９９ ２．４５ ２．６２ ３．０６ 
熊本県土木部河川
課 

（熊本県統合型防災情報システムを使用する） 

（その２）河川監視カメラ設置河川（水位周知河川）県整備 

番号 水  系 河川名 地 先 設置場所 

①  氷川水系 氷 川 立 神 立神橋 

②  砂川水系 砂 川 吉 本 小川町（刈萱橋） 

③  氷川水系 氷 川 島 地 松本橋水位周知設備(簡) 

④  八間川水系 八間川 網 道 八間川橋下流(簡) 

⑤  八間川水系 八間川 高 塚 溝下 1745先堤防(危)(簡) 

※①②の映像は、「熊本県統合型防災情報システム」により閲覧可能。 

※③～⑤の映像は、「川の水位情報」により閲覧可能。 

(簡)簡易型河川監視カメラ、(危)危機管理型水位計 

 

(その２－２) 監視カメラ設置箇所 氷川町整備  役場にて閲覧可能（水位監視） 

番号 設置地先 設置個所 設置カメラ仕様 

１ 沖 塘 竜北漁協 ドームレスPTZカメラ 

２ 北鹿野 竜神宮 〃 

３ 島 地 氷川町役場 〃 

４ 東上宮 氷川大堰 〃 
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資料- 28 風速計設置箇所 

 

設置場所 場所 所管 

八代港 八代市港町 249番地 熊本県土木部河川課 

永尾海岸 
宇城市不知火町松合字屋

敷新地 無番地 
熊本県土木部港湾課 

 

 

資料- 29 震度計設置箇所 

 

設置場所 所管 

氷川町役場  熊本県 

氷川町宮原振興局 熊本県 

宇城市松橋町 熊本地方気象台 

八代市平山新町 熊本地方気象台 
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資料- 30 緊急輸送道路（熊本県資料を加工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
▼
１
次
緊
急
輸
送
道
路
…
地
域
間
相
互
の
連
携
等
、
初
動
体
制
の
確
保
に
対
応
す
る
路
線
で
、

接
続
さ
れ
る
防
災
拠
点
と
し
て
は
、
地
域
防
災
計
画
で
位
置
づ
け
ら
れ
た
災
害
対
策
本
部
や
地

方
生
活
圏
の
中
心
都
市
、
外
部
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
拠
点
や
高
次
医
療
拠
点
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 

 
接
続
さ
れ
る
防
災
拠
点
：
県
庁
、
県
地
域
振
興
局
、
地
方
生
活
圏
中
心
都
市
の
市
庁
舎
、
空

港
、
港
湾
（
重
要
港
湾
、
天
草
地
域
の
地
方
港
湾
）
災
害
拠
点
病
院
等

  

 ▼
２
次
緊
急
輸
送
道
路
…
飲
料
水
・
食
料
品
等
の
最
低
限
必
要
な
物
資
の
供
給
確
保
、
救
急
活

動
等
の
地
域
相
互
の
支
援
体
制
の
確
保
に
対
応
す
る
路
線

 

 
接
続
さ
れ
る
防
災
拠
点
：
国
土
交
通
省
、

N
E

X
C

O
等
出
先
機
関
、
市
町
村
役
場
、
ヘ
リ
ポ

ー
ト
適
地
、
自
衛
隊
基
地
、
消
防
署
・
消
防
本
部
、
警
察
署
、
港
湾
（
天
草
地
域
を
除
い
た
地

方
港
湾
）、

広
域
避
難
地
等
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資料- 31 防災備蓄倉庫箇所図   

 

 

   

倉庫 場所 住所 所管 

氷川町防災備蓄倉庫 氷川町宮原振興局 氷川町宮原栄久 69-1 氷川町 

氷川町防災備蓄倉庫 鏡消防署氷川分署敷地内 氷川町野津 1533 氷川町 

氷川町防災備蓄倉庫 氷川町役場北 氷川町島地 189 氷川町 

道の駅竜北 防災備蓄倉庫 道の駅竜北横 氷川町大野 887-3 国土交通省 
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資料- 32 道の駅竜北・概要   

 

■道の駅「竜北」 

  ▶ 設備概要 ～防災機能の強化を実施 

１）機能強化の目的：大規模地震や豪雨等が発生した場合に以下の機能を備える 

  ・災害等発生時における情報発信の拠点施設 

  ・被災地の復旧活動の支援拠点 

  ・物資の中継・集積基地 

  ２）経緯 

  ・防災機能強化について、平成 24年度から検討・設計、平成 25年度から工事着手 

  ３）強化する機能の概要 

  ①電力の確保 

    =停電時等において、照明(駐車場、トイレ、情報室)・情報機器等が稼働可能とな

るよう、電力確保に向けた非常用発電機を整備 

  ②トイレ利用の確保 

    =災害発生時にトイレが 24時間利用可能となるよう、防災トイレを整備 

    =被災影響による断水時に、防災トイレの手洗い用水が確保できるように重水槽を

整備 

③備蓄品等の常備スペースの確保 

      災害発生時に必要となる復旧資材等を常時保管する防災倉庫を整備  

 

 

施設配置図 
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資料- 33 氷川分署   

（氷川分署計画概要(1/2)） 

鏡消防署・氷川分署庁舎 

１ 施設名称   八代広域行政事務組合 鏡消防署氷川分署庁舎 
２ 建設位置   氷川橋北半径５００ｍ国道三号線付近 
３ 敷地面積   ６，０８０㎡ 
４ 建物用途   消防分署庁舎 
５ 建物規模   耐火造１階建て  約４８０㎡ 

（氷川分署位置図） 
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資料- 34 情報収集システム 

 

情報収集ツール 所管 内容 

気象庁ホームページ 

http://www.jma.go.jp/jma/index.html  
気象庁 

雨量、台風予報、潮位情報等、 

記録的短時間大雨、規格化版流域

雨量指数、潮位情報 

熊本地方気象台 災害時ホットライン（電話） 熊本地方気象台 今後の気象見込情報 

防災情報くまもと 

https://portal.bousai.pref.kumamoto.jp 
 

熊本県 

危機管理防災課 

県内市町村の被害状況、活動状況 

熊本県総合型防災情報システム 

http://www.bousai.pref.kumamoto.jp/ 

 

熊本県雨量情報、土砂災害警戒情

報 

(雨量計設置箇所の雨量情報、土砂

災害警戒情報) 

Ｘバンド MPレーダー 

http://www.river.go.jp/xbandradar/  
国土交通省 豪雨等の情報把握 

川の防災情報 

http://www.river.go.jp/  
国土交通省 水位の状況把握 

海の防災情報 

http://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/  
国土交通省 潮位、波高等 

 

 

普段からサイトを見ておき、

いざとなったときに情報を

取り出しやすいように備え

ておきましょう。 
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http://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/


 

48 

 

資料- 35 ＡＥＤ設置箇所 

 

番号 名称 個数 備考・設置箇所 

1 氷川町役場 1 リース 

2 宮原振興局 1 リース 

3 健康センター 1 身障者トイレ入口横、リース 

4 文化センター 1 リース 

5 常葉保育所 1  

6 宮原体育館 1 リース 

7 竜翔センター（2階） 1 リース 

8 宮原福祉センター 1  

9 竜北福祉センター 1  

10 立神峡公園管理棟 1 リース 

11 竜北物産館 1 リース 

12 竜北歴史資料館 1 リース 

13 氷川中学校 3 体育館(1)リース 

14 竜北中学校 2 体育館(1)リース 

15 宮原小学校 2 体育館(1)リース 

16 竜北東小学校 2 体育館(1)リース 

17 竜北西部小学校 2 体育館(1)リース 

合計 17か所 23  
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資料- 36 救急告示医療機関 

救急告示医療機関（八代圏域） 

医療機関名 所在地 診療科目 病床数 

JCHO熊本総合病院 
八代市通町１０－

１０ 

内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、外科、

整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、

眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、血液内科、内分

泌科、呼吸器内科、消化器内科、循環器科、頭頸部外科、

等夫尿病内分泌内科 

３ ４ ４

床 

労働者健康福祉機構

熊本労災病院 

八代市竹原町１６

７０ 

内科、小児科、外科、整形外科形成外科、脳神経外科、

心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳

鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、

腎臓内科 

４ １ ０

床 

 

資料- 37 町内医療施設 

【医療機関】 

医療機関名 所在地 病床数 診療科目 

ひかわ医院 氷川町島地４１９－３ ― 内科、循環器科、小児科 

緒方内科医院 氷川町宮原６９４－１ ― 内科 

八代北部地域医療センター 氷川町今１５１－１ ８９ 

内科、神経内科、呼吸器科、消化器

科、循環器科、小児科、外科、整形

外科、小児外科、肛門科、リハビリ

テーション科 

武内外科胃腸科医院 

 
氷川町島地１６３３－１ １９ 

内科、胃腸科、外科、整形外科、皮

膚科、こう門科 

和田内科医院 氷川町鹿島７６９－１ ― 内科、呼吸器科、胃腸科、循環器科 

上村整形外科医院 氷川町大野８８３ ― 
内科、整形外科、リハビリテーショ

ン科 

氷川町健康センター 氷川町島地４１９－２ ― 内科 

障害者支援施設のぞみ 氷川町鹿島９４５ ― 内科 

特別養護老人ホームやすらぎ

荘 
氷川町鹿島９４５ ― 

内科 

特別養護老人ホーム早尾園 氷川町早尾１３２ ― 内科 

 

【歯科医】 

医療機関名 所在地 病床数 診療科目 

まつがえ歯科医院 氷川町宮原７９５－１ ― 歯科、小児歯科 

上田歯科医院 氷川町宮原３９８－１ ― 歯科 

中村歯科医院 氷川町鹿島１２３３ ― 歯科 

竜北歯科クリニック 氷川町鹿野３２２－５ ― 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 

医療法人敬愛会 宇城八代歯

科医院 
氷川町宮原６６７－１ ― 

歯科 
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資料- 38 医療救護所 

 

資料- 39 災害拠点病院、災害支援病院 

保健医療圏 災害拠点病院 区分 DMAT 救命 

熊本 

熊本赤十字病院 総合／地域 ○ ○ 

熊本大学医学部付属病院 総合／地域 ○ × 

国立病院機構熊本医療センター 
総合／地域 ○ ○ 

済生会熊本病院 総合／地域 ○ ○ 

宇城 宇城総合病院 総合／地域 ○ × 

有明 公立玉名中央病院 総合／地域 ○ × 

鹿本 山鹿町民医療センター 総合／地域 × × 

菊池 川口病院 総合／地域 × × 

阿蘇 阿蘇医療センター 総合／地域 ○ × 

上益城 矢部広域病院 総合／地域 × × 

八代 熊本労災病院 総合／地域 × × 

芦北 国保水俣市立総合医療センター  ○ × 

球磨 健康保険人吉総合病院  ○ × 

天草 

 

上天草市立天草総合病院 

健康保険天草中央病院 

 × 

× 

× 

× 

 

資料- 40 薬事施設 

（氷川町近隣の薬局） 

薬局の名称 薬局の所在地 電話番号 

有限会社宮原調剤薬局 八代郡氷川町宮原６９４－１０ 0965-62-3624 

めろん薬局 八代郡氷川町鹿島１０４７ 0965-43-8050 

東洋調剤薬局氷川店 八代郡氷川町鹿島７７６－３ 0965-52-5200 

有限会社新光調剤薬局 八代市鏡町下有佐４５－６ 0965-52-3469 

守田調剤薬局 八代市鏡町鏡２０６ 0965-52-8566 

堤 薬局 八代市鏡町鏡５３番地 0965-52-0424 

鏡調剤薬局 八代市鏡町鏡村９１０ 0965-52-5750 

新道調剤薬局 八代市鏡町鏡村９１８番地 0965-52-8120 

かがみ中央薬局 八代市鏡町大字内田４７７－１ 0965-52-7198 

      

施 設 名 所 在 地 区 所 在 地 

八代北部地域医療センター 今 氷川町今１５１－１ 

氷川町健康センター 島地 氷川町島地４１９番地２ 
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資料- 41 危険地区および避難場所 

■竜北地区 

危険地区 予想災害 
指定緊急避難箇所及び指定避

難所 

氷川右岸堤防沿い 

（河原～鹿島）4,200m 
異常降雨による溢水 

竜翔センター、文化センター 

竜北中学校 

柳の江、島地、鹿島、北鹿野 大雨による住宅への浸水 
竜翔センター、文化センター 

竜北東小学校、竜北西部小学校 

鹿島 大火災による住宅被害（ひばりが丘） 

農産加工研修センター、 

竜翔センター、文化センター 

竜北西部小学校 

南鹿野、西網道、 

沖塘・若瀬 

東・中網道 

高潮による住宅被害 

（氷川堤防沿い、和鹿島海岸堤防、砂川堤防） 竜翔センター、文化センター 

竜北中学校 
大雨による住宅への浸水 

吉本（町通り） 大火災による住宅被害 

竜翔センター、竜北東小学校 
吉本 

急傾斜地崩壊 

（宮川モータース裏山、宮川モータース東側） 

高塚 
吉野川溢水（国道上 70m） 竜翔センター、文化センター 

急傾斜地崩壊（谷郷橋東側） 竜翔センター、文化センター 

泊 急傾斜地崩壊（大野窟下） 竜翔センター、文化センター 

笹尾 急傾斜地崩壊（笹尾公民館裏山、吉田石油裏山） 竜翔センター、文化センター 

本山 急傾斜地崩壊（本山公民館東側） 竜翔センター、文化センター 

中大野 がけ崩れによる住宅被害 竜翔センター、文化センター 

北川 
急傾斜地崩壊（北川公民館裏山） 

竜翔センター、文化センター 
土石流（野津バス停北側上流、公民館横北側上流） 

新田、堺丸 八間川溢水（八間川海岸：新田～大野） 竜翔センター、文化センター 

河原、法道寺（国道上） 大火災による住宅被害 
竜北東小学校 

竜翔センター、文化センター 

高野道、北・西野津、反穂 大雨による住宅への浸水 竜翔センター、文化センター 

 ※上記以外の指定緊急避難場所及び指定避難所の他、地区公民館を指定緊急避難場所及び指定避難所にする場合がある。 

 

■宮原地区 

危険地区 予想災害 指定緊急避難箇所及び指定避難所 

氷川左岸（立神～新村） 異常降雨による溢水 
氷川町公民館・宮原体育館、宮原福祉センタ

ー、宮原小学校、氷川中学校、常葉保育所 

氷川右岸 

（異常降雨による溢水） 
異常降雨による溢水 常葉保育所 

栫、早尾、今、東上宮、 

桜ヶ丘、立神、川上 

急傾斜地崩壊、土石流危険箇所 

大雨による住宅への浸水 

氷川町公民館・宮原体育館、宮原福祉センタ

ー、宮原小学校、氷川中学校、常葉保育所 

町、東上宮、西上宮、 

桜ヶ丘 
大火災による住宅被害 

氷川町公民館・宮原体育館、宮原福祉センタ

ー、宮原小学校、氷川中学校、常葉保育所 

西上宮、新村、下宮、宮園、 

有佐、原田 
大雨による住宅への浸水 

氷川町公民館・宮原体育館、宮原福祉センタ

ー、氷川中学校 

 ※上記以外の指定緊急避難場所及び指定避難所の他、地区公民館を指定緊急避難場所及び指定避難所にする場合がある。 
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資料- 42 指定緊急避難所及び指定避難所 

地震・津波避難所  地震・津波によって避難生活が必要となった場合の避難施設 

風水害避難所    台風等の風水害や土砂災害時の避難施設 

番号 名称 所在地 
1、2次 

避難所 

福祉 

避難所 
地区名 

1 竜北福祉センター 島地 651番地 ○ ○ 柳の江 

2 文化センター 島地 642番地 ○  柳の江 

3 竜北中学校 島地 665番地 ○  柳の江 

4 農産加工研修センター 鹿島 1624番地 1 ○  鹿島 

5 竜北西部小学校 鹿島 746番地 ○  鹿島 

6 竜北東小学校 野津 2336番地 ○  反甫 

7 氷川町公民館・宮原体育館 宮原 690番地 2 ○  西上宮 

8 宮原小学校 今 762番地 ○  今 

9 氷川中学校 今 39番地 ○  今 

10 常葉保育所 宮原 823番地 ○  東上宮 

11 宮原福祉センター 宮原 702番地 5 ○ ○ 町 

 

【地震・津波における緊急避難所の整備計画】 

番号 名称（すべて仮称） 所在地 地区名  

1 野津防災公園 野津 4744番地 他 高野道 

2 宮原防災公園 宮原 88番地  他 下宮 

3 網道防災公園 網道 676番地 2 他 東網道 

    

 

 

資料- 43 福祉避難所 

番号 名称 所在地 地区 

1 竜北福祉センター 氷川町島地６５１番地 島地 

2 宮原福祉センター 氷川町宮原７０２番地５ 東上宮 
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資料- 44 ヘリコプターの発着可能地 

 

番
号

市町村 発着予定地名称 所在地
予定地面積

（タテ＊ヨコ）
規模 備　　　考

41 竜北中学校 島地６６５ 90*100 大 東・南・北校舎、北西防球ネット

42 竜北東小学校 野津２３３６ 90*145 大 西校舎、周囲防球ネット

43 竜北西部小学校 鹿島７４６ 80*80 中 北西校舎、ナイター設備、周囲防球ネット

44 竜北グラウンド 野津３１３４ 90*150 大 周囲防球ネット、樹木

45 松本橋公園 鹿島 80*50 中 東つり橋

46 氷川中学校 今３９ 80*100 大

47 宮原小学校 今７６２ 50*100 中

48 桜ヶ丘グラウンド 宮原１０１９ 100*150 大

氷川町
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資料- 45 要配慮者対策計画 

各地域における要配慮者等が災害に際して必要な情報を得ることや迅速かつ適正な防災行動をとることが困難

な人々に対し、迅速、的確な対応を図るための体制整備については、本計画による。 

平時における各地域での住民相互の助け合いや適切なケアシステムの構築が、要配慮者対策にもつながること

から、住民の自立と相互の助け合いを基調とする福祉コミュニティづくりやこれを支える保健、医療、福祉サー

ビスの連携・供給拠点を、体系的に整備するよう努めることが必要である。 

 また、災害対策基本法を踏まえ、避難行動要支援者名簿を作成するとともに、災害時の避難支援を実行性のあ

るものにするため、個別計画の作成に努める。 

 

１.要配慮者の把握・情報伝達体制の整備 

 町は、以下について対応に努める。 

(1) 自治会、民生委員・児童委員、自主防災組織等の活動を通じ、要配慮者状況を把握、迅速な体制を整える。 

(2) 障がい者に対し適切な情報を提供するために専門的技術を有する手話通訳者及び手話ボランティア等の把

握に努め、派遣・協力体制作りを整える。 

(3) 氷川町在宅老人緊急通報装置貸与事業実施要綱の規定に基づき緊急通報システムの充実・促進に努める。 

(4) 保育に欠ける児童があるとき又は保護者を死亡等により失った児童があるときは、速やかに保護する。 

① 保育に欠ける児童があるときは、保育所に入所させ保育する。ただし、保育所を設置しない地域にあっ

ては、臨時保育所を開設できる。 

② 保護者を失った児童があるときは、所管する振興局健康福祉部又は児童相談所に連絡して保護する。 

(5) 避難行動要支援者の避難活動を円滑に行うためのマニュアルを作成する。 

(6) 避難行動要支援者の相談窓口を設置する。 

(7) 避難行動要支援者が円滑に避難を行うことができるための通知又は警告を行うにあたり防災行政無線や広

報車による情報伝達に加え、携帯電話等を活用するなど複数の手段を有機的に組み合わせるよう配慮する。 

   

２.社会福祉施設等の対応 

(1) 避難訓練の実施  

災害が発生したときの避難場所、避難誘導方法その他細部にわたる計画を作成し、特に重度障害者、寝た

きり高齢者等に対する避難についての訓練を実施しておく。 

(2) 避難場所の選定 

災害の程度種別等に応じた避難場所を選定しておく。災害発生時は、入所者等の保護に万全を期する。 

(3) 社会福祉施設等の対応強化  

社会福祉施設等を利用する者が、災害時に独力で自身の安全を確保するのは困難であることから、防災設

備・資機材等の整備、防災教育・防災訓練の充実等に努めることとする。 

(4) 社会福祉施設等整備の充実化 

① 管理者は、災害に備え施設・設備等の点検と整備に努める。 

② 災害に備え自家発電機等災害時に必要なものの整備に努める。 

③ 社会福祉施設等入所者利用状況を把握し、緊急時の食料、水及び緊急ベッド等の確保に努める。 

④ 災害に際し、地域住民の連携協力が得られるよう地域に密接した施設づくりに努める。 

(5) 福祉施設との協定 

町は、要配慮者の避難所として、福祉施設との協定を結ぶ。 
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(6) 災害時に特に配慮すべき事項 

町は、災害時に次の事項について要配慮者に十分配慮し、地域防災計画で明確に定める。 

① 各種広報媒体を活用した気象情報、災害情報、避難指示等の情報提供 

② 自主防災組織、民生委員児童委員等地域住民の協力による避難誘導 

③ 名簿等の活用による居宅に取り残された避難行動要支援者の迅速な発見 

④ 条件に適した避難所の提供や社会福祉施設等への緊急入所等対象者に応じたきめ細かな対応 

⑤ 避難所等における要配慮者の把握とニーズ調査 

⑥ 生活必需品への配慮 

⑦ 食料の配慮（やわらかい食品等） 

⑧ 手話通訳者、要約筆記者、ガイドヘルパー、ボランティア等の協力による生活支援 

⑨ 巡回健康相談、電話等による相談や栄養相談等の重点的実施 

⑩ 仮設住宅の構造、仕様についての配慮 

⑪ 仮設住宅への優先的入居 

⑫ 仮設住宅入居者等への相談、訪問、安否確認 

⑬ ケースワーカー等の配置や継続的なこころのケア対策 

⑭ インフルエンザ等感染症の予防 

⑮ 医療福祉相談窓口の設置  

 

３.外国人対策 

町は、災害発生時に言語の不自由さで外国人が孤立せず、迅速かつ的確な対応ができるよう、地域に住む外

国人に対し災害予防対策の周知に努める。 

(1) 在日外国人の把握 ：町は県と連絡調整のうえ各地域に住む外国人について把握するよう努める。 

(2) 情報伝達体制の整備 ：町は、外国人に対し適切な情報を提供するために外国語通訳者及びボランティア

等の把握に努め、把握・協力システムの整備に努める。 

(3) 予防対策等 

① 県が設置する熊本県国際交流センター等を拠点に、外国人相談窓口を開き、災害予防対策相談に応じる。 

② 外国人に対し、災害時の対応及び避難場所・避難路の周知に努める。 

③ 通訳者等の確保やボランティア団体の協力により、外国人に対するサポート体制の強化に努める。 

 

４.避難行動要支援者の避難誘導体制の確立 

本人の意思及びプライバシーの保護に充分留意しながら、避難行動要支援者の所在等の把握に努めるととも

に、地域の特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき具体的な打合せを行いながら個別計画の策定に努める。

また、避難が円滑になされるよう、自治会や自主防災組織等の協力が得られる体制づくりを推進する。 

 

５.避難行動要支援者名簿の作成  

(1) 避難支援等関係者となる者 

八代広域行政事務組合、氷川町消防団、八代警察署、民生委員・児童委員協議会、氷川町社会福祉協議会 

自主防災組織、自治会、その他町長が必要と認める避難支援等の実施に携わる関係者 

(2) 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲（名簿掲載の承諾を毎年度得る必要がある点に注意） 

① 介護保険の要介護認定を受けている者で、要介護１以上の認定を受けているもの 
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② 身体障害者手帳を所持している者で、障害等級が１級から３級までのもの 

③ 療育手帳を所有している者で、障害の程度がＡ１又はＡ２のもの 

④ 精神障害者保健福祉手帳を所持している者で、障害等級が１級又は２級のもの 

⑤ 特定疾患医療受給者であって重症認定を受けているもの 

⑥ 小児慢性特定疾患医療受給者であって重症認定を受けているもの 

⑦ その他町長が必要と認めるもの 

(3) 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする理由、 

その他避難支援等の実施に関し、町長が必要と認める事項  

上記の避難行動要支援者名簿作成に当たっては、避難行動要支援者に該当する者を把握するために、町の関

係部局で把握している要介護高齢者や障害者等の情報を集約するよう努める。 

(4) 名簿の更新に関する事項 

避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者名

簿を一定期間ごとに更新する。 

(5) 名簿情報の情報漏えいを防止するため市が求める措置及び町が講ずる措置 

① 避難行動要支援者名簿には避難行動要支援者の氏名や住所、連絡先、避難支援を必要とする理由等、秘匿

性の高い個人情報も含まれるため、避難行動要支援者名簿は、当該避難行動要支援者を担当する地域の避難

支援等関係者に限り提供する。 

② 一地区の自主防災組織等に対して町内全体の避難行動要支援者名簿を提供しないなど、避難行動要支援者

に関する個人情報が無用に共有、利用されないよう指導する。 

③ 災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十分に説明する。 

④ 施錠可能な場所への避難行動要支援者名簿の保管を行うよう指導する。 

⑤ 受け取った避難行動要支援者名簿を複製しないよう指導する。 

⑥ 避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で避難行動要支援者名

簿を取扱う者を限定するよう指導する。 

 

６.避難支援等関係者の安全確保 

安全確保の措置として、避難行動要支援者や避難支援等関係者等を含めた地域住民全体で話し合って、ルー

ルを決め、計画を作り、周知するよう努める。その上で、一人一人の避難行動要支援者に避難行動要支援者名

簿制度の活用や意義等について理解を得るとともに、避難支援等関係者等は避難支援に努めるものの、支援で

きない可能性もあることも理解を得るよう努める。 
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資料- 46 要配慮者利用施設 

番号 施設名 所在地 地区 電話 FAX 土砂警戒 浸水想定 担当課 備考

1 サービス付き高齢者向け住宅　セレニティ 宮原578-1 西上宮 62‐1000 62-1001 ○ 福祉課

2 グループホーム花音 宮原588-2 下宮 62‐2518 62‐2518 ○ 福祉課

3 小規模多機能　桜ケ丘別荘 宮原704-1 東上宮 30‐2800 30‐2801 ○ 福祉課

4 デイサービス木香 宮原717-1 東上宮 30-2700 30‐2701 ○ 福祉課

5 特別養護老人ホーム早尾園 早尾132 早尾 62‐3838 62‐3242 ○ 福祉課

6 介護老人保健施設八祥苑 早尾132 早尾 62‐4818 62‐4817 ○ 福祉課

7 デイサービスオアシス 宮原栄久99 町 62‐8377 62‐8505 ○ 福祉課

8 デイサービスオアシス３６５ 今３２６－１ 今 62-9570 ○ 福祉課

9 デイサービスより処ここから 鹿島1606.1607-3 下鹿島 52-0077 ○ 福祉課

10 デイサービス湧楽苑 吉本108 吉本 0964－43－1952 0964－43－1953 ○ 福祉課

11 有料老人ホーム絆 野津873-1 法道寺 62‐8886 62‐1188 ○ 福祉課

12 小規模多機能竜宮 野津4600 西野津 52‐1001 52‐5765 ○ 福祉課

13 グループホーム和鹿島 鹿野1301-2 南鹿野 52‐3500 52‐8747 ○ 福祉課

14 有料老人ホーム　ケアライフ竜宮 鹿島628-1 下鹿島 62‐8105 62‐8106 ○ 福祉課

15 グループホームやすらぎの里 鹿島943 上鹿島 53‐2500 53‐2501 ○ 福祉課

16 特別養護老人ホームやすらぎ荘 鹿島945 上鹿島 52‐0173 52‐0685 ○ 福祉課

17 有料老人ホームかぜの杜 鹿島1927 下鹿島 52‐8896 52‐8897 ○ 福祉課

18 JAやつしろ花みづき 今５５－２ 今 62‐1112 62‐1113 ○ 福祉課

1 氷川学園 宮原1116 桜ケ丘 62‐4081 62-4082 福祉課

2 障害者支援施設グループホームのぞみ 鹿島945 上鹿島 53‐2500 53‐2501 ○ 福祉課

3 就労継続支援A型事業所　カドル 宮原264-5 新村 62-3550 62-3554 ○ 福祉課

4 竜北福祉センター 島地651 柳の江 52‐5121 ○ 福祉課

5 宮原福祉センター 宮原702-5 町 62‐3456 ○ 福祉課

1 竜北中学校 島地665 柳の江 52‐1504 52‐2760 ○ 学校教育課

2 氷川中学校 今39 今 62‐2232 62‐4460 ○ 学校教育課

3 竜北東小学校 野津2336 反甫 62‐3800 62‐3841 ○ 学校教育課

4 竜北西部小学校 鹿島746 鹿島 52‐0268 52‐0065 ○ 学校教育課

5 宮原小学校 今７６２ 今 62-2147 62‐4480 ◎ 学校教育課

1 吉野保育園 大野1078-1 迫 62‐4130 62‐1303 ◎ 福祉課

2 ダーナ保育園 河原63 河原 62‐2010 62‐2022 ○ 福祉課

3 東光保育園 野津4500-2 西野津 52‐1823 52‐2961 ○ 福祉課

4 月乃輪保育園 鹿野321-6 中網道 52‐2125 52‐1568 ○ 福祉課

5 宮原慈光保育園 有佐409-3 有佐 62‐4435 62‐4436 ○ 福祉課

6 ひかわ保育園 野津4122-5 北野津 62‐3211 62‐1125 ○ 福祉課

7 浄立寺保育園 鹿島130 上鹿島 52‐3076 ○ 福祉課

8 常葉保育所 宮原823 東上宮 62‐2232 62‐2232 福祉課

9 ひかわ幼稚園 早尾418－1 早尾 62‐4151 62‐1125 ○ 福祉課

10 竜北東光幼稚園 鹿島1058－3 上鹿島 52‐8145 52‐2961 ○ 福祉課

1 八代北部地域医療センター 今１５１－１ 今 53‐5111 53‐5112 ○ 町民課
2 武内外科胃腸科 島地1633－1 島地 52‐7811 ○ 町民課

〇警戒地域

●高齢者利用施設

●障害者利用施設

●小中学校

●保育園・幼稚園

●入院設備のある病院

◎特別警戒
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資料- 47 仮置場の選定および配置計画のポイント 

対象 ポイント 

仮置場全般 

（一時的な保管や一

部、破砕処理等を行う

仮置場から、機械選別

や焼却処理まで行う

仮置場） 

(１)候補地は、以下の点を考慮して選定する。 

① 公園、グラウンド、公民館、廃棄物処理施設、港湾（水域※を含む）等の公有

地（市有地、県有地、国有地等） ※船舶の係留等 

② 未利用工場跡地等で長期間利用が見込まれない民有地（借り上げ） 

③ 二次災害や環境、地域の基幹産業への影響が小さい地域 

④ 応急仮設住宅など他の土地利用のニーズの有無 

ただし、空地等は災害時に自衛隊の野営場や避難所・応急仮設住宅等に優先的

に利用されることが多くなることを考慮する必要がある。 

(２)都市計画法第 6条に基づく調査（いわゆる「6条調査」）で整備された「土地利用

現況図」が当該市町村及び都道府県に保管されているので、それを参考に他部局

との利用調整を図った上で選定作業を行う。 

(３)仮置場の候補地については、可能であれば土壌汚染の有無等を事前に把握する。 

(４)複数年にわたり使用することが想定される仮置場を設置するにあたり、特に田畑

等を仮置場として使用する場合は、環境上の配慮が必要となる。 

(５)津波の被災地においては、降雨時等に災害廃棄物からの塩類の溶出が想定される

ことから、塩類が溶出しても問題のない場所（例えば、沿岸部や廃棄物処分場跡

地）の選定や遮水シート敷設等による漏出対策を施す必要がある。 

(６)二次災害のおそれのない場所が望ましい。 

一時的な保管や一部、

破砕処理等を行う仮

置場 

 被災者が避難所生活中の場合においても、被災家屋の片付けを行うことが考えら

れることから、速やかに設置する必要がある。 

 機械選別や焼却処理を行う仮置場等への運搬を考慮して、パッカー車やダンプト

ラック等の出入口の設定を行う必要がある。 

 発生した災害廃棄物を住民が自ら持ち込む仮置場を設置する場合は、被災地内の

住区基幹公園や空地等、できる限り被災者の生活場所に近い所に設定する。 

 住民やボランティアによる持ち込みがなされることから、仮置場の場所や分別方

法については、災害初動時に周知する必要がある。 

 分別については、初期の災害廃棄物の撤去が、被災者やボランティアによる作業

になるため、分別や排出方法をわかりやすく説明した「災害廃棄物早見表」を配

布・共有しておくと良い。 

機械選別や焼却処理

まで行う仮置場 

(１)一時的な保管や一部、破砕処理等を行う仮置場に比べ、広い用地が求められると

ともに、災害廃棄物を集積して処理することを踏まえ、その位置を考慮して設定

する。 

(２)災害廃棄物の推計発生量、解体撤去作業の進行、施設の処理能力等を勘案して、

十分な容量を持つ場所とする。これまでの大規模災害の事例では、復興の関係か

ら１年程度で全ての対象廃棄物を集め、３年程度で全ての処理を終えることを想

定している。 

(３)災害廃棄物の発生状況と効率的な搬入ルート、アクセス道路（搬入路）の幅員、

処理施設等への効率的な搬出ルートを想定、考慮する。処理施設や処分場へ海上

輸送する可能性がある場合は、積出基地（大型船がつけられる岸壁）を想定し、

近くに選定した方が良い。 

(４)搬入時の交通、中間処理作業による周辺住民、環境への影響が少ない場所とする。 

(５)選定においては、発生量に対応できるスペース以外にも、所有者・跡地利用、関

連重機や車両のアクセス性やワーカビリティ、最低限の防火・消火用水（確保で

きない場合は散水機械）、仮設処理施設の電力確保の可能性等を考慮する。 

(６)グラウンドや海水浴場等を使用した場合は、後日、ガラス片等を取り除く対応が

必要な場合がある。また、特に私有地の場合、二次汚染を防止するための対策と

現状復帰の時の汚染確認方法を事前に作成して、地権者や住民に提案することが

望ましい。 

(７)協力が得られる場合、海岸部にある火力発電所の焼却灰処分場（一般廃棄物を受

け入れる手続、有機物混入の場合は汚水処理対応が必要）や貯炭場の一部も検討

対象となる。 

参考：「災害廃棄物分別・処理実務マニュアル－東日本大震災を踏まえて」（一般社団法人廃棄物資源循環学会・
編著）等を参考に作成 
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資料- 48 仮置場の必要面積の算定方法 

 

１．面積の推計方法の例 

面 積＝集積量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

集積量＝災害廃棄物の発生量－処理量 

処理量＝災害廃棄物の発生量÷処理機関 

見かけ比重 ：可燃物 0.4(t/m3)、不燃物 1.1(t/m3) 

積み上げ高さ ：5m以下が望ましい。 

作業スペース割合 ：0.8～1 

 

２．簡易推計式の例 

面積(m2)＝震災廃棄物の発生量(千 t）×87.4(m2/t) 

 

出典：「震災時における市町村用廃棄物処理マニュアル」(2005 年、熊本県) 
「災害廃棄物分別・処理実務マニュアル－東日本大震災を踏まえて」（一般社団法人廃棄物資源循環学会・
編著）等を参考に作成 
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資料- 49 指定文化財 

1.国指定文化財 

 

2.県指定文化財 
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→2.県指定文化財（つづき） 

 

3.町指定文化財 
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→3.町指定つづき 
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→3.町指定つづき 
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資料- 50 防災訓練計画 

 

災害対策基本法第 48条及び水防法（昭和 24年法律第 193号）第 28条に基づき、災害応急対策の完全遂行を図る

ため、関係機関が緊密な連携を取り、総合的かつ計画的な訓練を実施する計画です。 

1.防災訓練の実施責務と協力 

(1) 町は、他の災害予防責任者（災害対策基本法第 47 条第 1 項に定める災害予防責任者をいう。）と共同

して必要な防災訓練を行うものとする。 

(2) 災害予防責任者の属する機関の職員等は、防災訓練計画の定めるところにより、参加するものとする。 

(3) 住民その他関係団体は、災害予防責任者の行う防災訓練に参加するものとする。 

2.訓練計画の対象 

訓練は、以下を対象とする。 

 

 

 

3.広域防災訓練 

相互応援協定に基づき、広域的な応援が迅速かつ的確に実行できるようにするため、相互応援に関する広域

防災訓練の実施に努めるものとする。 

4.防災関係機関の個別防災訓練 

災害発生時の活動の要となる防災関係機関については、その処理すべき事務又は業務を的確かつ迅速に処理

することが要求されるため、個別に訓練を繰り返し実施する必要がある。このため、町をはじめとする各防

災関係機関は、単独または共同で次の訓練を実施し、災害対応能力の向上に努める。 

 

 

 

 

5.訓練時期・場所 

(1) 訓練の時期 

「防災週間」及び「防災とボランティア週間」等訓練を行う際は、最も訓練効果のある時期を選んで実

施するものとする。 

(2) 訓練の場所 

訓練内容、規模に寄り、最も訓練効果を挙げ得る場所を選んで実施するものとする。なお、訓練実施に

際し、住民参加を求める場合は、高齢者、障害者、外国人、乳幼児等避難行動要支援者に十分な配慮を

行うものとする。 

(3) 訓練の検証 

(4) 訓練の実施後は、訓練結果の事後評価を通じて課題を明らかにし、その改善に努めるものとする。 

(1)情報収集伝達 (2)避難誘導 (3)救出・救助 (4)医療救護 

(5)消防  (6)水防  (7)防疫 

(1)参集(非常呼集)訓練 (2)災害対策本部等設置訓練 (3)水防訓練 

(4)消防訓練 (5)避難(誘導)訓練 (6)情報収集伝達(通信)訓練 

(7)救出・救護訓練 (8)輸送訓練 (9)その他必要な訓練 
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参考：防災訓練計画 

   

区分 実施主体 実施期間 実施場所 実施方法 

個

別

訓

練 

水防訓練 建設下水道課 

消防団 

水害時期前 水害危険地 図上又は実施訓練。 

必要に応じ県と合同又は他の訓練

と併合して実施。 

消防訓練 消防署 

総務課 

消防団 

火災時期前 火災危険地 図上又は実施訓練。 

必要に応じ県と合同又は他の訓練

と併合して実施。 

災 害 救 助

訓練 

県 

消防関係機関 

災害救助機関 

適切な時期 適切な場所 災害想定に寄り、救助救援を円滑

に遂行するため、医療救護、人命

救出、炊き出し、その他関連活動

を個別又は併合して実施。 

情 報 連 絡

訓練 

総務課 

各課 

関係機関 

適宜 適宜 気象予警報、指示、命令等の伝達、

情報収集、報告等について個別又

は併合して実施。 

非 常 招 集

訓練 

適宜 適宜 応急対策を行うため必要な人員の

的確かつ迅速に招集を図るため、

個別又は併合して実施。 

避難訓練 適宜 適宜 被災の恐れがある地域、学校、病

院、育児施設等を中心として、個

別又は併合して実施。 

総合訓練 県 

町 

関係機関 

台風時期前 適切な場所 県、町、住民、その他防災関係機

関が一体となり、総合的な防災訓

練を実施。 
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資料- 51 防災知識普及計画 

 

防災諸活動を円滑に行うため、災害予防又は災害応急措置の実施の任にあたる各機関が、地域住民にあらゆる機

会を与え、諸方法で科学的な防災知識を普及させるための計画である。 

 

 普及計画 

(1) 氷川町地域防災計画の概要 

(2) 簡易な気象の知識（気象予警報の種別と対策） 

(3) 平常時の心構え、準備（非常持ち出し品等） 

(4) 災害発生時に取るべき応急措置 

(5) 災害発生時に心得（避難方法、指定緊急避難場所及び指定避難所） 

(6) 被災後の処置等（防疫の心得、消毒方法等の要領） 

 普及方法 

 広報紙等による普及 

広報誌等に防災関係記事を掲載するとともに、パンフレット等を配布する。 

 インターネット・メディアによる普及 

ホームページや SNS、メールマガジン等、汎用化の進むメディアを使用する。 

 報道機関による普及 

新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関に対して、町地域防災計画、災害に対する注意事項や防災思想の高

揚のための資料の提供を行い、普及についての協力依頼を行う。 

 映画・写真等による普及 

防災活動、被害状況等についての映画、写真を活用し、各種団体等の会合や防災講演会等の機会を利用

して防災思想の高揚に努める。 

 広報車・防災行政無線施設による普及 

火災発生の危険がある場合の広報車による巡回広報、防災行政無線施設に寄る一般広報を行い防災情報

の提供を行う。 

 巡回指導による普及 

自主防災組織を中心とした災害時における心得等、防災思想の高揚を図るため、巡回指導を行い、防災

知識の普及と指導を行う。 

 教育による普及 

小中学校、幼稚園及び保育園（所）における教育を通じて、静と、児童及び円時に対する啓発に努める。 

 消防外郭団体による普及 

危険物安全協会等による危険物火災をはじめ、一般火災の防火思想を普及する。 
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資料- 52 熊本県防災ハンドブック 

（熊本県 HPより） 

平成 28 年熊本地震からの被災者の生活再建と被

災地の復興を着実に進める中、 令和 2年 7月豪雨

による河川の氾濫や土砂災害によって、県南地域

を中心に本県は再び甚大な被害に見舞われました。 

 今回の災害を受け、本県では、「令和 2年 7月豪

雨からの復旧・ 復興プラン」を策定し、 緑の流

域治水を推進するとともに、「誰一人取り残さな

いくまもと」の思いのもと、 被災者・被災地域の

一日も早い復旧・復興と、生命・財産を守る地域

防災力の強化に全力で取り組んでいます。 

 大規模な災害が発生した場合に被害を最小限に

抑えるためには、行政機関による 「公助」だけで

なく、自分の身は自分で守る「自助」と地域で助

け合う「共助」が重要です。 

 私から皆さまにお願いしたいことは、災害が起

きる前に、とにかく安全な場所に避難していただ

くということです。特に、風水害や土砂災害から

身の安全を確保するには、雨風が強くなる前に早めに避難する「予防的避難」が有効です。 

 この「防災ハンドブック」では、災害の特徴や避難行動のポイントに加え、日頃から必要な災

害への備えなどをわかりやすくまとめています。 

 皆さまにおかれましては、災害発生に備えた防災対策の参考として、是非、本ハンドブックを

御活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載内容（ホームページより抜粋（熊本県ホームページでも内容が確認できます））
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第１章 自然災害編 

 

資料-1 活動体制の立ち上げと災害対応の全体調整 

 

資料- 53 防災組織一覧図   

【旧組織】 
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【新組織】 

■ 災害対策本部組織体制 

 

 

 

 

 

≪災害対策本部役員≫ 

役職 所属 

本部長 町長 

副本部長 副町長 

教育長 

対策部長 総務課長 

副対策部長 総務課長補佐 

部員 企画財政課長 

税務課長 

町民課長 

福祉課長 

建設下水道課長 

農業振興課長 

農地課長兼農業委員会事務局長 

地域振興課長 

生涯学習課長 

学校教育課長 

会計管理者兼出納室長 

議会事務局長 

八代広域消防本部消防長 
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町民課 

総務課 

企画財政課 

税務課 

福祉課 

建設下水道課 

農業振興課 

農地課 

地域振興課 

生涯学習課 

学校教育課 

出納室 

議会事務局 

（消防団） 

地区担当職員 

39地区 

各 2名 

本 部 長 

福本部長 
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資料- 54 災害情報連絡本部（警戒態勢時）における組織 

 

※災害情報連絡本部は次の組織により、相互間の連携を図り情報の収集・伝達を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料- 55 勤務時間中及び勤務時間外の動員に関する伝達系統図 

 

 

 

資料- 56 災害対策本部長の代行順位（本部長、副本部長（副町長、教育長）が不在時） 

 

代行順位 役職 

第 1位 

第２位 

第３位 

第４位 

総務課長 

総務課長補佐 

消防防災担当者 

 

 

県災害対策 
情報連絡室 

町長 

災害情報連絡本部 
防災関係機関 

部長 

副部長 

総務課長 

総務課長補佐 

建設下水道課長 

地域振興課長 

部員 

総務課等職員 

県出先 
機関等 

消防署 

消防団 

町民 

関係部課 
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資料- 57 第１回災害対策本部会議における協議・決定事項（例） 

１．被害状況の把握に関すること 

 □ 災害（地震等）の概要確認 

 □ 被害状況の確認 

 □ 被害予測結果（県内震度 4以上の地震）の確認 

２．災害応急対策の基本方針に関すること 

 □ 人命救助対策（救助要員の必要推計／消防・警察・自衛隊への応援要請等） 

 □ 火災消火対策（消火隊の必要推計／他市町消防への出動要請・応援依頼等） 

 
□ 負傷者応急救護対策（医療スタッフ及び救護体制の必要推計／医薬品の必要推計／救急隊の必要推計
／関係機関への要請等） 

 □ 被災者支援対策（非常食、弁当、飲料水、毛布等の必要推計／給食・救援物資等のあっせん手配等） 

 □ 死者対策（棺及びドライアイスの数量の推計／火葬場の確保等） 

 □ 二次災害防止対策（余震対策も含めた危険個所のチェック／建物応急危険度判定士の必要推計等） 

 
□ 輸送対策（道路等の被害状況確認／緊急交通路の設定状況の確認／緊急輸送ルートの確保／関係機関
への協力要請等） 

 □ ライフライン対策（ライフライン被害状況の把握／対象施設の優先復旧／代替器具等の配布協力要請） 

３．動員配備体制に関すること 

 □ 職員参集状況の確認 

４．各部・各課間の調整事項に関すること 

 □ 各部・各課による協議・決定についての指示 

５．避難指示等警戒区域の設定に関すること 

 □ 記者会見及び町民向けの原稿作成及び緊急放送の実施（防災行政無線の活用） 

６．自衛隊災害派遣要請に関すること 

 □ 自衛隊への派遣（準備）要請 

７．他市町への応援要請に関すること 

 □ 県、近隣市町、関係機関等からの要請内容の確認 

８．県及び関係機関との連絡調整に関すること 

 □ 関係機関への連絡についての指示 

 □ 県災害対策本部及び県内市町村の設置状況の確認 

 □ 県災害対策本部、県内市町村への地震発生及び災害対策本部設置の報告についての指示 

 □ 緊急消防援助隊の派遣要請 

９．災害救助法適用要請に関すること 

 □ 災害救助法の適用について 

10．激甚災害の指定の要請に関すること 

 □ 適用措置にあわせた被害額の調査に関すること 

11．その他災害応急対策の実施及び調整に関すること 

 □ 第 2回災害対策本部会議までの対応についての指示 

 □ 第 2回災害対策本部会議の開催予定 
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資料- 58 災害対策本部会議資料項目例 

 

１.被害等状況の要点 

（１）地震・高潮・気象の要点 

 余震の状況・見通し 

 高潮 

 天候（雨、台風の動き） 

 水位・潮位（満潮及び干潮時刻） 

（２）被害状況の要点 

①人的被害（死傷者） 

②建物等被害 

③火災状況・消火活動 

④救出活動 

⑤医療・福祉 

⑥避難（避難指示等、避難所） 

⑦交通（道路、鉄道） 

⑧ライフライン 

 

２.対応状況の要点 

現状の課題、現状の対応方針 

 

３.関係機関、県・応援市町村の対応状況 

（１）関係機関の対応状況 

機関名：現状、現状の課題、現状の対応方針 

（２）県・応援市町村の対応状況 

 

４.今後に予測される課題と対応方針 

発災○日間に予測される重要な課題（今後に予測される課題、今後の対応方針） 
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資料- 59 気象庁が発表する警報・注意報の基準 

 

１．特別警報発表基準 

種類 発表基準 

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

暴風 

数十年に一度の強度の台風や同程度の

温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮 高潮になると予想される場合 

波浪 高波になると予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される

場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

津波 高いところで 3ｍを超える津波が予想される場合、大津波警報を特別警報に位置付ける 

地震 
震度 6弱以上または長周期地震動階級 4の大きさの地震動が予想される場合、緊急地震速報

（震度 6弱以上または長周期地震動階級 4）を特別警報に位置付ける 

 

２．警報発表基準 

種類 発表基準 

警
報 

一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
警
報

 
気
象
警
報 

暴風警報 

暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的に

は次の条件に該当する場合である。平均風速が陸上で 20m/s、海上で 20m/s以

上になると予想される場合。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、

具体的には次の条件に該当する場合である。雪を伴い平均風速が陸上で

20m/s、海上で 20m/s以上になると予想される場合。 

大雨警報 

大雨によって重大な土砂災害や浸水害が起こるおそれがあると予想される場

合で、具体的には次の条件に該当する場合である。特に警戒すべき事項を標題

に明示して「大雨警報（土砂災害）」、「大雨警報（浸水害）」又は「大雨警報（土

砂災害、浸水害）」のように発表する。雨が止んでも重大な土砂災害等のおそ

れが残っている場合には発表を継続する。 

（浸水害）表面雨量指数基準 20以上 

（土砂災害）土壌雨量指数基準 269以上 

大雪警報 

降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪によって重大な災害が起

こるおそれがあると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合で

ある。12 時間の降雪の深さが、平地で 10cm 以上、山地で 20cm 以上になると

予想される場合。 

地面現象警報 

※１ 

大雨、大雪等による山くずれ、地すべり等によって、重大な災害が起こるおそ

れがあると予想される場合。 

高潮警報 

台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こるおそれがあると予

想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。潮位が 4.2ｍ以

上になると予想される場合。 
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種類 発表基準 

警
報 

一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
警
報

 

波浪警報 

風浪・うねり等によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合

で、具体的には次の条件に該当する場合である。有義波高が 2.5ｍ以上になる

と予想される場合。 

浸水警報 

※１ 
浸水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

津
波
警
報 

大津波 

予想される津波の最大波の高さが高いところで３ｍを超える場合 

【数値での発表（津波の高さの予想の区分）】 

・10m超(10m＜予想される津波の最大波の高さ) 

・10m(5m＜予想される津波の最大波の高さ≦10m) 

・5m(3m＜予想される津波の最大波の高さ≦5m) 

【巨大地震の場合の表現】巨大 

津波 

予想される津波の最大波の高さが高いところで１ｍを超え、３ｍ以下の場合 

【数値での発表（津波の高さの予想の区分）】 

・3m(1m＜予想される津波の最大波の高さ≦3m) 

【巨大地震の場合の表現】高い 

洪水警報 

洪水によって重大な災害の起こるおそれがあると予想される場合で、具体的に

は次の条件に該当する場合である。 

（流域雨量指数基準） 

八間川流域 8.3以上、砂川流域 14.9以上、氷川流域 34以上 

地震警報 
緊急地震速報（警報）（震度 5 弱以上又は最大長周期地震動階級が３以上）を

警報と位置付ける。 

水
防
活
動
の
利
用
に
適
合
す
る
も
の 

気象警報 

※２ 
一般の利用に適合する大雨特別警報又は大雨警報と同じ 

高潮警報 

※２ 
一般の利用に適合する高潮特別警報又は高潮警報と同じ 

洪水警報 

※２ 
一般の利用に適合する洪水警報と同じ 

津波警報 

※２ 
一般の利用に適合する津波特別警報又は津波警報と同じ 

※１ 警報の標題を出さないで、気象警報に含めて行う。 

※２ 水防活動の利用に適合する警報は一般の利用に適合する警報をもって代える。 
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３．注意報発表基準 

種類 発表基準 

注
意
報 

一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
注
意
報 

気
象
注
意
報 

風雪注意報 

風雪による被害が予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合であ

る。雪を伴い、平均風速が陸上では 10m/s、海上で 10m/s 以上になると予想さ

れる場合。 

強風注意報 
強風による被害が予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合であ

る。平均風速が陸上で 10m/s、海上で 10m/s以上になると予想される場合。 

大雨注意報 

大雨によって被害が予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合で

ある。 

（表面雨量指数基準）9以上 

（土壌雨量指数基準）164以上 

大雪注意報 

大雪によって被害が予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合で

ある。12時間の降雪の深さが平地で 3cm以上、山地で 5cm以上になると予想さ

れる場合。 

濃霧注意報 

濃霧のため、交通機関に著しい障害が起こると予想される場合で、具体的には

次の条件に該当する場合である。視程が陸上で 100ｍ以下、海上で 500ｍ以下

になると予想される場合。 

雷注意報 落雷等により被害が予想される場合。 

乾燥注意報 

空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合で、具体的には次の条件

に該当する場合である。 

実効湿度 65％以下で、最小湿度 40％以下になると予想される場合。 

なだれ注意報 

なだれが発生して被害があると予想される場合で、具体的には次の条件に該当

する場合である。 

積雪の深さが 100 ㎝以上あり、気温が 3℃以上の好天、又は低気圧等による降

雨、若しくは降雪の深さ 30cm 以上が予想される場合。 

着雪注意報 

着雪によって被害が起こるおそれがある場合で、具体的には次の条件に該当す

る場合である。 

大雪警報・注意報の条件下で気温が－２℃～２℃と予想される場合。 

霜注意報 
11月 20日までの最低気温３℃以下の早霜、３月 20日以降最低気温３℃以下の

晩霜によって農作物に著しい被害が予想される場合。 

低温注意報 

低温によって農作物等に著しい被害が起こると予想される場合又は冬季の水

道管の凍結・破裂による著しい被害が予想される場合で、具体的には次の条件

に該当する場合である。 

（夏期）平年より平均気温が 4℃以上低い日が 3 日続いた後、さらに 2 日以上

続くと予想される場合 

（冬期）平地で最低気温が-5℃以下 

着氷注意報 

着雪が著しく、通信線や送電線などに被害が起こるおそれがある場合で、具体

的には次の条件に該当する場合である。 

大雪警報・注意報の条件下で気温が－２℃～２℃と予想される場合。 
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種類 発表基準 

注
意
報 

一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
注
意
報

 

津波注意報 

予想される津波の最大波の高さが高いところで 0.2m 以上、1m 以下の場合であ

って、津波による災害のおそれがある場合 

【数値での発表（津波の高さの予想の区分）】 

・1m(0.2m≦予想される津波の最大波の高さ≦1m) 

【巨大地震の場合の表現】表記しない 

地面現象注意報 

※１ 
大雨、大雪等による山くずれ、地すべり等によって被害が予想される場合。 

高潮注意報 

台風等による海面の異常上昇によって、被害が予想される場合で具体的には次

の条件に該当する場合である。 

潮位が 2.5ｍの高さ以上になると予想される場合。 

波浪注意報 
風浪、うねり等によって被害が予想される場合で、具体的には次の条件に該当

する場合である。有義波高が 1.5ｍ以上になると予想される場合。 

浸水注意報 

※１ 
浸水によって被害が予想される場合。 

洪水注意報 

洪水によって被害が予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合で

ある。 

（流域雨量指数基準） 

八間川流域 6.6以上、砂川流域 11.9以上、氷川流域 27.2以上 

（複合基準） 

八間川流域 表面雨量指数 8以上、流域雨量指数 6.6以上 

水
防
活
動
の
利
用
に

適
合
す
る
も
の 

気象注意報 

※２ 
一般の利用に適合する大雨注意報と同じ 

高潮注意報 一般の利用に適合する高潮注意報と同じ 

洪水注意報 一般の利用に適合する洪水注意報と同じ 

津波注意報 一般の利用に適合する津波注意報と同じ 

※１ 注意報の標題を出さないで、気象注意報を含めて行う。 

※２ 水防活動の利用に適合する注意報は一般の利用に適合する注意報をもって代える。 
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４．記録的短時間大雨情報基準 

種類 発表基準 

記録的短時間大雨情報 

大雨警報が発表されている時に、数年に一度程度しか発生しないような短時間の

大雨を観測、又は解析した場合、現在の降雨がその地域にとって希な激しい状況

であることを周知するために発表される。具体的には次の条件に該当する場合で

ある。 

（1時間雨量）110㎜以上 

 

５．火災警報基準 

（１）消防法の規定により、県知事から火災気象通報を受けたとき。 

（２）気象の状況が火災の予防上危険であると認めたとき。 

※熊本地方気象台は、次の気象条件になったとき、又はなると予想されるとき、消防法第 22条第 1項に基づき、

知事に火災気象通報を行う。 

①実効湿度が 65％以下で、最小湿度が 40％以下、若しくは平均風速 10m/s以上の風が吹くと予想されると

き。（熊本地方気象台が定めた「乾燥注意報」及び陸上を対象とした「強風注意報」の基準と同一） 

②平均風速 10m/s以上の風が吹くと予想され、降雨、降雪が予想される場合は通報しない。 
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資料- 60 気象庁が発表する地震・津波に関する情報の内容 

１．地震に関する情報の内容 

情報の種類 情報の内容 

地
震
情
報 

震度速報 
地震発生約１分半後に、震度３以上が観測された地域名と地震の揺れの検知

時刻を発表する。 

震源に関する情報 

震度速報を発表した地震で津波警報又は注意報が発表されていない場合、震

源要素(※１) やその規模（マグニチュード）を発表する。「津波の心配がな

い」又は「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない」の付加

文あり。 

震源・震度に関する情報 

震度３以上あるいは震度２以下でも津波警報・注意報発表または若干の海面

変動が予想される場合、震源要素やその規模（マグニチュード）と震度３以

上が観測された地域の震度を発表するほか、震度５弱以上と考えられる地域

で震度を入手していない市町村を発表する。 

各地の震度に関する情報 

震度１以上が観測された地震について、震源要やその規模（マグニチュード）

と震度１以上が観測された地点を発表ほか、震度５弱以上と考えられる地域

で震度を入手していない地点がある場合は、その地点名を発表する。 

また、地震が多数発生した場合には、震度３以上の地震についてのみ発表し、

震度２以下の地震については、その発生回数を「その他の情報（地震回数に

関する情報）」で発表する。 

遠地地震に関する情報 

国外で発生した地震について、マグニチュード 7.0 以上又は都市部など著し

い被害が発生する可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合、地

震の発生時刻、震源要素やその規模（マグニチュード）を概ね 30分以内に発

表し、日本や国外への津波の影響に関しても発表する。 

その他の情報 
顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度１以上を

観測した地震回数情報等を発表する。 

推計震度分布図 
観測した各地の震度データをもとに、250ｍ四方ごとに推計した震度（震度４

以上）を図情報として発表する。 

※１ 震源要素：震源の経緯及び緯度並びに地表からの深さ 

 
 

２．津波に関する情報の内容 

情報の種類 情報の内容 

津波到達予想時刻・予

想される津波の高さに

関する情報 

津波予報区（有明・八代海）に最も早く到達すると予想される津波の到達時刻及び津

波の高さ（発表内容は津波警報・注意報の種類の表に記載）を発表する。 

この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が到達する

時刻であり、場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲ってくるこ

ともある。 

各地の満潮時刻・津波

到達予想時刻に関する

情報 

津波観測点（※1）における満潮時刻及び到達すると予想される津波の到達時刻を発表

する。 

津波観測に関する情報 

沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、その時点までに観測された最

大波の観測時刻と高さを発表する。また、津波は繰り返し襲い、あとから来る波の方

が高くなることがあり、観測された津波が小さいからといって避難を止めてしまうと

危険であるため、最大波の観測値については、大津波警報または津波警報が発表中の

津波予報区において、観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の

言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

沖合の津波観測に関す

る情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される沿岸での津波の

到達時刻や高さを津波予報区単位（有明・八代海）で発表する。 

その他の情報 上記の情報で発表できない防災上有効な情報を発表する。 
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※１ 津波観測点 

津波観測点名称 所在地 

八代港（国交省港湾局) 熊本県八代市港町 

熊本港（国交省港湾局） 熊本県熊本市西区新港 

天草市本渡港（国交省港湾局） 熊本県天草市東町 

嶺北町都呂々（気象庁） 天草郡苓北町都呂々 （都呂々港） 

 

 

資料編 第３部 災害応急対策 



 

83 

 

資料- 61 県が発表する情報の内容 

１．土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、気象業務法及び災害対策基本法に基づき県と熊本地方気象台が共同で発表する。 

県と熊本地方気象台は、大雨警報（土砂災害）又は大雨特別警報（土砂災害）発表中において、大雨によ

る土砂災害発生の危険度が更に高まった時、市長村長が避難指示等を発令する際の判断や住民の自主避難の

参考となるよう、市町村単位で発表する。 

 

２．土砂災害危険度情報 

土石災害危険度情報とは、土砂災害による人的被害防止の観点から土石流危険渓流や急傾斜地崩壊危険箇

所において土石流の発生や急傾斜地の崩壊が予想される場合、県が任意で発するものであり、土砂災害警戒

情報を補足する情報である。 

 

３．水防に関する情報 

水防に関する情報とは、河川の氾濫をはじめとした水災の防止を目的として、河川の水位、河川水位に影

響を及ぼす雨量等の情報を県が任意で発表するものである。 
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資料- 62 予警報の伝達経路 

１．気象台等から本町までの伝達経路 

（１）気象警報等 

 
 

（２）津波警報等 

気象庁又は福岡管区気象台

消防庁 ＮＴＴ西日本 熊本地方気象台 九州管区警察局 ＮＨＫ福岡

※

ＮＴＴ西日本：西日本電信電話（株）

ＮＨＫ福岡：ＮＨＫ福岡放送局

ＮＨＫ熊本：ＮＨＫ熊本放送局

熊本県

住民・その他氷川町消防団

報道機関 県警察本部 ＮＨＫ熊本

氷川町

 

※二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行例第 8条第 1号の規定に基づく法定伝達先。 

※二重線の経路は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路。 

※点線の経路は、全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）による。 
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（３）土砂災害警戒情報 

熊本県砂防課 熊本地方気象台

熊本県

消防本部等

防災関係機関

氷川町

熊本県危機管理防災課 国土交通省

海上保安庁 海上保安庁

熊本県警察本部 陸上自衛隊

日本放送協会 ㈱テレビ熊本

㈱熊本放送 九州電力㈱

水防関係団体 一般住民

共同発表

 

 

（４）水位情報 

八代地域振興局

氷川町 熊本県水防本部

（河川課）

熊本県総合防災 熊本地方気象台

ＮＨＫ熊本

熊本放送

熊本県警察本部

テレビ熊本

熊本県広報課

総合防災情報システム

ＦＡＸ受信後、電話確認
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２．町における伝達経路 

（１）気象警報等（土砂災害警戒情報を含む） 

① 総合防災情報システム（熊本県防災情報共有システム） 

熊本地方気象台→熊本県→消防本部、氷川町 

 

② 熊本県メール配信サービス（熊本県防災情報共有システム） 

熊本地方気象台→熊本県→職員、住民 

 

１． 全国瞬時警報システム（防災行政無線、庁内放送） 

熊本地方気象台→消防庁→氷川町→職員、住民 

 ※学校等の公共施設には防災行政無線（移動系）、防災行政無線（同報系）戸別受信機を通じ、伝達 

 ※市庁舎庁内放送は防災行政無線（移動系）と連動 

 

（２）津波警報等 

① 総合防災情報システム（熊本県防災情報共有システム） 

熊本地方気象台→熊本県→消防本部、氷川町 

 

② 熊本県メール配信サービス（熊本県防災情報共有システム） 

熊本地方気象台→熊本県→職員、住民 

 

③ 全国瞬時警報システム（防災行政無線、庁内放送） 

熊本地方気象台→消防庁→氷川町→職員、住民 

 ※学校等の公共施設には防災行政無線（移動系）、防災行政無線（同報系）戸別受信機を通じ、伝達 

 ※町庁舎庁内放送は防災行政無線（移動系）と連動 

 

④ エリアメール・緊急速報メール（携帯電話）（熊本県防災情報共有システム）※気象庁、熊本県 

気象庁→携帯電話事業者→職員、住民 

※気象庁発信によるエリアメール・緊急速報メールは自動（大津波警報、津波警報） 

※熊本県発信によるエリアメール、緊急連絡メールは手動（大津波警報、津波警報、津波注意報） 

 

（３）水位情報 

①総合防災情報システム（熊本県防災情報共有システム） 

熊本県→消防本部、氷川町 

 

②熊本県メール配信サービス 

熊本県→職員、住民 

 

（４）八代広域行政事務組合 火災情報 

八代広域行政事務組合指令課→職員、住民 
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資料- 63 現象ごとの住民への周知メッセージ内容 

現象 対象地域 メッセージ内容 

地震発生のおそれ 

（震度４以上） 
全地域 

大地震（おおじしん）です。大地震です。注意してくださ

い。こちらは防災氷川町役場です。 

緊急地震速報の誤報 全地域 
先ほどの地震速報は誤報です。こちらは防災氷川町役場

です。 

大津波警報 

（東日本大震災クラス） 
全地域 

大津波警報。大津波警報。東日本大震災クラスの津波が

来ます。ただちに高台に避難してください。こちらは防

災氷川町役場です。 

大津波警報 

（東日本大震災クラス以外） 
全地域 

大津波警報。大津波警報。ただちに高台に避難してくだ

さい。こちらは防災氷川町役場です。 

津波警報 全地域 
津波警報が発表されました。海岸付近の方は高台に避難

してください。こちらは防災氷川町役場です。 

津波注意報 
全地域（昼間） 

沿岸部（夜間） 

津波注意報が発表されました。海岸付近の方は注意して

ください。こちらは防災氷川町役場です。 

気象警報 

（大雨、暴風、暴風雪、大雪、洪水） 
全地域 

こちらは防災氷川町役場です。当地域に【発表された気象

警報】警報が発表されました。今後も気象情報に注意して

下さい。 

特別警報（大雨単独） 全地域 

こちらは防災氷川町役場です。当地域に大雨特別警報が

発表されました。周囲の状況をみて、避難行動をとって

ください。 

特別警報（大雨単独以外） 全地域 

こちらは防災氷川町役場です。当地域に気象の特別警報

が発表されました。周囲状況をみて、避難行動をとって

ください。 

土砂災害警戒情報 全地域 
こちらは防災氷川町役場です。土砂災害警戒情報が発表

されました。注意してください。 
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資料- 64 各段階で収集する情報の種類 

１．第１次情報（被害規模を早期把握のために収集する情報） 

項目 収集内容 担当課 関係課 

概括的被害情報（※1） 

現地調査 

・各地区単位で調査 

・土砂災害等の危険箇所 

総務課 建設下水道課 

自治会、自主防災組織からの情報 

・すぐに連絡がない場合は問い合わせる。 

（連絡が取れない場合は要注意） 

総務課 

地域振興課 

 

 

出勤途上の情報 

・勤務時間外の場合 
総務課 各課 

県、防災関係機関によるヘリコプターによる目

視、撮影等 
総務課  

ライフラインの被害の

範囲 

（※2） 

上水道 町民課  

電話（NTT西日本） 総務課  

携帯電話(携帯電話事業者) 総務課  

電力（九州電力） 総務課  

医療機関に来ている負

傷者の状況 
民間医療機関（熊本県医師会、八代郡医師会） 福祉課  

119 番、110 番等通報の

状況 

119 番通報（消防本部） 総務課  

110 番通報（八代警察署） 総務課  

町役場への町民通報 総務課  

その他 

各避難所の避難者の状況 総務課 
 

 

所管施設・設備の損壊状況 各課  

開始した応急対策の内容 各課  

その他災害の発生拡大防止措置上必要な事項 各課  

集約 すべての情報のとりまとめ 総務課 企画財政課 

※1 人命危険の有無及び人的被害の発生状況、火災・土砂災害等の二次災害の発生状況や危険性、避難の必要の

有無及び避難の状況、町民の動向、道路交通の状況（通行可否等） 

※2 施設の被害状況、供給等の停止状況 
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２．第２次情報（二次災害防止、災害救助法の適用可否の判断のために収集する情報） 

項目 収集内容 担当課 関係課 

人的被害 

死者、行方不明者の状況 総務課 福祉課 

負傷者の状況 総務課 福祉課 

住家被害 

全壊、半壊等の状況 

・目視調査による概数の把握(至急) 

・建物応急危険度判定調査(2～3日後) 

総務課 建設下水道課 

全焼、半焼等の状況 総務課  

津波による浸水の状況 総務課  

公共土木施設等の被害 

道路、橋梁、河川、港湾等の状況 建設下水道課  

急傾斜地、宅地等の状況 

・急傾斜地等の調査(至急) 

・応急危険度判定調査(2～3日後) 

建設下水道課  

交通施設、交通の状況 

・公共交通機関（各社） 

・道路交通（警察） 

総務課 建設下水道課 

ライフライン施設の状況 

・上水道、下水道 

・電話、電気（各社）等 

町民課 

建設下水道課 
 

その他 

救急救助活動の状況 総務課  

医療活動の状況 福祉課  

応急給水の状況 町民課  

出火の状況 総務課  

津波の発生、浸水の状況 総務課  

社会的混乱の発生状況 総務課  

避難所の状況 総務課 福祉課 

避難指示等、警戒区域設定の状況 総務課  

非住家（公共建物等）の状況 各課  

応急対策活動の状況等その他 各課  

集約 すべての情報のとりまとめ 総務課 企画財政課 
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３．第３次情報（詳細な状況把握のために収集する情報） 

項目 収集内容 担当課 関係課 

人的被害 
死者、行方不明者の状況 総務課 町民課 

負傷者の状況 総務課 町民課 

住家被害 

全壊、半壊等の状況 税務課  

全焼、半焼等の状況 総務課  

津波による浸水の状況 総務課  

非住家被害 公共建物等 税務課  

その他 

田畑 
農業振興課、 

農地課 
 

文教施設 学校教育課 生涯学習課 

病院 町民課・福祉課  

道路 建設下水道課  

橋梁 建設下水道課  

河川 建設下水道課  

港湾 建設下水道課  

砂防 建設下水道課  

上水道施設 町民課  

清掃施設 町民課  

がけ崩れ 建設下水道課  

鉄道不通 総務課  

船舶及び沿岸部の被害等 総務課  

固定電話（NTT西日本へ照会) 総務課 各課 

携帯電話（携帯電話事業者へ照会) 総務課 各課 

電気（九州電力に照会） 総務課 各課 

り災者（り災証明） り災世帯、り災者数 企画財政課 地域振興課 

火災 火災発生（建物、危険物、その他） 総務課  

被害額 

公立文教施設 
学校教育課 

生涯学習課 
 

農林水産業施設 
農地課 

農業振興課 
 

その他の公共施設 各課  

農林畜水産被害、商工被害 
農業振興課 

地域振興課 

 

 

集約 すべての情報のとりまとめ 総務課 企画財政課 
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資料- 65 消防庁への直接即報基準 

火災等 

１．交通機関の火災 

 航空機火災 

 タンカー火災 

 船舶火災であって社会的影響度が高いもの 

 トンネル内車両火災 

 列車火災 

２．石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

(1) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

（例示） 

・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災

又は爆発事故 

(2) 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

３．危険物等に係る事故（2の石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

  

① 死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

② 負傷者が５名以上発生したもの 

 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の

施設内又は周辺で、500平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に

該当するもの 

① 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

② 500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、

付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

４．原子力災害等 

(1) 原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射線の漏

えいがあったもの 

(2) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物資等の運搬

中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

(3) 原子力災害対策特別措置法（平成 11年法律第 156号）第 10条の規定により、原子

力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあった

もの 

(4) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏

えいがあったもの 

５．ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

６．爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が

高いもの（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。） 

救急・救助事故 

死者及び負傷者の合計が 15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

(1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

(2) バスの転落等による救急・救助事故 

(3) ハイジャックによる救急・救助事故 

(4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

(5) その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの 
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武力攻撃災害 

武力攻撃災害等については、次の災害による火災・災害等（該当するおそれがある場 合

を含む。）について報告をすること。 

(1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第

112号。以下「国民保護法」という。）第 2条第 4項に規定する災害、すなわち、武

力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の

放出その他の人的又は物的災害 

(2) 国民保護法第１７２条第１項に規定する緊急対処事態における災害、すなわち、武

力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、

放 射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

災害 

１．地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を

問わない。） 

２．津波、風水害、火山災害のうち、死者又は行方不明者が生じたもの 
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資料- 66 熊本県への被害状況等の報告系統・報告先 

 

１．災害即報系統図 

災害即報は、災害の総合的な応急対策を立てる基礎となるものであり、人及び家屋被害を優先して報告する。

市は、報告すべき災害の発生を覚知したときは、覚知後 30分以内で可能な限り早く、わかる範囲で、県・国(消

防庁)へその一報を報告するものとし、以後、即報様式に定める事項について、判明したもののうちから逐次報

告する。 

なお、直接即報基準に該当する火災・災害等が発生した場合には、第 1報を県に加え、消防庁に対しても報

告をする。この場合において、消防庁長官から要請があった場合については、第 1報後の報告を引き続き消防

庁に対しても行う。消防庁へ直接即報する基準は資料-65のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本部が設置されない場合も上図に準じる。 

※点線は、連絡調整をする関係機関である。 

※町が、通信途絶等により被害状況等を県に報告できない場合は、内閣総理大臣（消防庁）に直

接報告すること。（基本法第 53条第１項） 

 

内閣総理大臣 

（消防庁） 

県本部室 

県危機管理防災課 

報告 

陸上自衛隊 

県警察本部警備課 

防災関係機関 

八代警察署 

県防災会議 

中央防災会議 

県本部各部幹事班 

（県各部主管課） 

県本部各部関係班 

（県各部主務課） 

県地方本部 

八代地域振興局各部防災主管課 

その他県地方機関 

県地方本部 

八代地域振興局 

（総務）振興課 

氷川町 

通報 
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２．被害状況報告系統図 

被害状況報告は、災害応急対策及び災害復旧の基礎となり、正確な調査により報告を要するものであるが、

状況に応じて概況、中間、確定報告と段階的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本部が設置されない場合も上図に準じる。 

 

内 閣 総 理 大 臣                   

（ 消 防 庁 ）                   

県本部室 

（危機管理防災課） 

県本部各部幹事班 

( 県 各 部 主管 課 )                   

県本部各部関係班 

( 県 各 部 主務 課 )                   

県地方本部 

（八代地域振興局） 

県地方本部 
八代地域振興局各部 
その他県地方機関 

氷川町本部 

熊本県防災情報

共有システム 
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３．被害種別の報告先（県の関係部局） 

 

資料編 第３部 災害応急対策 



 

96 

 

 

資料編 第３部 災害応急対策 



 

97 

 

 

資料編 第３部 災害応急対策 



 

98 

 

（18） 公立学校施設関係被害報告（文部省監理局長通知「公立学校施設災害復旧事業費国庫負担事

業の事務手続き等について」） 

 

 

 

 

 

 

（19） 私立学校関係被害報告（文部省監理局長通知「私立学校の被害状況報告について」） 

 

 

 

 

 

 

 

（20） 県（地方機関を含む）、市町村の教育関係公共施設（庁舎、社会教育施設、社会体育施設、 

文化財等）に係る被害報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（21） その他の被害報告 
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各部局筆頭課 市町村又は関係機関 

 

各部局担当課 
危機管理 

防災課 

市町村立学校 県教育事務所 
教育庁 

（施設課） 

危機管理 

防災課 
市町村教育委員会 

熊本市、山鹿市 

県の公共施設 

 

市町村公共施設 市町村教育委員会 教育事務所 

教育庁 

（主管課） 

教育庁 

（教育政策課） 

 

危機管理 

防災課 

県立学校 教育庁（施設課） 

 

危機管理防災課 

 

総務部総務私学局 

私学振興課 
危機管理防災課 

 

県所轄学校法人 
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資料- 67 災害優先電話 

【災害時優先電話とは】NTT西日本熊本支店資料抜粋 

 

【優先電話一覧 】 
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資料- 68 記者発表の項目例 

災害対策本部は、必要に応じ報道機関に対して町民を保護するための情報や被害状況等について発表する。記

者発表の項目例を以下に示す。 

 

○災害の種別 

○人的被害状況 

○家屋等被害状況 

○火災状況・消火活動の状況 

○救出活動の状況 

○医療・福祉施設の被害、対応状況 

○避難指示等の発令状況 

○避難所の収容状況 

○交通施設の被害、対応状況（道路、鉄道、バス、港湾） 

○ライフライン施設の被害、対応状況（電気、水道、ガス、固定電話、携帯電話） 

○二次災害等その他の情報 

○災害対策本部の設置又は廃止 

 

 

資料- 69 広報すべき情報項目 

１．緊急情報 

情報種別 情報内容 

(１) 緊急情報 

① 地震・津波情報（観測情報と今後の見通し） 
② 災害の発生状況と応急対策の状況 
③ 二次災害に関する情報 
（火災、土砂災害、倒壊建物、浸水等の危険性） 

④ 避難指示等の情報 
⑤ 町民の安否情報 
⑥ 救急医療情報（応急救護所、医療機関の開設状況） 
⑦ 緊急道路・交通規制情報 
⑧ 町民や事業所のとるべき措置 
（電話、交通機関等の利用制約、ガスの安全使用等） 

 

２．避難後の情報 

情報種別 情報内容 

(１) 生活情報 

① ライフライン情報 
（電気・水道・ガス・電話等の被害状況と復旧見込み情報） 

② 食料・物資等供給情報 
③ 生活情報（風呂、店舗等開業状況） 
④ 鉄道・バス等交通機関の運行、復旧見込み情報 
⑤ 道路情報 
⑥ 医療機関の活動情報等 

(２) 復旧情報 
① ライフライン（電気・ガス・水道）の復旧情報 
② 交通機関復旧情報等 

(３) 避難所情報、復興情報 

① 住宅情報（応急仮設住宅、空家あっせん等） 
② 各種相談窓口の開設情報等 
③ り災証明書の発行情報 
④ 税・手数料等の減免措置の状況 
⑤ 災害援護金等の融資情報等 
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資料- 70 氷川町の有する広報の手段 

１．記者発表 

  投げ込み様式（FAX様式等）を添付する。 

 

２．氷川町ホームページからの発表 

  入力方法を添付する。 

 

３．メールマガジン 

  登録者への配信の意味では効果的なツールである。 

 

４．ＳＮＳ 

  町長の日記など、町民に身近な目線で情報発信を行えるのと同時に、緊急時においても認知度が高ければ、

町長の声がユーザに届きやすいため、効果的なツールとして活用することが期待できる。 
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資料- 71 法律等に基づく応援協力の要請系統 

 

法律等に基づく応援協力の要請系統は次の図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全般的な相互応援協力要請（協定） 

応急措置、災害応急対策の応援要求、指示 

職員の派遣要請、派遣のあっせん要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

※県（知事）に職員のあっせんを要求する対象 

災対法第 30条第１項 

：指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関 

災対法第 30条第２項 

：他の地方公共団体、特定地方公共機関 
 
（災対法：災害対策基本法） 
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氷川町 熊本県 

他市町村 

指定地方行政機関 

指定公共機関 

指定行政機関 

指定地方行政機関 

指定公共機関 

災対法第 29条第 2項 

（派遣要請） 

災対法第 29条第 1項 

（派遣要請） 

災対法第 68条（応援要求） 

地方自治法第 252条の 17第 1項（職員の派遣要求） 

地方自治法第 252条の 17第 1項 

（職員の派遣要求） 

災対法第 30条第 1項、第 2項（職員派遣のあっせん要求） 

災対法第 72条第 1項（応急措置の実施の指示） 

第 2項（災害応急対策の実施要求） 

災対法第 67条（応援要求） 

協定 

災対法第 72条 

第 1項 

（応急措置の応援の指示） 

第 2項 

（災害応急対策の応援要求） 
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資料- 72 応援協力要請に必要な事項 

（旧計画本文より抜粋；1/2） 

１．関係機関との相互連絡 

（１）県との関係（要請） 

町は、災害応急対策または災害復旧のために必要があると認める場合は、県に対し、指定地方

行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関の職員の派遣につい

て斡旋を求め、災害対策に万全を期するものとする。 

なお、当該要請または斡旋にあたっては、次の事項を明示するものとする。 

①派遣を要請する（斡旋を求める）理由、②職員の職種別人員 

③派遣を必要とする期間、④派遣される職員の給与その他の勤務条件 

⑤その他職員の派遣について必要な事項、⑥県への応援要請事項 

備考 

 

町長は、必要に応じて知事に対し、災害対策基本法第 68条の規定に基づく応援を求め、又は地

方自治体法第 252条の 17の規定に基づく職員の派遣を申請し、以下を明記するものとする。 

要請に必要な事項 備考 

ｱ) 災害の状況 

ｲ) 応援(応急処置の実施)を要請する理由 

ｳ) 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品目及び数量 

ｴ) 応援(応急措置の実施)を必要とする場所 

ｵ) 応援を必要とする活動内容（必要とする応急処置） 

ｶ) その他必要な事項 

災害対策基本法第 68条 

地方自治体法第 252条の 17 

※緊急を要するときは、電話による派遣要請を行い、後に文書により手続きを行う。 

 

（２）国との関係（要請） 

町長は、必要に応じて指定地方行政機関の長に対し、災害対策基本法第 29条第 2項の規定に基

づく職員の派遣を要請する。また、県知事に対し、指定地方行政機関職員の派遣について、災害

対策基本法第 30条第１項の規定に基づく斡旋を求める。 

また､町長は､必要に応じ､町長への助言や関係機関等との連携を行う「災害マネジメント総括支

援員」の派遣について、県を通じて総務省に、又は対口支援団体（カウンターパート）に要請す

るものとする。 

 

（３）防災会議構成機関 

大規模災害発生時には、単一の防災関係機関のみでは応急対策活動に支障をきたす恐れがある

ことから、各機関は平常時から関係機関と十分に協議して、応援協力体制を確立するとともに、

災害時には適切な応援協力を図る。 

 

２．自衛隊の派遣要請 

別途自衛隊災害派遣要請計画を参照 

 

３．「熊本県市町村災害時相互応援に関する協定」に基づく応援要請 

町単独では十分な応急の復旧対策ができない場合に、熊本県市町村災害時相互応援に関する協

定（平成 15年 7月 23日締結）に基づき、応援を行うものとする。 
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なお、町は、町の区域を越える住民の広域的な避難の想定など、協定内容の充実・強化に取り

組むものとする。以下の応援を行うものとする。 

① 食料、飲料水及び生活必需物資ならびにその供給に必要な資機材の提供 

② 被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等の活動に必要な資機材及び物資の提

供 

③ 救援、救助活動等の応急復旧活動に必要な車両、舟艇等の提供 

④ 救援・救助、医療、防疫、清掃その他応急復旧活動に必要な職員の派遣 

⑤ その他、特に被災市町村から要請のあった事項 

 

４．消防関係相互の応援要請等 

（１）熊本県市町村消防相互応援 

各消防機関は、災害が発生した場合、必要があると認めるときは他の消防機関に対して応援要

請を行うものとする。応援の要請は、「熊本県市町村消防相互応援協定」および「救急救助活動に

関する消防相互応援協定」に基づき行うものとする。 

 

（２）緊急消防援助隊 

大規模災害等による災害の発生に際し、迅速な人命救助活動等を行うためには高度な資機材を

保有し、訓練を積んだ救助隊の応援体制が必要となる。 

このため、全国の消防機関が協力して、専任の救助隊をあらかじめ消防庁に登録し、大規模災

害発生時の出動体制を整備している。 

大規模災害発生時において、町は必要に応じて県に対して、緊急消防援助隊の出動を要請し、

救助、救急、消火活動等について応援を求めるものとする。 

 

５．警察における広域応援要請 

大規模災害発生時において、警察は必要に応じて、全国の都道府県警察に対して警察災害派遣

隊の出動を要請し、被害情報、交通情報の収集、救出救助、緊急交通路の確保等の活動について

応援を求めるものとする。 

 

６．災害派遣職員の手当及び給与 

（１）災害派遣手当 

（２）派遣職員に対する給与及び経費の負担 

災害派遣手当は、災害対策基本法の第 32条第 1項の規定により支給する。 

 国からの派遣職員には災害対策基本法施行令(昭和 37年政令第 288条)第 18 条の規定、県から

の派遣職員には地方自治法第 252条の 17第 2項の規定によるものとする。 

 

７．応援の受け入れに関する措置 

これらの定めるところにより、各防災関係機関が他の機関に対して応援の要請を行う場合には、

応援活動の拠点となる施設の提供、応援に係る人員の宿泊場所の斡旋等、応援の受入体制の整備

に努めるものとする。 
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資料- 73 自衛隊派遣要請の系統図 

自衛隊は災害対策基本法第 68 条の 2 に基づき、次の場合に部隊等を派遣する。 

（自衛隊法第 83条第 1項） 

 

１.県知事等から要請があり事態やむを得ないと認める場合における要請に基づく部隊等の派遣（基

本法第 68条の 2 第 1 項） 

２.通信の途絶等により知事に対して自衛隊の災害派遣要請の要求が行えない場合、町長等からの通

知を受け、特に緊急を要し、県知事等からの要請を待ついとまがないと認められる場合におけ

る自主的判断に基づく部隊等の派遣（基本法第 68条の 2 第 2項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

要請先 

陸上自衛隊西部方面特科連隊 第１大隊 

〒594-0023 熊本市北区八景水谷 2町目 17番 1号第 

ＴＥＬ: 096-343-3141 （内線 3443,3445,3447,3448） 

 

町  長 県 知 事 自 衛 隊 

（知事に要求できない場合） 

派遣要請要求 派遣要請 
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資料- 74 自衛隊の災害派遣活動範囲 

活動範囲 主な活動内容 

被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段による情報収集活動 

被災者・避難者の援助 避難者の誘導、輸送等 

被災者・遭難者等の捜索救助 行方不明者、負傷者等の捜索救助（通常他の救援作業等に優先して実施） 

水防活動 堤防、護岸等の決壊に対し、土のう作成、運搬、積み込み等 

消火・消防活動 

林野火災に対しての航空機による消火 

利用可能な消防車等その他防火用具（必要な場合は航空機等）による消防機関

への協力（消火剤等は、通常関係機関が提供） 

道路又は水路の啓開 
道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合の啓開除去 

応急の土木工事、土砂崩れに対する工事等 

医療・防疫 

（応急医療救護・感染症対策） 

被災者に対する応急医療、救護及び感染症対策、除染車等による防疫 

（薬剤等は、通常派遣要請者が提供） 

通信支援 災害派遣部隊の通信連絡に支障をきたさない限度で実施 

人員及び物資の緊急輸送 
救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送（航空機

による輸送は特に緊急を要する場合に限る。） 

炊飯及び給水 炊飯及び給水の支援（給水車、水タンク車、水トレーラー車、炊事車） 

救援物資の無償貸付又は譲与 
「防衛省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」に基づき、

被災者に対し生活必需品等の無償貸与又は救助品の譲与 

危険物の保安及び除去 能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去 

宿泊活動 

入浴活動 

天幕(テント)を使用した宿泊施設の設置 

公園及びグラウンド等の屋街における、応急風呂の開設 

その他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所要の

処置をとることとする。 
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資料- 75 自衛隊災害派遣要請計画 

 天災地変その他の災害に対し、人命または財産の保護のため、災害対策基本法第 68条の 2の規

定に基づく自衛隊の災害派遣の要請に関する必要な事項を定め、もって自衛隊の効率的な災害派

遣を期する。 

 

１．要請する災害 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人命、身体または財産保護のため、必要な応

急措置の実施が町だけでは不可能、もしくは困難であり、自衛隊の活動が必要であると認められるときに要請す

る。 

 

２．要請の手続き 

自衛隊の災害派遣を要請する場合は、次の事項を記載した文書、又は口頭に寄り、八代地域振興局長を経由し、

知事に申し出る。ただし、緊急を要する場合は、直接県知事公室長（危機管理防災課）に電話等により迅速な手

段で行い、その後速やかに要請書を提出する。以下を明確にすること。 

 

(1)災害の状況  被災(被災予想)地域／被災(被災予想)状況／被害(被害予想)状況(人命、財産等)／今後の見通し 

(2)要請する理由  町の措置状況 ／ 自衛隊派遣を必要とする理由 

(3)派遣を必要とする期間 

(4)派遣を希望する区域及び活動内容 

(5)その他参考となる事項（連絡方法、連絡責任者及び部隊の集結地等） 

 

３．自衛隊の活動範囲 

派遣された部隊は、主として人命、身体および財産の保護のため、防災関係機関と緊密に連絡、協力して活動

を行う。活動範囲は、資料-74に記載する。 

 

４．連絡担当者 

(1)町長は派部隊の派遣について通知を受けた時は、関係職員の中から連絡担当者を指名して現地に派遣する。 

(2)連絡担当者は、部隊の受入れ及び作業について現地における町の責任者として、県、部隊及び町との連絡にあ

たる。 

 

５．派遣要請後の措置 

町長は部隊の派遣を受けた時は、次の対応により部隊の作業を援助し、災害派遣要請の目的を達するよう努め

る。 

(1)部隊と応急措置に従事する消防団、その他地元住民との連絡協調に努める。 

(2)自衛隊の宿泊施設及び車両等の保管場所の準備をする。 

(3)応援を求める内容、所要人員及び資機材等の確保について計画を立て、部隊到着後は速やかに作業が開始でき

るようあらかじめ準備しておく。 

(4)部隊が到着した場合は、部隊を目的地に誘導するとともに部隊指揮官と協議して作業が他の機関の活動と競合

重複せず、最も効果的に作業が分担できるよう配慮する。 

 

６．派遣部隊の撤収要請 

町長は、派遣目的を達した場合、又はその必要がなくなった場合は、速やかに派遣要請の要領に準じて撤収要請

（撤収時期及び理由）を行う。 

 

７．派遣に要する経費の負担 

部隊の活動に要した経費のうち、次に掲げるものは町の負担とする。 

(1)部隊の連絡の為に宿泊施設に設置した電話の施設費及び当該電話による通話料金等 

(2)部隊が宿泊の為に要した宿泊施設の電気料金及び水道料金 

(3)宿泊施設の汚物の処理料金 

(4)活動のため現地で調達した資材等の費用 

(5)その他必要な事項については協議にて定める。 
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資料- 76 応急公用負担について 

応急公用負担は災害対策基本法第 59条、第 64条第 1項・第 2項、第 71条第 1項、第 78条、

第 82条、災害救助法第 5条第 1項・第 3項、第 9条第 1項・第 2項、消防法第 29条第 1項・第

2項・第 3項、水防法第 28条に基づき行う。 

 

(1)各種法令に基づく処分権者、処分の条件、範囲、補償等 

 

 ■ 知事・関係機関等 

処分権者 条件 範囲 補償等 根拠条項 

指定行政機関の

長 

 

指定地方行政機

関の長 

救助を行うため特

に必要があると認

めるとき 

救助に必要な物資の生産、集

荷、販売、配給、保管若しくは

輸送を業とする者に対して、そ

の取り扱う物資の保管を命じ、

又は救助に必要な物資を収用

することができる。 
 

その処分に

より通常生

ずべき損失

を補償しな

ければなら

ない。
 

【災害救助法】 

第５条 第 1項 

      第 3項 

災害が発生した場

合において、災害

対策基本法第50条

第 1 項第 4 号から

第 9 号までに掲げ

る事項について応

急措置を実施する

ため特に必要があ

ると認めるとき 

当該応急措置の実施に必要な

物資の生産、集荷、販売、配給、

保管若しくは輸送を業とする

者に対し、その取り扱う物資の

保管を命じ、又は当該応急措置

の実施に必要な物資を収用す

ることができる。 
 

【災害対策基本法】 

第 78条 

第 82条 

知事 

救助を行うため特

に必要があると認

めるとき内閣総理

大臣の指示を実施

するため、必要が

あると認めるとき 

病院、診療所、旅館その他政令

で定める施設を管理し、土地、

家屋若しくは物資を使用し、物

資の生産、集荷、販売、配給、

保管若しくは輸送を業とする

者に対して、その取り扱う物資

の保管を命じ、又は物資を収用

することができる。 
 

その処分に

より通常生

ずべき損失

を補償しな

ければなら

ない。 

【災害救助法】 

第９条 第 1項 

      第 2項 

当該都道府県の地

域に係る災害が発

生した場合におい

て、災害対策基本

法第 50条第 1項第

4 号から第 9 号ま

でに掲げる事項に

ついて応急措置を

実施するため特に

必要があると認め

るとき 

施設、土地、家屋若しくは物資

を管理し、使用し、若しくは収

用することができる。 
 

当該処分に

より通常生

ずべき損失

を補償しな

ければなら

ない。 

【災害対策基本法】 

第 71条 第 1項 

第 82条 
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 ■ 市町村長等 

処分権者 条件 範囲 補償等 根拠条項 

市町村長 

（警察署長） 

（管区海上保安

部の事務所の

長） 

災害が発生するお

それがあるとき 

災害が発生した場合において

その災害を拡大させるおそれ

があると認められる設備又は

物件の占有者、所有者又は管理

者に対し、災害の拡大を防止す

るため必要な限度において、当

該設備又は物件の除去、保安そ

の他必要な措置をとることを

指示することができる。 

 【災害対策基本法】 

第 59条 

 

市町村長 

（警察官） 

（自衛官） 

（海上保安官） 

当該市町村の地域

に係る災害が発生

し、又はまさに発

生しようとしてい

る場合において、

応急措置を実施す

るため緊急の必要

があると認めると

き
 

当該市町村の区域内の他人の

土地、建物その他の工作物を一

時使用し、又は土石、竹木その

他の物件を使用し、若しくは収

用することができる。 
 

当該処分に

より通常生

ずベき損失

を補償する。 

【災害対策基本法】 

第 64条 第 1項 

第 82条 

市町村長 

（警察官） 

（自衛官） 

（海上保安官） 

当該市町村の地域

に係る災害が発生

し、又はまさに発

生しようとしてい

る場合において、

応急措置を実施す

るため緊急の必要

があると認めると

き 

現場の災害を受けた工作物又

は物件で当該応急措置の実施

の支障となるもの（「工作物

等」）の除去その他必要な措置

をとることができる。 

 【災害対策基本法】 

第 64条 第 2項 

 

消防吏員 

消防団員 

消火若しくは延焼

の防止又は人命の

救助のために必要

があるとき 
 

火災が発生せんとし、又は発生

した消防対象物及びこれらの

ものの在る土地を使用し、処分

し又はその使用を制限するこ

とができる。 

 【消防法】 

第 29条 第 1項 

消防長 

消防署長 

（消防団長） 

火勢、気象の状況

その他周囲の事情

から合理的に判断

して延焼防止のた

めやむを得ないと

認めるとき 

延焼の虞がある消防対象物及

びこれらのものの在る土地を

使用し、処分し又はその使用を

制限することができる。 

 【消防法】 

第 29条 第 2項 

消火若しくは延焼

の防止又は人命の

救助のために緊急

の必要があるとき 

消防法第 29 条第 1 項及び第 2

項に規定する消防対象物及び

土地以外の消防対象物及び土

地を使用し、処分し又はその使

用を制限することができる。 
 

損害を受け

た者からそ

の損失の補

償の要求が

あるときは、

時価により、

その損失を

補償するも

のとする。
 

【消防法】 

第 29条 第 3項 

水防管理者 

水防団長 

消防機関の長 

水防のため緊急の

必要があるとき 
 

水防の現場において、必要な土

地を一時使用し、土石、竹木そ

の他の資材を使用し、若しくは

収用し、車両その他の運搬用機

器若しくは排水用機器を使用

し、又は工作物その他の障害物

を処分することができる。 

時価により

その損失を

補償しなけ

ればならな

い。 

【水防法】 

第 28条 
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(2)公用負担の変更及び取り消し 

  公用令書を交付した後、当該公用令書に関わる処分を変更し、又は取り消した時は公用変更

令書又は公用取消令書を交付しなければならない。 
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資料-2 いのちを守る 

 

資料- 77 高齢者等避難・避難指示の実施者及び内容 

災害から住民の生命、身体を保護するための高齢者等避難、避難指示等の実施責任者は次の通り。災害応急対策

の第一次責任者である町長を中心に相互に連携協調し、避難を迅速かつ安全に行うものとする。 

指示権者 

実施責任者 
区分  要件、指示等の内容 根拠法令等 

町長 

（本部長） 

高齢者等避難 

災害により人的被害の発生のおそれがあり、避難行動要

支援者等、特に避難行動（避難支援者は支援行動、その他

は避難準備）に時間を要する者が、避難行動を開始する必

要があると認められるとき、高齢者等避難の情報を提供 

基本法 

 第 56条第 2項 

 

避難指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

住民の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大

を防止するため特に必要があると認めるとき、または、危

険の切迫度及び避難の状況等により、急を要すると認める

ときは避難のための立退きを指示することができる 

災対法 

 第 60条第 1項 

緊急安全確保 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に

おいて、避難のための立退きを行うことによりかえつて人

の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に

照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と

認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、

近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部か

ら離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するため

の措置（以下「緊急安全確保措置」という。）を指示するこ

とができる。 

災対法 

 第 60条第 3項 

警察官 避難指示 

町長が避難のための立退きを指示することができないと

認めるとき、又は町長から要求があったときは、避難のた

めの立退きを指示することができる 

災対法 

 第 61条第 1項 

人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大

な損害を及ぼすおそれがあり、指示が急を要するとき。 

警察官職務執行法 

第４条第 1項 

海上保安官 避難指示 

町長が避難のための立退きを指示することができないと

認めるとき、又は町長から要求があったときは、避難のた

めの立退きを指示することができる 

災対法 

 第 61条第 1項 

知事、その命を

受けた職員又

は水防管理者 

避難指示 

洪水、津波又は高潮のはん濫により著しい危険が切迫し

ていると認められるとき、立退くべきことを指示すること

ができる 

水防法 

 第 29条 

知事又はその

命を受けた吏

員 

避難指示 
地すべりにより著しい危険が切迫していると認められる

とき、立退くべきことを指示することができる 

地すべり等防止法 

第 25条 

自衛官 避難指示 

災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害の状況に

より特に急を要する場合で、警察官がその現場にいない場

合に限り、警察官職務執行法を準用 

自衛隊法 

 第 94条 
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※「高齢者等避難」 

災対法第 56条第 2項を根拠として、市町村長は、避難に時間を要する高齢者等の要配慮者が安全

に避難できるタイミング等の早めの避難を促すための情報を提供するなど、要配慮者が円滑かつ

迅速に避難できるよう配慮することとし、この規定に基づき、市町村長は警戒レベル３「高齢者

等避難」を発令し、避難に時間を要する高齢者等の避難を促すこととなる。 

※「避難指示」 

災対法第 60条第 1項を根拠として、市町村長は、災害が発生し、または発生するおそれがある場

合において必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して、立退き避難を指示することがで

きる。この規定に基づき、市町村長は警戒レベル４「避難指示」を発令し、危険な場所にいる居

住者等に対して立退き避難をもとめることとなる。 

 

※「避難指示」 

災対法第 60条第 1項を根拠として、市町村長は、災害が発生し、または発生するおそれがある場

合において必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して、立退き避難を指示することがで

きる。この規定に基づき、市町村長は警戒レベル４「避難指示」を発令し危険な場所にいる居住

者等に対して立退き避難をもとめることとなる。 

災対法第 60条第 3項を根拠規定として、市町村長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとし

ている場合（即ち、「切迫」している状況）において、指定緊急避難場所等への立退き避難をする

ことがかえって危険なおそれがある場合等において、必要と認める地域の必要と認める居住者等

に対して、緊急安全確保を指示することができる。この規定に基づき、市町村長は警戒レベル５

「緊急安全確保」を発令し、いまだ危険な場所にいる居住者等に対して緊急安全確保を求めるこ

ととなる。 
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資料- 78 住民への伝達方法（高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保の基準・伝達経路） 

(1/3) 

避難指示(緊急)等の伝達は最も迅速かつ的確に住民に周知できる方法により実施する。 

災害により危険が急迫した場合に、一般住民の避難準備と避難行動要支援者等の避難開始を促すため「高齢者等

避難」を伝達する。その後、人命保護・災害拡大防止処置上必要があるときは、危険地域の居住者に対して「避

難指示」または「緊急安全確保」を出す。電話回線の不通、停電等を想定したうえで、防災行政無線の非常用電

源の点検整備、戸別受信機の電池交換等を行い、災害時に機能を果たすように維持管理しておくものとする。伝

達に際しては、警戒レベルを明確にすることにより、住民の積極的な避難行動を喚起する。 

（1）避難情報等と居住者等がとるべき行動 

避難情報等  居住者等がとるべき行動等  

【警戒レベル５】  

緊急安全確保  

（市町村長が発令）  

●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情報ではない）  

 

【警戒レベル４】  

避難指示  

（市町村長が発令）  

●発令される状況：災害のおそれ高い  

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から全員避難  

・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。  

【警戒レベル３】  

高齢者等避難  

（市町村長が発令）  

●発令される状況：災害のおそれあり  

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避難  

・高齢者等※は危険な場所から避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。  

※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある人等、

及びその人の避難を支援する者  

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始め

たり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況

に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難する

ことが望ましい。  

【警戒レベル２】  

大雨・洪水・高潮注意

報  

（気象庁が発表）  

●発表される状況：気象状況悪化  

●居住者等がとるべき行動：自らの避難行動を確認  

・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、指定緊急避難場所や避難経路、避

難のタイミング等を再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認・注意するなど、

避難に備え自らの避難行動を確認。  

【警戒レベル１】  

早期注意情報  

（気象庁が発表）  

●発表される状況：今後気象状況悪化のおそれ  

●居住者等がとるべき行動：災害への心構えを高める  

・防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構えを高める。  

 

（２）災害別の避難情報発令基準 

(１)【警戒レベル３】高齢者等避難（水位周知河川） 

【警戒レベル３】高齢者等避難の発令基準  

１～４のいずれかに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令することが考えられる。  

１：A川のB水位観測所の水位が避難判断水位（レベル３水位）である〇〇mに到達した場合  

２：A川のB水位観測所の水位が一定の水位（〇〇ｍ）を超えた状態で、次の①～③のいずれかにより、急激な水位上

昇のおそれがある場合  

①B地点上流の水位観測所の水位が急激に上昇している場合  

②A川の洪水警報の危険度分布で「警戒（赤）」が出現した場合（流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する

場合）  

③B地点上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合（実況雨量や予測雨量において、累加雨量が〇〇mm以上、又は時

間雨量が〇〇mm以上となる場合）  

３：堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合  

４：警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に接近・

通過することが予想される場合（夕刻時点で発令）  
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※水位が設定されていない場合、１、２の代わりとして、洪水警報の発表に加え、さらに上記の①～③を参考に目安

とする基準を設定し、発令することが考えられる  

※発令基準例２については、河川の状況に応じて①～③のうち、適切な方法を一つ又は複数選択すること  

 

(２)【警戒レベル 4】避難指示（水位周知河川） 

【警戒レベル４】避難指示の発令基準の設定  

１～６のいずれかに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令することが考えられる。  

１： A川のB水位観測所の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（レベル４水位）である〇〇mに到達した場合（又

は当該市町村・区域の個別に定める危険水位に相当する〇〇ｍに到達したと確認された場合）  

２：A川のB水位観測所の水位が一定の水位（〇〇ｍ）を超えた状態で、次の①～③のいずれかにより、急激な水位上

昇のおそれがある場合  

①B地点上流の水位観測所の水位が急激に上昇している場合  

②A川の洪水警報の危険度分布で「非常に危険（うす紫）」が出現した場合（流域雨量指数の予測値が洪水警報基準

を大きく超過する場合）  

③B地点上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合（実況雨量や予測雨量において、累加雨量が〇〇mm以上、又は時

間雨量が〇〇mm以上となる場合）  

３：堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合  

４：氷川ダムの管理者から、異常洪水時防災操作開始予定の通知があった場合  

５：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に接近・通過

することが予想される場合（夕刻時点で発令）  

６：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き避難が困難となる暴風を伴い

接近・通過することが予想される場合（立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速や

かに発令）  

 

※夜間・未明であっても、発令基準例１～４に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４避難指示を発令する。  

※発令基準例２については、河川の状況に応じて①～③のうち、適切な方法を一つ又は複数選択すること  

※発令基準例５については、対象とする地域状況を勘案し、基準とするか判断すること  

 

(３)【警戒レベル５】緊急安全確保（水位周知河川） 

【警戒レベル５】緊急安全確保の発令基準の設定  

「立退き避難」を中心とした行動から「緊急安全確保」を中心とした行動変容を特に促したい場合に発令することが考

えられ、例えば以下の１～４のいずれかに該当する場合が考えられる。ただし、以下のいずれかに該当した場合に必ず

発令しなければならないわけではなく、また、これら以外の場合においても居住者等に行動変容を求めるために発令す

ることは考えられる。  

  

（災害が切迫）  

１：Ａ川のＢ水位観測所の水位が、氾濫開始相当水位である〇〇mに到達した場合  

（計算上、個別に定める危険箇所における水位が堤防天端高（又は背後地盤高）に到達している蓋然性が高い場

合）  

２：堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高まった場合  

３：樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合や排水機場の運転を停止せざるをえない場合（支川合流部の氾

濫のため発令対象区域を限定する）  

（災害発生を確認）  

４：堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合（水防団等からの報告により把握できた場合）  

 

※発令基準例１～３を理由に警戒レベル５緊急安全確保を発令済みの場合、発令基準例４の災害発生を確認しても、

同一の居住者等に対し警戒レベル５緊急安全確保を再度発令しない。具体的な災害の発生状況や考えられる被害、

とり得る行動等を可能な限り居住者等に伝達することに注力すること。  

 

３ 土砂災害の発令基準 

(１)【警戒レベル 3】高齢者等避難（土砂災害） 
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【警戒レベル３】高齢者等避難の発令基準の設定  

１～３のいずれかに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令することが考えられる。  

１：大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）が発表され、かつ、土砂災害の危険度分布が「警戒

（赤）」（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）となった場合  

（※大雨警報（土砂災害）は市町村単位を基本として発表されるが、警戒レベル３高齢者等避難の発令対象区域

は適切に絞り込むこと）  

２：数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想定される場合  

３：警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に接近・

通過することが予想される場合（大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂

災害）（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合など）（夕刻時

点で発令）  

 

注1 上記１～３以外についても、雨量と土砂災害発生との関係に関する知見等に基づき設定が可能な場合は、市町村

内の雨量観測地点や土砂災害警戒区域等で既に累加雨量が一定量を超え、その時点以降に降雨の継続が予想され

る場合も、発令基準として設定してもよい。  

注2 土砂災害の危険度分布は最大2～3時間先までの予測である。このため、上記の判断基準例１において、高齢者等

の避難行動の完了までにより多くの猶予時間が必要な場合には、土砂災害の危険度分布の格子判定が出現する前

に、大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）の発表に基づき警戒レベル３高齢者等避難の発

令を検討してもよい。  

 

 

(２)【警戒レベル４】避難指示（土砂災害） 

【警戒レベル４】避難指示の発令基準の設定  

１～５のいずれかに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令することが考えられる。  

１：土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）が発表された場合  

（※土砂災害警戒情報は市町村単位を基本として発表されるが、警戒レベル４ 避難指示の発令対象区域は適切

に絞り込むこと）  

２：土砂災害の危険度分布で「非常に危険（うす紫）」（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）となった場合  

３：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に接近・通過

することが予想される場合（夕刻時点で発令）  

４：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き避難が困難となる暴風を伴い

接近・通過することが予想される場合（立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速や

かに発令）  

５：土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発見された 

場合  

 

※夜間・未明であっても、発令基準例１～２又は５に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４避難指示を発令する。  

注 上記１～５以外についても、雨量と土砂災害発生との関係に関する知見等に基づき設定が可能な場合は、市町村内

の雨量観測地点や土砂災害警戒区域等で既に累加雨量が一定量を超え、その時点以降に降雨の継続が予想される

場合も、発令基準として設定してもよい。  

 

(３)【警戒レベル 5】緊急安全確保（土砂災害） 

【警戒レベル５】緊急安全確保の発令基準の設定  

「立退き避難」を中心とした行動から「緊急安全確保」を中心とした行動変容を特に促したい場合に発令することが

考えられ、例えば以下の１～２のいずれかに該当する場合が考えられる。ただし、以下のいずれかに該当した場合に

必ず発令しなければならないわけではなく、また、これら以外の場合においても居住者等に行動変容を求めるために

発令することは考えられる。  

  

 （災害が切迫） 

１： 大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報[土砂災害]）が発表された場合  

（※大雨特別警報（土砂災害）は市町村単位を基本として発表されるが、警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区

域は適切に絞り込むこと）  

 

（災害発生を確認）  

２：土砂災害の発生が確認された場合  

 

※発令基準例１を理由に警戒レベル５緊急安全確保を発令済みの場合、発令基準例２の災害発生を確認しても、同一の
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居住者等に対し警戒レベル５緊急安全確保を再度発令しない。具体的な災害の発生状況や考えられる被害、とり得る

行動等を可能な限り居住者等に伝達することに注力すること。  

 

４ 高潮の発令基準 

(１)【警戒レベル 3】高齢者等避難（高潮） 

【警戒レベル３】高齢者等避難の発令基準の設定  

１～４のいずれかに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令することが考えられる。  

１：高潮注意報の発表において警報に切り替える可能性が高い旨に言及された場合  

（数時間先に高潮警報が発表される状況の時に発表）  

２：高潮注意報が発表されている状況において、台風情報で、台風の暴風域が市町村にかかると予想されている、又

は台風が市町村に接近することが見込まれる場合  

３：警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過す

ることが予想される場合（夕刻時点で発令）  

４：「伊勢湾台風」級の台風が接近し、上陸24時間前に、特別警報発表の可能性がある旨、府県気象情報や気象庁の

記者会見等により周知された場合  

 

(２)【警戒レベル 4】避難指示（高潮） 

【警戒レベル４】避難指示の発令基準の設定  

１～２のいずれかに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令することが考えられる。  

１：高潮警報（警戒レベル４相当情報[高潮]）あるいは高潮特別警報（警戒レベル４相当情報[高潮]）が発表された

場合  

２：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過するこ

とが予想される場合（高潮注意報が発表され、当該注意報において、夜間～翌日早朝までに警報に切り替える可

能性が高い旨に言及される場合など）（夕刻時点で発令） 

  

注：高潮警報は潮位が警報基準に達すると予想される場合に暴風が吹き始めて屋外 への立退き避難が困難となるタイ

ミングも考慮して約3～6時間前に発表されるが、避難行動に要する時間により余裕を持たせる場合には、台風情

報や強風注意報等を判断材料に、警戒レベル４避難指示に先立ち警戒レベル３高齢者等避難を早めに発令するこ

とが考えられる。  

注：高潮が予想される状況下においては、台風等の接近に伴い風雨が強まり、立退き避難が困難になる場合が多い。

このため、台風等の暴風域に入る前に暴風警報又は暴風特別警報が発表された場合は、潮位の上昇が始まるより

前に暴風で避難できなくなるおそれがあることから、高齢者等のみならず立退き避難の対象区域の全ての居住者

等が避難行動をとる必要があることに留意し、暴風で避難できなくなる前に警戒レベル４避難指示の発令を検討

する。  

注：高潮特別警報の場合は、広範囲の居住者等の避難が必要で、より多くの時間が必要になることから、警戒レベル

４避難指示をより早めに判断・発令することが望ましい。このため、特別警報発表の可能性を言及する府県気象

情報や気象庁の記者会見等も特に注視すべきである。  

注：潮位に応じて、立退き避難が必要な地域、避難に必要なリードタイムが異なることから、予想最高潮位が高いほ

ど警戒レベル４避難指示の発令対象区域が広くなり、より速やかな発令が必要となることに留意が必要である。  

 

(３)【警戒レベル 5】緊急安全確保（高潮） 

【警戒レベル５】緊急安全確保の発令基準の設定 

「立退き避難」を中心とした行動から「緊急安全確保」を中心とした行動変容を特に促したい場合に発令することが

考えられ、例えば以下の１～６のいずれかに該当する場合が考えられる。ただし、以下のいずれかに該当した場合に

必ず発令しなければならないわけではなく、また、これら以外の場合においても居住者等に行動変容を求めるために

発令することは考えられる。  
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（災害が切迫）  

１：水門、陸閘等の異常が確認された場合  

２：潮位が「危険潮位※」を超え、浸水が発生したと推測される場合  

３：水位周知海岸において、高潮氾濫発生情報が発表された場合  

※危険潮位：その潮位を超えると、海岸堤防等を越えて浸水のおそれがあるものとして、各海岸による堤防等の高

さ、過去の高潮時の潮位等に留意して、市町村が避難情報の対象区域毎に設定する潮位  

 

（災害発生を確認）  

４：海岸堤防等が倒壊した場合  

５：異常な越波・越流が発生した場合  

６：水位周知海岸において、高潮氾濫が発生した場合  

 

※発令基準例１～３を理由に警戒レベル５緊急安全確保を発令済みの場合、発令基準例４～６の災害発生を確認して

も、同一の居住者等に対し警戒レベル５緊急安全確保を再度発令しない。具体的な災害の発生状況や考えられる被

害、とり得る行動等を可能な限り居住者等に伝達することに注力すること。  

 

５ 津波の発令基準 

【避難指示の発令基準の設定】  

１～２のいずれかに該当する場合に、避難指示を発令する。  

１：大津波警報、津波警報、津波注意報の発表  

（ただし、避難指示の発令対象区域が異なる。）  

２：停電、通信途絶等により、津波警報等を適時に受けることができない状況において、強い揺れを感じた場合、あ

るいは、揺れは弱くとも１分程度以上の長い揺れを感じた場合  

 

  

６ 避難指示等の情報伝達 

伝達内容 

(1) 発令権者（氷川町長） 

(2) 災害レベル・高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保の種別および理由 

(3) 危険地域 

(4) 指定緊急避難場所及び指定避難所、経路 

(5) 携行品、火気の始末、戸締まり、避難行動要支援者の早期避難等注意事項 

伝達方法 

(1) 予め定められた伝達系統組織(自主防災組織等)を通じ、又は防災行政無線若しくは全

国瞬時警報システム（J-ALERT）及び電話、口頭、携帯電話の緊急エリアメール等 

(2) サイレン・戸別受信機（防災行政無線）による信号 

(3) 広報車及び放送設備を装備する車輛 

(4) 防災共有システム（Lアラート） 

(5) 氷川町ホームページおよび SNS 

(6) ラジオ、テレビ等（必要に応じて） 

レベル３ 

高齢者等避 

伝達文（例文） 

・こちらは防災氷川町役場です。○○川が増水し氾濫するおそれがあるため、○○地区に

警戒レベル３「高齢者等避難」を発令しました。○○地区にいる高齢者や障害のある人

など避難に時間のかかる方やその支援者は、避難場所や安全な親戚・知人宅等に速やか

に避難してください。それ以外の方も、避難の準備を整えるとともに、必要に応じて自

主的に避難してください。雨が激しくなる前、暗くなる前に安全な場所へ避難を終えて

ください。町では○○を避難所として開設しています。 

レベル４ 

避難勧指示 

伝達文（例文） 

・こちらは防災氷川町役場です。ただ今、○○川が増水し、氾濫するおそれが高まったた

め、○○地区に警戒レベル４「避難指示」を発令しました。○○地区にいる方は、避難

場所や安全な親戚・知人宅等に今すぐ避難してください。避難場所等への立退き避難が

危険な場合には、自宅の近くの建物で少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、

身の安全を確保してください。現在○○を避難所として開設しています。 

雨が激しくなる前、暗くなる前に安全な場所へ避難を終えてください。 

レベル５ 

緊急安全確保 

伝達文（例文） 

・こちらは防災氷川町役場です。○○川が増水し堤防を越えて氾濫が発生または氾濫のお

それがありますので、○○地区に対し、警戒レベル５「緊急安全確保」を発令しました。

避難場所等への立退き避難が危険な場合には、自宅や近くの建物で少しでも浸水しにく

い高い場所に移動するなど命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してくだ

さい。 
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(3/3) 

４．避難指示等の伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料- 79 警戒区域の設定権者及び要件・内容 

災害発生時又は災害が発生しようとしている場合における警戒区域の設定権者及び基準は、次のとおりである。 

設定権者 災害の種類 要件  根拠  

 

町長 災害全般 

災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、

人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要が

あると認めるとき。 

災対法 

 第 63条第 1項 

知事 災害全般 
災害の発生により、町がその全部又は大部分の事務を行え

なくなった場合において、上記要件のとき。 

災対法 

 第 73条第 1項 

警察官 災害全般 

災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、

町長若しくはその委任を受けた職員が現場にいないとき、又

はこれらの者から要求があったとき。 

災対法 

 第 63条第 2項 

人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な

損害を及ぼすおそれのある天災等危険な事態がある場合で

特に急を要する場合 

警察官職務執行法 

第４条第 1項 

海上保安官 災害全般 

災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、

町長若しくはその委任を受けた職員が現場にいないとき、又

はこれらの者から要求があったとき。 

災対法 

 第 63条第 2項 

消防吏員又は消

防団員 
災害全般 災害の現場において、消防活動の確保を主目的に設定 

消防法 

 第 28条第 1項 

 第 36条第 8項 

 

水防団長、水防

団員又は消防機

関に属する者 

洪水、津波、

高潮 
水防上緊急の必要がある場所において設定 

水防法 

 第 21条第 1項 

自衛官 災害全般 

災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害が発生

し、又は発生しようとしている場合において、町長等、警

察官及び海上保安官がその現場にいない場合に限り設定 

災対法  

第 63条第 3項 

 

保育所 

社会福祉施設 

学校･社会教育施設 

観光施設 

住
民 

教育部 

生活基盤部 

広報車･防災行政無線 
エリアメール・緊急速報メール 本部事務局 

広報車 警察 

広報車 
消防署･消防団 消防部 

災
害
対
策
本
部
長 

救護環境部 
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資料- 80 学校長がとるべき安全対策の措置 

学校長は、学校の立地条件等も考慮した応急対応策により措置を講じる。また、常に気象状況等に

注意し、災害発生のおそれのある場合は、次の措置を講じる。 

１． 学校行事・教職員の出張等の中止 

２． 児童・生徒の安全確保・災害時の対応 

３． 教育委員会・警察・消防署及び保護者への確実な連絡 

４． 休日等時間外における、教職員の非常招集方法を定め教職員へ周知 

 

 

資料- 81 救出・救助活動の原則、要領 

１．救助・救急活動の原則 

救助・救急事案の内容から判断して町民の生命を守るための効果が大である事項を選択して実施す

る必要がある。 

(1) 火災現場における人命救助活動は最優先する。 

(2) 救命処置を必要とする負傷者及び要配慮者を優先し，その他の負傷者は出来る限り自主的な処

置を行わせるとともに，他の関係機関及び熊本県医師会、八代郡医師会等との連携のうえ実施

する。 

(3) 延焼火災及び救助・救急事案が同時に多発している場合は，延焼火災現場での人命救助活動を

優先する 

(4) 延焼火災が少なく，救助・救急事案が多発している場合の活動は，多数の要救助者が発生して

いる火災現場を優先する。 

(5) 救助，救急活動は救命効率の高い事案を優先する。 

 

２．救助・救急活動要領 

要領 方針 

救助活動要領 

情報収集の実施と分析を行い，救命が高いと判断したところから救助活動に当たる。 

救助活動では，二次災害の予防措置に徹底を図り実施する。 

救助活動にあっては，活動が長期にわたるため必要に応じて交替要員を配置する。 

消防隊，救急隊，消防団，自主防災組織等の協力のうえで救助活動を実施する。 

救急活動要領 

重傷者から順次搬送を実施する。 

救護所等の設置に伴い，負傷者の選別（トリアージ）及び負傷者の応急救護及び処置

を行ったのち搬送を実施する。 

傷病者を搬送する救急隊は，負傷者の氏名，発生場所等の必要な事項を記録する。 

病院及び救護所に職員を派遣し，医療機関との連携に努め負傷者の把握を行うものと

する。 

救護所の連絡体制を密にし，収容人員の確認，診療科目の確認等を実施するとともに，

転院の要請に対し対応する。 
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資料- 82 医療救護活動の内容 

（旧計画本文より抜粋） 

1.実施責任者 

 町長は、災害のため住民の医療が困難となった場合における被災地の住民に対する応急的な医療及

び助産を実施する。なお、災害救助法が適用された場合は、町は知事の補助機関としてこれを行う。 

2.実施機関 

町長が行う。町限りで困難なときは、隣接自治体、県、その他関係機関の応援を求めて実施する。 

3.救護体制の整備 

町長は、八代郡医師会の協力を得て救護班を編成しておく。 

4.医療助産の範囲 

(1)医療の範囲 

診療（傷病者の障害等の程度の判別）、薬剤・治療材料の支給、処置手術、その他治療及び施術 

病院または診療所への搬送 （後方医療施設への転送の要否、転送順位の決定）、看護 

(2)助産の範囲 

分娩の介助、分娩前、分娩後の処置、脱脂綿、ガーゼ、その他衛生材料の支給 

5.救護班及び医療班の編成等 

 (1)救護班 

  医師 1～2 人、薬剤師 1 人、看護師 2～3 人、事務職員 1 人、診療車を有するときは運転手 1 人を

もって編成する。班長は、医師のうち 1人をもって定める。 

団体名 構成機関名 所在地 電話番号 編成班数 

保健所 八代保健所 八代市西片町 1660 33-3111 1 

医師会 八代郡医師会 八代郡氷川町今 151-1 

八代北部地域医療センター内 

62-2212 5 

(2)医療班 

  医師 1人、補助員（看護師を含む）、若干名をもって編成する。 

6.実施方法 

(1)救護班及び医療班の派遣による方法 

災害現地で医療が必要のとき、地域防災計画に基づき現地に救護班又は医療班を派遣して行う。 

(2)医療機関による方法 

医療機関（医療施設）において医療を実施することが適当なときは、町長は医療機関または町長

が収容委託した病院（診療所）に移送して行う。 

(3)県からの応援等 

当該地域の機関によって十分な医療、助産、救助等の活動ができないと定めるときは、県にその

旨を連絡するなど他機関の応援を求めて実施する。 

 (4)災害救助法が適用された時の取り扱い 

  町長は、医療救助法の実施方法について県と協議の上行うものとする。 

7.災害救助法による実施 

 災害救助法が適用された時の基準は、「災害救助法施行細則」により実施する。 

8.災害救助法が適用されない災害における費用の負担 

 災害救助法が適用されない災害における費用は、次により町が負担する。 

 ただし、他の制度により費用の負担が定められているものについてはこの限りではない。 

 ・医療及び助産の費用については、災害救助法実施基準（費用の基準）に定めるところに準ずる。 

 ・救護班又は医療班として救護医療活動に従事した医師、その他の者がそのために死亡又は負傷し

疾病にかかり、又は障害者となった時の災害補償は、「熊本県消防補償等組合消防団員等公務災害補償

条例」の規定による。 
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資料- 83 救急医療全体システム図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害現場 

・傷病者の救出 

・応急処置 

・トリアージ 

１次搬送 

・搬送車両の確保 

・受入施設の判断 

救護所 

・トリアージ 

・応急処置 

（・保健対応） 

（・メンタルケア） 

避難所 

・避難者の救護 

  救護室、巡回救護 

（・保健対応） 

（・メンタルケア） 

町内拠点病院 

・医療機能の確保 

・収容スペースの確保 

・トリアージ 

・１次受入 

２次搬送 

・搬送車両の確保 

・ヘリコプターの確保 

・受入施設の判断 

後方医療機関 

・２次受入 

支援本部 

・機関間のコーディネ

ート 

・応援の派遣 

被災地 

救護班、医療班 
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資料- 84 消防計画 

（旧計画本文より抜粋；1/3） 

災害時における町民の生命、身体及び財産を保護するとともに、被害の拡大を防止し、持って社会秩序の保持と

公共の福祉増進を図るものとする。 

1.実施機関 

 町は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 7条に基づき、町内における消防を十分に果たすべき責任を有

するとともに、消防の管理は町長が行う。 

2.消防活動計画 

(1)町は消防施設、消防職員及び消防団員を活用して、住民の生命、身体及び財産を火災から保護すると共に、火

災または地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するため、市町村消防計画の基準に基づ

き消防計画を策定する。 

(2)町は、災害時における危険物等の保安について適切な処置を取るとともに、県危機管理防災課に状況を速やか

に報告する。 

(3)林野火災における空中消火 

町長は、大規模林野火災が発生し、また大規模となる恐れのある場合には、次の措置を行う。 

①  町長又は消防長は、知事に対してあらかじめ定められた要請基準に基づき、防災消防ヘリコプターに

よる空中消火活動、資機材、消火剤等の搬送の要請を行う。 

②  町長は、知事に対して、「自衛隊災害派遣要領」に基づき、ヘリコプターによる空中消火活動資機材、

消火剤等の搬送及び活動部隊の派遣を要求することができる。 

③  町長及び消防庁は、林業関係機関及び林業関係団体の協力を得て、あらかじめ定められたところによ

り、空中消火活動の地上支援を行う。 

3.消防広域応援計画 

町長は、「熊本県市町村消防相互応援協定」（昭和 46年 4月 1日締結）の円滑な実施を図るため、隣接市町村と

の連携を図り消防出動体制の確立を図るものとする。 

(1)応援要請は、次の事項を明示して行う。 

①災害の状況 

②応援車両の種類 

③必要人員 

④到着希望日時 

(2)応援消防隊の指揮は、その都度町長が特命する。 

(3)応援消防隊の指揮者は、特命指揮者のもとに防御活動に従事する。 

(4)応援部隊の費用の負担については、相互応援協定に基づき行う。 

4.緊急消防援助隊の要請等 

(1)緊急消防援助隊の出動要請 

町長は、災害の状況により当該の消防力だけでは十分な対応が図れないと判断した場合は、速やかに知事に対

して、緊急消防援助隊の出動要請を行う。 

(2)応援等調整本部 

町長は、緊急消防援助隊を要請した場合には、被災地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動を総合的に支

援するため、応援調整本部【災害対策本部相当】を県と協議し設置するものとする。 
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（旧計画本文より抜粋；2/3） 

5.消防組織 

消防組織法（昭和 22年法律第 226号）及び消防力の基準等による本町の消防組織、機構を定める。 

6.消防施設整備状況 

(1)消防機械器具 

 現在の配備数は次の通り 

分団名 部名 団員数 消防ポンプ車 積載車 小型動力ポンプ 

本部分団 第 1部 26 - 2 - 

第 1分団 第 1，2，3部 44 - 3 - 

第 2分団 第 1，2，3部 48 - 3 - 

第 3分団 第 1，2，3，4部 56 - 4 - 

第 4分団 第 1，2部 24 - 2 - 

第 5分団 第 1，2部 28 - 2 - 

第 6分団 第 1，2部 44 - 3 - 

第 7分団 第 1，2部 40 - 2 - 

第 8分団 第 1，2部 32 - 2 - 

第 9分団 第 1，2，3部 48 - 3 - 

第 10分団 第 1，2，3部 55 - 3 - 

第 11分団 第 1，2，3部 66 - 3 - 

第 12分団 第 1，2部 34 - 2 - 

第 13分団 第 1，2，3部 42 - 3 - 

第 14分団 第 1，2，3部 46 - 3 - 

計  633 0 40 - 

(2)消防水利計画 

 消防水利は、常時使用可能な状態に保安管理するとともに、水利不足の地域においては、計画的に増設を図る。

プール新設に際しては、消防用水利として有効に活用できるように増設を施す。また、用水路改修の際は、消防

用ビットを設ける等、消防用水利施設の強化を図る。 

7.消防活動計画 

(1)消防活動計画 

‘①火災警報の発令 

 ・町長は、火災気象通報が発せられた場合、又は気象の状態が火災の予防上危険であると認めるときは、火

災に関する警報を発する。 

 ・火災警報の発令及び解除の伝達は、消防団及び関係機関へ速やかに連絡すると共に、掲示板への掲示、防

災行政無線及び広報車による広報宣伝、サイレン等により、町全体に周知を図るものとする。 

(2)火災予防 

 ‘①異常気象時の消防対策 

  ・強風注意報、乾燥注意報等の発令により、火災予防上危険があると認める場合、又は火災が発生した場合

等、大火に発展し易い異常気象時には、消防本部と協力し、防災行政無線、広報車等により、一般住民の警

戒心の喚起に努め、警戒体制を強化するとともに、特別警戒体制を確立して万全を期すこととする 

‘②危険区域及び特殊建築物等の消防対策 

 ・火災が発生した場合、人命損傷の危険が予想され、且つ大火を誘発させる恐れのある地域、大規模な木造

建築物、中高層の特殊建築物などに対しては、地域及び対象物ごとに、消防活動計画を樹立し、火災防止、

人命救助等の研究、訓練を実施し、防御活動の万全を期す 

‘③危険防御対策 

 ・危険物火災 
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（旧計画本文より抜粋；3/3） 

危険物、準危険物等の火災防御に対しては、種類、状況等を速やかに把握し、その状況に対応した防御

活動により早期鎮圧を図る。消火方策の決定にあたっては、発災危険物の性状及び量的な面から検討を加

え現場指揮者が決定する。 

初期消火活動に必要な薬剤を備蓄するとともに、調達、輸送にあたっては、緊急車両による誘導、その

他隣接の消防機関、八代警察署等に協力を要請し、輸送の迅速化を図る。 

 ・爆発火災 

爆発により火災が発生し、又は爆発を伴う火災に対しては、人命救助など救助活動を主体とし、延焼防

止、爆発被害の減少を図る。爆発災害現場においては、防御活動の安全と確保を図るため、当該施設の保

安監督者などと協議し、応急危険防止策を確立し、防御隊員の安全確保を図る。 

高圧ガス、液化石油ガスなど貯蔵施設等の防御活動にあたっては、当該施設の保安技術関係者に関連設

備に対する安全措置を取らせた後、付近の施設又は対象物などへの延焼防止策を図る。 

 ‘④自衛消防隊 

・町内の各地区、民間の企業体は自主的に災害の予防、初期消火、消防隊への協力のため自衛消防隊を編成

するものとする。 

・自衛消防隊の活動は、消防本部及び消防団と緊密な連携を取るとともに、災害現場においては、消防団長

の所轄の下に行動し、住民の生命、財産、身体の救護及び災害の防御、鎮圧に協力する。 

(3)緊急避難体制 

 災害時における避難指示等は、災害対策基本法に基づき町長が発するが、緊急避難については常に第一線で防

災活動が従事し、危険の実態を把握できる立場にある消防団員が的確に行う。 

 ‘①勧告、指示（現避難情報でいう「避難指示」）の基準 

・火災が拡大する恐れがあるとき 

・爆発の恐れがあるとき 

・その他居住者の生命または身体を災害から保護するため必要と認められるとき 

‘②避難勧告（現避難情報でいう「避難指示」）（または立ち退きの指示を行った場合には、速やかにその旨を町

長、八代警察署長に通報する。 

(4)動員計画 

‘①招集計画 

・火災発生の場合の招集は、サイレンの吹鳴（消防法施行規則第 34条）及び電話によることとする。 

・消防団員は所属する消防機庫又は災害現場へ参集する。⇒人手が不足する。 

・災害発生の場合においては、通信施設の可能な場合、若しくは非常連絡を必要とする注意報、電報等その

他災害に関する緊急情報を受理した場合等においては、所定の場所に参集する。 

‘②出動計画 

 ・消防団員の出動は、氷川町消防団規則に規定するところに従う。 
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資料- 85 消防組織及び消防機構 

(1)消防組織 ※編掛部は宮原地区消防団 

 団長 副団長 指導員 分団長 副分団長 班長 団員 計 

本団 1 1 5 - - - - 7 

本部分団 - - - 1 1 6 18 26 

第 1 分団 - - - 1 2 9 32 44 

第 2 分団 - - - 1 2 9 36 48 

第 3 分団 - - - 1 3 12 40 56 

第 4 分団 - - - 1 1 6 16 24 

第 5 分団 - - - 1 1 9 17 28 

第 6 分団 - - - 1 1 9 33 44 

第 7 分団 - - - 1 1 6 32 40 

第 8 分団 - - - 1 1 6 24 32 

第 9 分団 - - - 1 2 9 36 48 

第 10分団 - - - 1 2 9 43 55 

第 11分団 - - - 1 2 9 54 66 

第 12分団 - - - 1 1 6 26 34 

第 13分団 - - - 1 2 9 30 42 

第 14分団 - - - 1 2 9 34 46 

計 1 1 5 15 24 123 471 640 

 

(2)消防機構 
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資料- 86 交通規制の実施責任者別の対応内容及び根拠法 

災害時における規制の種別及び根拠は、おおむね次による。なお、道路管理者と警察関係機関は、

密接な連絡をとり、適切な処置が執られるよう配慮する。 

 

１．被災地域における交通規制 

実施責任者 範囲 根拠法 

道路管理者 

（国土交通大臣・知

事・市町村長） 

災害時において道路施設の破損等により、交通の危険を防止する

ため、必要がある場合、その通行を禁止し、又は制限（重量制限を

含む）するものとする。 

 

道路法 

第 46条第１項 

公安委員会 

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又

は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必

要があると認めるときは、歩行者又は車両等の通行の禁止・その他

の道路における交通の規制を行う。 

道路交通法 

第４条第１項 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必

要があると認めるときは、緊急輸送に従事する車両以外の車両の通

行を禁止し、又は制限する。 

災対法 

第 76条第１項 

警察署長 
道路交通法第４条第１項により、公安委員会が行う規制のうち、

適用期間の短いものについて交通規制を行う。 

道路交通法 

第５条第１項 

警察官 

車両等の通行が著しく停滞し、道路が混雑するおそれがある場合

において、その混雑緩和のためやむを得ない場合は、必要な限度に

おいて通行の禁止・制限等を行う。 

道路交通法 

第６条第２項 

道路の損壊、火災の発生等により交通の危険が生ずるおそれがあ

る場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があ

るときは、必要な限度において一時的な通行の禁止・制限を行う。 

道路交通法 

第６条第４項 

 

２．通行禁止区域等における措置 

実施責任者 範囲 根拠法 

警察官 

通行禁止区域内において緊急通行車両の通行妨害となる車両そ

の他の物件の移動等の措置を命ずることができる。 

措置命令に従わないとき又は相手が現場にいないとき、やむを得

ない限度において車両その他の物件を破損することができる。 

災対法 

第 76条の３第 1項

第 2項 

災害派遣を命じられ

た部隊等の自衛官、

消防吏員 

警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等において、

基本法第 76条の３第１項、第２項に定められた職務を行うことが

できる。 

災対法 

第 76条の３第３項 

第４項 

町長 
災害発生時において、必要と認めるときは、警戒区域を設定し、

立入の制限・禁止・又は退去を命ずる等により応急的な規制を行う。 

災対法 

第 63条第１項 
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資料- 87 通行規制に係る相互連絡体制 

 

道路管理者が災害等により交通規制を行った場合の各関係機関との相互連絡体制は次のとおりであ

る。また、立看板・報道機関等を利用して交通関係団体業者及び一般住民に対して周知し、その便宜

を図るとともに交通規制について協力が得られるよう適切な措置を講ずる。 

 

 

※平成 27年度 熊本県地域防災計画 資料編 P44より 

※ 報告事項 

各関係機関は、報告、通知に当たっては、次の事項を明示して行う。 

・禁止、制限の種別と対象 

・規制する区域及び区間 

・規制する期間 

・規制する理由 

・迂回路その他の状況 
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資料- 88 緊急輸送対象の想定 

段階 輸送対象 

第１段階 

（地震発生直後の初動期） 

(１) 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、 

物資 

(２) 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

(３) 交通規制に必要な人員、物資 

(４) 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、 

水道施設保安要員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 

(５) 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

(６) 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧及び緊急輸送道路確保の

ための人員、物資 

第２段階 

（応急対策活動期） 

(１) 第 1段階の継続 

(２) 食料、水等生命の維持に必要な物資 

(３) 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

第３段階 

（復旧活動期） 

(１) 第 2段階の継続 

(２) 災害復旧に必要な人員、物資 

(３) 生活必需品 
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資料- 89 緊急車両標章 

（熊本県地域防災計画に準ずることとした（R4年度）） 

  

 

 

  
 

 

資料編 第３部 災害応急対策 



 

130 

 

資料- 90 緊急通行車両等の事前届出制度のフローチャート 

 

 １ 事前届出 

 届出者  

 

 警察署長  

 

 
公安委員会 

（交通規制課） 
 

 

 ※緊急通行車両の場合 

 ２ 災害時等における緊急通行車両等の確認 

 事前届出車両  

 

 

○ 警察本部（交通規制課） 

○ 高速道路交通警察隊 

○ 最寄りの警察署 

○ 交通の検問場所 

 

 

 車両の使用者  

 ※緊急通行車両の場合 

 

 ○事前届出の書類により届出 
(２部提出） 

   ※再交付申請も同じ 

 ○「緊急通行車両等事前届出済証」の保管 

○「緊急通行車両等事前届出済証」を送付 
○「緊急通行車両等事前届出済証」を作成 

○確認申出 
 ・緊急通行車両等事前届出済証を提示 
 ・緊急通行車両確認証明書に必要事項を 
 記載 

○緊急通行車両等事前届出済証を確認 
○標章、確認証明書を作成 
 

○標章、確認証明書を交付 
 

 ○「緊急通行車両等事前届出済証」を交付 
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資料- 91 緊急輸送対策計画 

（旧計画より抜粋；1/2） 

町が行う被災者及び災害応急要員の移送、並びに災害応急対策用物資資材の輸送の計画は、次に定

めるところによる。なお、町の身では輸送力が確保されず、又は輸送の円滑が期待できないときは、

県を通じて熊本県トラック協会等、輸送業者に要請するなど、他の期間の応援を得て実施する。緊急

輸送に際しては、資料-90に示す表示を車両内側全面左窓のみやすい箇所に貼付する。 

 

輸送対策計画  

1 輸送力の確保 輸送は、災害の状況、輸送路の状況、輸送物資の内容等を十分に調査し、

最も迅速かつ確実に輸送できるものをもって行う 

2 物資の輸送 優先輸送される人員は、災害対策本部員、消防団員、消防職員、応急復旧

作業員及び要員並びに被災者などとする。 

物資の輸送については、緊急物資、食料および飲料水、医薬品及び防疫物

資、生活必需品並びに災害用復旧資材を優先に輸送する。 

3 車両等の確保 総務課が担当。各課は必要時に総務課に配車要請する。 

4 町有車両以外車両確保 町有の車輛が不足する場合は、営業用、自家用車を借り上げる。 

5 鉄道による輸送 自動車による輸送が不可能なときは、JR等に緊急配車を依頼する。 

6 船舶による輸送 陸上交通による輸送が困難な場合、又は途絶えたときは、人員・物資等の

海上輸送を行う。 

7 ヘリコプターによる輸

送 

災害による交通途絶、その他の事由により空中輸送が必要な場合は、「資

料-109 自衛隊災害派遣要請計画」に定めるところにより、ヘリコプター

の出動要請を行う。 

（消防防災ヘリの派遣要

請方法） 

 1)午前 8時 30分から午後 5時 30分までの時間帯 

  防災消防航空センター（以下「航空センター」という）に対して電話

等にて速報後、熊本県防災消防ヘリコプター緊急運行要請書を FAXに

て航空センターに提出する。【資料編】 

 2)上記以外の時間帯 

  航空センターの所長又は隊長若しくは副隊長に電話等にて通報の後、

緊急運行要請書を FAX にて航空センターに提出する。【資料編】 

■熊本県防災消防航空センター TEL:096-289-2255 FAX:096-289-2277 

 緊急出動が決定した場合、要請者は、航空センターと緊密な連絡を図ると

ともに、災害現場等の指揮者に防災消防ヘリコプターに搭乗して運行を指

揮する者と緊密な連絡を取らせるものとする。 

8 人力による輸送 車輛等による輸送が不能な場合は、労務者による人力輸送を行う 
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（旧計画より抜粋；2/2） 

関連事項 

関連事項 内容 

各輸送関係機関の推薦 県下のトラック、バス輸送業者、海上保安部、漁業協同組合、その他船舶

輸送業者、JR 等輸送関係機関は、応急対策実施機関の要請を受けたとき

は、所要の措置を講じ、輸送力の確保に努めるものとする。 

費用の基準及び支払い 輸送業者による輸送或いは車輛等の借り上げ費用は、国土交通相の認可を受けて

いる場合は、その運賃及び料金とするほか、実費の範囲内とする。 

 なお、官公署及び公共機関保有の車輛使用については、燃料費負担程度とし、

自家用車輌等の借り上げについては、謝金として輸送業者に支払う料金の範囲内

で所有者と協議して定めるものとする。 

災害救助法による輸送の基

準 

1.輸送及び移送の範囲 

(1)被災者を避難させるための移送 

(2)医療及び助産のための移送 

(3)被災者救出のための輸送 

(4)飲料水及び救助用物資の輸送 

(5)死体捜索及び死体処理のための輸送 

2.輸送の期間 

 各救助の実施期間中とする。 

災害時における車輛の移動

等 

1.道路交通等規制 

 公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行う必要があるときは、

道路管理者に対し、緊急車両の通行を確保するための区間の指定、放置車両や立

ち往生車輛等の移動について要請するものとする。 

2.道路啓開等 

 道路管理者は、放置車両や立ち往生車輛等が発生した場合には、緊急通行車両

の通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の

命令を行うものとする。運転者がいない場合等においては、道路管理者は、自ら

車両の移動等を行うものとする。 

 国土交通大臣は、道路管理者である県及び市町村に対し、知事は道路管理者で

ある熊本市以外の市町村に対し、必要に応じて、ネットワークとして緊急通行車

両の通行ルートを確保するために広域的な見地から指示を行うものとする。 

 

救援物資の調達・輸送体制の

構築（関係機関） 

町は、輸送関係機関と連携し、車輛の確保及び配車計画の策定を行い、迅速、か

つ円滑な救援物資の調達・輸送体制を構築するものとする。また、町は、救援物

資を避難所等へ輸送し、避難者へ供給するため、平時から救援物資の集積拠点を

選定しておくとともに大量の物資の仕分けや避難所への輸送等につき地域特性に

応じて、輸送関係機関と連携するなどの体制整備に努めるものとする。 
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資料- 92 輸送業者 

会社名 所在地 電話番号 車両等の区分 

熊本県トラック協会 熊本市東区東町 4-6-2 096-369-3968 貨物自動車 

熊本県建設業協会八代 八代市新町 3-9 0965-35-3743 特殊自動車 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 第３部 災害応急対策 



 

134 

 

資料-3 いのちをつなぐ 

 

資料- 93 食料供給計画 

一般災害時、並びに大規模地震・津波発生時に被災者及び災害応急従事者等に供給する食料の確保と、炊出し、

その他食品の供給は次の要領により実施する。 

1.実施機関 

 被災者及び災害応急従事者等に対する食料の供給は、町長が実施する。 

町のみでは、実施が不可能な場合には、近隣自治体、県、国その他関係機関の応援を得て実施する。 

2.炊き出しの実施及び食料の配分 

(1)炊き出しの実施 

 町は、避難所との食事をする場所に近い適当な場所において実施するが、原則として指定緊急避難所及び指定

避難所内及び既存の給食施設若しくは仮設給食施設において、自らまたは委託して炊き出しを行う。町は、多大

な被害を受けたことにより、町において炊き出しによる食料の供給の実施が困難と認めたときは、県及び近隣自

治体に炊き出し等について協力を要請する。 

 炊出しの方法は、町がボランティア団体、自主防災組織等の協力を得て、学校の給食施設等の施設を利用して

行うが、このとき必ず町職員等責任者が立ち会い、その実施について指導するとともに必要事項を記録する。 

(2)物資の確保 

 1)町は炊出し、その他の食料供給のため必要な原材料、燃料等を確保するとともに被災の状況に応じ、乾パン、

にぎりめし、缶詰等を確保する。 

 2)町が米穀を米穀販売業者から買い受ける場合で、緊急を要するときは県に連絡し、管内または直近の米穀販

売業者から購入する。なお、県へ次の事項を連絡する。 

   ①市町村名、②災害地区名、③給食人員及び必要な応急米の概数 なお、事後において別に定める災害用

応急米購入報告書を県に提出すること。 

 3)町が九州農政局食料部から直接政府所有米の引渡しを受ける場合、災害の規模が大きく、且つ広範囲にわた

り交通通信が途絶し、(2)の方法による食料の確保が困難な場合は、町長は「災害時における応急食料の緊急

引渡し協定」に基づき確保する。なお、事後において別に定める災害用応急米穀引受報告書を県に提出する。 

(3)食料の配分 

 被災住民への食糧の配分にあたっては、次の事項に留意する。 

1)各指定緊急避難所及び指定避難所等における食料の受け入れ確認及び需給の適性を図るための責任者の配置 

2)住民への事前周知等による公平な配分 

3.応援の要請 

町においては、炊出し等食料の供給ができないときは、県に応援等の要請をする。 

ただし、緊急を要するときは、直接隣接自治体に応援等の要請をする。 

(1)応援等の要請において明示する事項 

 1)炊出しの実施 

   必要食数（人数） ／ 炊出し期間 ／ 炊出し品送付先 ／  その他 

 2)物資の確保 

   必要物資の種別、数量 ／ 物資の送付先及び期日 ／ その他 

 

4.食品衛生 

 町は炊出しにあたっては、常に食品の衛生に心掛け、特に次の点に留意する。 

(1)炊出し施設は、学校等の給食施設、公民館または寺社等の既設施設を利用するほか、これが得難いときは、湿

地、排水の悪い場所、じんかい、汚物処理場等から離れた場所を選定し設ける。 

(2)炊出し場所には手洗い設備及び器具類の消毒ができる設備を設ける。 

5.災害救助法が発動された場合の米穀の調達・供給 

 町民は、交通、通信の途絶により、災害救助用米穀の引き取りに関する知事の指示を受けることができず、早

急に引き渡しを受ける必要がある場合は、九州農政局食料部長又は政府所有米穀を保管する倉庫責任者に対して、

直接引き渡しを要請するものとする。 
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資料- 94 救援物資集積場所 

 

名称 所 在 地 床面積(m2) 

氷川町防災備蓄倉庫 

（竜北地区） 
島地189 １６８ 

氷川町防災備蓄倉庫 

（宮原地区） 
宮原栄久69-1 ９３ 

氷川町防災備蓄倉庫 

（氷川分署） 
野津1533 ３００ 

道の駅竜北防災備蓄倉庫 大野887-3 ４０ 

 

上記施設が使用できない場合、又はスペースが不足する場合には、協定等に基づき民間施設（熊本

県倉庫協会、農業協同組合等）を活用する。 

 

 

資料- 95 応急物資等の調達方法イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個人から送られてくる支援物資は仕分け作業等に相当の労力が割かれてしまうため、基本的には受け取らない

こととする。 

 

備蓄物資 協定先等 
からの購入 

個人からの支援義援物資 ※ 

大口物資 

町が必要と 
する品目 

町が必要と 
しない品目 

(※受取らない) 

義援金による支援を依頼 

救援物資集積場所（設置時に決定する） 

被災者（食料、生活必需品） 

県、民間企業、団
体からの支援 

小口物資 
(※受取らない) 
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資料- 96 給水計画・給水確保対策計画 

（旧計画から抜粋） 

 災害により給水施設の破壊あるいは飲料水の干潟、汚染により飲料水に適する水を得ることができないものに

対し、最小限必要な飲料水を供給し、被災者を保護するための計画である。 

 

1.実施責任者・実施体制 

飲料水供給の実施は、町が行うものとする。なお、町限りで処理が不可能な場合は、近隣自治体、県及び国

その他関係機関の協力を求めて飲料水の供給を実施するものとする。  

2.給水の対象者及び給水量 

被災の為水道、井戸等の給水施設が破壊され、飲料水が汚染し、又は枯渇するため、飲料水が得られないもの

に対して飲料水として 1日約 3リットルを供給するものとする。 

ただし、医療機関または福祉施設等への応急給水は最優先とする。 

地域防災計画及びあらかじめ定めた行動指針に基づき、応急給水及び応急復旧を実施するものとする。なお、

応急給水及び応急復旧の実施に必要な人員・資機材等が不足する場合には、県を通じて県内の他の水道事業者

に支援を要請するものとする。 

3.応急飲料水の供給方法 

(1)応急飲料水の確保 

被害を受けていない水源地または上水道から取水し、給水車、舟艇又は貯水槽、給水容器等を用いて搬送の上

給水する。また町のみで確保できない場合、自衛隊その他関係機関に依頼し、付近の湖沼水、河川水または汚

染度の少ない井戸水等をろ過し、あるいは化学的処理を加えて給水を行う。 

(2)被災者への給水 

確保した飲料水は、給水車や給水容器積載車により給水所(拠点)へ搬送し、水袋やポリタンク等に入れ被災

者に対し、供給するものとする。 

(3)応急飲料水以外の生活用水の確保についても、その必要最小限度の確保及び供給に努めるものとする。 

4.水道施設の被害状況把握と情報伝達 

町は、簡易水道施設の被害状況等についての情報収集を行うものとする。 

また、被災者に対し、防災行政無線、広報車等の活用、報道機関の協力等により、水道施設の被災状況、二

次災害の危険性、応急給水及び応急復旧状況、復旧予定時期、飲料水に関して保健衛生上留意すべき事項等に

ついて、的確な情報の提供を行うものとする。 

5.家庭用水の確保 

災害発生が予測される場合は、事前に各家庭において飲料水として必要な程度の貯水をするよう防災行政無線

及び広報車により町民に対し広報する。 

6.災害救助法が適用された場合 

災害救助法の適用がなされたときは、「災害救助法施行細則」に定めるところにより実施する。 
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資料- 97 生活必需品供給計画 

（旧計画から抜粋） 

 被災者に対する被服、寝具その他生活必需品等の確保と供給の迅速かつ円滑な運営を期するために定める。 

 

1.実施責任者 

 被災者に対する衣服、寝具その他生活必需品の給与または貸与は、町が行う。ただし、町限りでは実施が不可

能な場合には、近隣自治体、県、国その他関係機関の応援を得て実施する。また、災害救助法が適用された場合

は、「災害救助法施行細則」により施行するが、物資の確保及び輸送は原則として県が行い、各世帯に対する割当

及び支給は町において行う。 

2.衣料等物資の給与または貸与の対象者 

 災害により家屋の全焼、全壊、流失、半焼及び床上浸水等の被害を受けた、次の事項に該当するものとする。 

(1)日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他衣料品及び生活必需品を喪失又はき損した者 

(2)その他必需物資が無いため、日常生活を営むことが困難な者 

3.衣料物資の範囲 

 次に掲げるもので、必要と認めた最小限度のものとする。 

 

(1)寝具（就寝に必要な最小限度の毛布及び布団等） 

(2)外衣（普通衣、作業衣、婦人服、子供服等） 

(3)肌着（シャツ、パンツ等） 

(4)見回り品（タオル、運動着等） 

(5)炊事用品（鍋、釜、包丁、コンロ、バケツ、缶切等） 

(6)食器（茶碗、汁椀、皿、はし、哺乳瓶等） 

(7)日用品（石鹸、ちり紙、歯磨き粉、歯ブラシ、トイレットペーパー、ゴミ袋、洗剤、雨具、ポリタンク 

、生理用品、紙おむつ等） 

(8)光熱材料（マッチ、ローソク、まき、木炭、乾電池、卓上ガスコンロ等） 

(9)その他（ビニールシート等） 

 

4.衣料品等物資の給与または貸与の方法 

 町は世帯別構成員別被害状況を把握し、救助法物資購入及び配分計画を樹立し、これにより必要物資を購入し

給与または貸与するものとする。 

 物資の給与または貸し付けは、各地区の物資支給責任者を連絡員として、その協力を求めて配分計画に基づき、

被災者に配分するものとする。生活保護世帯については、八代福祉事務所を通じて支給する。 

5.災害救助法が適用された場合 

 「災害救助法施行細則」に定めるところにより実施する。 
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資料- 98 住民への伝達方法 

（旧計画から抜粋） 

 避難情報等の伝達は、もっとも迅速かつ的確に住民に周知できる方法により実施するが、概ね次の方法による

ものとする。また、電話回線の不通、停電等を想定したうえで、防災行政無線の非常用電源の点検整備、個別受

信機の電池交換等を行い、災害時に機能を果たすように維持管理しておく。 

 

1.伝達方法 

(1)あらかじめ定められた伝達系統組織を通じ、又は防災行政無線もしくは全国瞬時警報システム(J-Alert)及び

電話、口頭、携帯電話の緊急エリアメール等 

(2)サイレン（防災行政無線）による信号 

(3)広報車及び放送設備を装備する車輛 

(4)災害情報共有システム（L-Alert） 

2.町長は、本防災計画中の「避難計画」について、危険地区毎に避難情報等の伝達組織及び伝達方法を定め、日

常より危険地区の住民に周知徹底しておくものとする。 

3.伝達事項  

(1)避難準備・高齢者等避難開始（現避難情報でいう「高齢者等避難」）、避難勧告、避難指示（緊急）（現避難情

報でいう「避難指示等」）の種別及び理由 

(2)指定緊急避難所及び指定避難所、経路 

(3)避難に関する注意事項（持参品等） 

4.市町村は、避難勧告等（現避難情報でいう「避難指示等」）の解除にあたっては、十分に安全性の確認に努める

ものとする。 

なお、国土交通省及び県は、市町村から避難勧告等（現避難情報でいう「避難指示等」）（土砂災害が発生し、又

は発生する恐れがある場合におけるものに限る）の解除に関する助言を求められた場合には、必要な助言を行う。 
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資料- 99 防疫対策 

（旧計画から抜粋） 

 町は、災害防疫実施要綱（昭和 40 年 5 月 10 日衛発第 302 号厚生省公衆衛生局長通知）により策定された防疫

計画に基づき、避難所が臨時に多数の避難者を収容するため衛生状態が悪化し、感染症の発生の原因になる可能

性があることから、簡易トイレ等の消毒は重点的に強化し、防疫員の指導のもとに防疫活動を実施する。 

また、施設の管理者を通じて衛生に関する自主的組織を編成する等、その協力を得て防疫に努める。災害にお

いての感染症の流行等を防止するために以下を定める。 

1.実施機関 

 町が行う。ただし、激甚災害のため町において十分な防疫活動ができない場合には、県に要請する。 

2.防疫活動組織 

(1)防疫体制の強化 

 防疫活動の徹底を図るため、被災地の防疫措置を迅速且つ強力に実施し、町は保健所と密接な連携のもとに、

県、日本赤十字社熊本県支部、八代郡医師会、八代広域行政事務組合、その他関係機関の協力を求めるものとす

る。 

(2)防疫班の編成 

 町は、防疫実施の為に、次により防疫班を編成する。 

 1)衛生技術者（班長）：1人  2)作業員：5人  3)助手（事務員）：2人 

(3)防疫班の業務及び実施の方法 

 1)検疫調査及び健康診断：被災地区の自主防災組織を通じ、各庫を調査し、避難場所、避難所における感染症 

患者又は保菌者の早期発見に努め、適切な予防措置を取る。 

 2)避難所の防疫措置 

  ・避難所の清潔、消毒の実施 ／ ・避難者に対する検疫調査の実施 ／ 

 ・給食従事者に対する健康診断の実施 ／ ・配膳時の衛生保持、残・廃棄物等の衛生的処理の指導 

  ・飲料水等の水質検査の実施指導 ／ ・避難所内における衛生に関する自主組織編成の指導 

(4)臨時予防接種及び消毒の実施 

(5)患者の収容 

  ・感染症患者又は保菌者の隔離収容とともに周囲の消毒 

  ・感染症指定病院に収納困難な場合における臨時隔離施設の設置 

3.消毒及び鼠族昆虫駆除 

(1)消毒の方法 

 被災地または避難所の状況に応じて、機械をもって防疫活動を実施する。 

 1)床上浸水家屋 

減水後ただちに床、壁はクレゾール石鹸液で拭浄し、器物は消毒、床下消毒等の措置は床下乾燥後実施し、

トイレの消毒等について衛生上の指導を行う。（１戸あたり石灰 2kg、クレゾール石鹸液 50g） 

 2)床下浸水家屋    

減水後、汚物を除去し、清掃、通風を措置し、清掃完了した地区より逐次、石灰を配布し散布を行う。 

（1戸あたり石灰 1kg、クレゾール石鹸液 50g） 

  3)下水又は避難所の状況に応じて、鼠族昆虫等の駆除を地域及び期間を定めて実施する。 
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資料- 100 動物対策 

 

１． 死亡獣畜の処理  

町民課は、県、八代保健所の指導により、死亡した家畜等を処理する。  

２． 放浪動物への対応  

町民課は、県、八代保健所等と連携して、飼い主の被災により廃棄又は逃げ出したペット等を保

護する。危険動物が逃亡した場合は、人的危害を防止するため、飼養者、警察等と連携により必要

な措置を講ずる。  

３． ペットへの対応  

避難時のペットの保護及び飼養は、原則として動物の管理者が行う。避難所において町民課は、

飼い主とともに避難した動物の飼育について、適正な指導等を行うなど、動物の愛護及び環境衛生

の維持に努めるものとする。 

避難生活が長期化し、避難所等において避難生活の障害となるペット問題が生じた場合は、県及

び獣医師会等と取り扱いについて協議する。動物救護所等を設置する場合は、公共用地に設置し、

必要な資機材、ペットフードを確保する。  

なお、平成28年熊本県にて公表された「（案）ペットの受け入れに関する避難所運営の手引き」

も参考にしながら的確な対応を図ること。 
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資料- 101 遺体捜索及び収容埋葬計画 

（旧計画より抜粋） 

災害のため現に行方不明の状態にあり、周囲の事情からして既に死亡していると推定されるものを捜索し、又

は死亡者の遺体の処理を行い、民心の安定を図るための計画である。 

1.実施責任者 

災害時に死亡した者の捜索、収容、遺体処理及び埋葬等の実施は、町長が行う。 

ただし、警察官の検視を終えた遺体については、遺体安置所の開設を町内葬祭業者に協力要請し、安置する。

大規模災害等で多数遺体がある場合の「遺体の処理及び安置に関する事項」は町長が別に定める。（本町だけでは

十分な対応ができない場合、近隣自治体、自衛隊に対して応援要請を行い、これらの機関の応援を得て実施する。） 

2.捜索及び収容、埋葬の方法 

(1)捜索の方法及び収容 

 1)遺体捜索は、ボランティア等の協力団体により捜索に必要な舟艇、その他機械器具等を借上げて行い、町の

みでは困難な場合は、八代警察署、消防署等他機関の応援を得て実施する。 

 2)遺体の捜索期間は、災害発生後 1 週間以内とする。ただし、1 週間を経過してもなお捜索を必要とするとき

は、災害対策本部長の指示により捜索及び収容隊の規模を縮小して行う。 

(2)遺体の収容及び処理 

 1)遺体の収容 

  発見された遺体については、死体取扱規則（昭和 33年国家公安員会規則第 4号）の規定により、警察官の検

視の後、災害対策本部長が指示する場所（被害現場付近の適当な場所（寺院、公共建物）に遺体の収容所を開

設など）に収容する。ただし、遺族において処理できるものについては、遺族に引渡す。 

  なお、死者及び行方不明者数を早期に把握し、棺、ドライアイス等の納棺用品を確保すること。 

2)収容後の処理 

  ・遺体の洗浄、縫合わせ、消毒等  ・遺体の一時保存 

 3)身元不明の遺体に対する措置 

  漂流した等で身元が判明しない場合は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治 32 年法律第 93 号)の規定によ

り処理する。 

(3)遺体の埋葬 

1)遺体の埋葬は、警察官の検視（検案）を待って医療班または医師がボランティア団体等の方市により仮設の

埋葬場所を借上げて行い、町のみで困難な場合は、他機関の所属の医療班等の応援を得て実施する。 

 2)埋葬は、原則として火葬とする。また、棺、骨壷等現物を遺族に支給することにより行うこともできる。 

 3)町は次により火葬の実施体制の確保を行う。 

   火葬場の被災状況の把握 ／ 死亡者数の確認 ／ 火葬相談窓口の設置 ／ 死体安置所の確保 

   火葬場へのアクセス道路の確保 ／ 遺体搬送体制の確保 ／ 棺、ドライアイス、骨壷の調達 

   火葬用燃料の確保 

3.災害救助法が適用された場合  

災害救助法が適用された場合は、「災害救助法施行細則」により実施する。 
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資料- 102 清掃・廃棄物処理計画 

（旧計画より抜粋） 

 災害発生による廃棄物処理を迅速、適正に行い、住民の生活環境の保全を図るための計画である。 

1.実施責任者 

 町長は、災害により汚染したごみ、し尿等の廃棄物を速やかに処理して清潔を保ち、生活環境を整備する作業

を実施する。ただし、町のみでは処理できないときは、県または隣接自治体に応援または協力を要請して行う。 

2.被害状況調査、把握 

(1)速やかに被害状況を把握するため、調査区域･調査対象施設･整備･調査者等を明確にした調査体制を整備する。 

(2)町は、廃棄物処理施設等の被害状況を早急に取りまとめ、管轄保健所に報告する体制を整備する。 

3.ごみ処理計画 

(1)町は、各地域別の被災状況を速やかに把握し、ごみの排出量を推計するとともに、ごみ処理施設の処理能力を

確認の上、収集、運搬処分の対策を講じる。 

(2)町は、ごみ処理の実施に必要な人員、機材等の確保に努め、また、ごみ処理施設の処理能力以上の排出量が見

込まれるときは、近隣自治体への応援要請を行う。 

(3)町は、住民が路上に廃棄物を出し、交通の妨げにならないよう防災行政無線等において周知を行うとともに、

路上の障害物により通常の収集ができない地区については、臨時収集場所を設け、収集への協力を求める。 

(4)町は、防疫上、食物の残り等腐敗性のごみを優先して収集運搬する。 

(5)損壊家屋や流失家屋のがれき等については、原則として被災者自ら、町の定める場所へ搬入することが望まし

いが、これが困難な場合又は、道路等に散在し緊急的に処理が必要な場合は、町が処理を行う。 

(6)ごみ等の収集は、直営及び委託業者により行う。収集したごみは指定された焼却施設において処理する。なお、

汚泥等の不燃物は県、保健所その他の関係機関と協議し、近隣の処理場へ応援 を依頼して処分を行う。なお、

道路、河川上のごみ等は、それぞれの管理者が処理する。 

4.し尿処理計画 

(1)各地区別の被災状況を速やかに把握し、被災家屋の汲み取り式便槽のし尿の排出量を推計するとともに、し尿

処理施設の処理能力を確認の上、収集、運搬、処分の対策を図る。 

(2)し尿処理に必要な人員、機材等の確保に努め、また、し尿処理施設の処理能力以上の排出量が見込まれる場合

は、近隣自治体に応援を要請する。 

(3)被災時における水洗トイレ等の使用の困難性を考慮し、共同仮設便所を設ける等、適正管理の対策を講じる。 

(4)し尿の収集は、直営及び許可業者により行い、原則として処理施設により処理する。 

5.死亡獣畜処理 

(1)死亡獣畜は、原則として死亡獣畜取扱場で処理する。ただし、死亡獣畜取扱場において処理することが困難な

場合には、知事の指示を受けて処理する。 

6.廃棄物処理施設の応急復旧 

(1)町は、処理施設の維持管理点検体制を整備し、非常時に備え、呼び資材の確保に努める。 

(2)町は、被災時の被害により施設、設備等に欠陥が生じた場合は、早急に点検を行い、被害状況等を県に報告す

るとともに、応急復旧を行うものとする。また、廃棄物の収集、処分に影響を及ぼす場合は、近隣自治体等の

応援依頼等により効率的な処理を確保する。 

(3)町は、要因、資材等の不足により、応急復旧が不可能なときは、県に応援要請を行う。 
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資料-4 災害復旧への足がかり 

資料- 103 住宅応急対策計画 

（旧計画より整理） 

災害により住家を失った被災者で、自らの資力では住家の確保ができないものに対して、仮設住宅を提供し又

は住宅の応急修理をして、被災者の居住の安定を図るための計画である。 

※災害発生直後における住居対策については、「避難収容計画」の定める避難所開設及び収容による 

1.実施責任者 

町が実施する。（災害救助法が適用された場合、県が実施） 

2.応急仮設住宅の設置 

応急仮設住宅の

入居基準 

 1)住宅が全焼、全壊または流出した者 

 2)居住する住家が無い者 

 3)次に掲げるもので自らの資力では住宅を建築することができない者 

・生活保護法の非保護者及び要保護者 

  ・特定の資産の無い失業者 、未亡人、母子世帯、老人、病弱者又は障害者 

  ・特定の資産の無い勤労者、小企業者  ・上記に準ずる経済的弱者等である者 

建築基準 規模 1戸あたり 29.7㎡ 

建造 軽量鉄骨プレハブ（災害救助法基準内） 

設置戸数 災害により全焼、全壊または流失戸数の 3割以内 

ただし、被害状況の程度等により、やむを得ない場合はこの限りでない。 

費用 1戸当たり建設費（災害救助法の限度額以内） 

着工 災害の発生の日から 20日以内 

設置場所 原則として町長が選定する場所 

供与期間 完成の日から建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 85条第 3項による期間内（最高 2

年以内） 

3.住宅の応急修理 

応急修理を受け

る者 

1)住宅が半焼または半壊した者 

 2)自らの資力で応急修理ができない者 

 3)修理することにより、とりあえずの日常生活を営むことができる者 

修理基準 修理の範囲 世帯単位でなく、戸数単位で実施する。居室、炊事場、便所等日常生活に欠くこと

のできない部分の必要最小限度 

修理戸数 半焼、半壊戸数の三割以内とする（災害救助法の基準内） 

費用 1戸当たりの応急修理基準（災害救助法の限度額以内） 

修理期間 災害発生の日から 1カ月以内 

設置場所 原則として町長が選定する場所 

供与期間 完成の日から建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 85条第 3項による期間内（最高 2

年以内） 

4.災害救助法が適用された場合 

 災害救助法が適用された場合は、「災害救助法施行細則」の定めるところにより実施する。 

 

 追記）災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成 25 年内閣府告示第 228 号）（抄）も参考の

こと 

 追記）建築基準法では、緩和措置がある。 

【仮設建築物に対する制限の緩和】第 85 条・・・・応急仮設建築物の建築で、その災害した日から１ヶ月以内にその工事に着

工するものについては建築基準法令の規定は適用しない。・・・ 
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資料- 104 福祉仮設住宅概要 

 

区分 入居基準 

運営形態 
介護員は昼間又は夜間の交代勤務とし、昼夜とも各棟に配置する。看護師について

も必要に応じて配置し、サービスを提供する。 

対象者 入浴、炊事、衣服の着脱等に一部介助を要する程度の高齢者又は障がい者等 

サービス内容 

① 身体介助（食事、入浴、排泄、更衣、身体の清拭等の介助） 

② 家事援助（掃除、洗濯、調理、買物等の介助） 

③ 夜間における臨時的対応 

④ 生活相談 
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資料- 105 文教対策計画（応急教育対策） 

（旧計画より抜粋） 

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合、教育基本法及びその他の法令に基づき、児童、生徒等の生命、身

体および文教施設を災害から保護し、持って教育行政の確保を図る計画である。 

1.実施機関 

(1)町立学校の文教施設の災害応急復旧は、町長が行う。 

(2)町立学校における応急教育は、町教育委員会が実施し、その旨を災害対策本部に連絡する。 

2.応急教育対策 

(1)児童・生徒の安全措置 

 1)災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、学校長は事故を未然に防止するために休校等適切な措置を 

講ずるものとする。 

 2)学校長は、登下校時に災害が発生した場合を想定して、避難予定場所をあらかじめ設定しておくものとする。 

避難予定場所の名称、所在地等については、常に自動・生徒及び保護者に周知徹底させておくとともに、災害

発生の場合には保護者に自動・生徒の動向を連絡できる体制をも考慮しておくものとする。 

(2)学校施設の確保 

 被災施設の状況を速やかに把握し、八代教育事務所等の関係機関と密接な連携を取り、次の応急措置を行う。 

 1)火災による被災建物であって木造建物で全焼以外の被災建物は、主要構造材の炭化部分を撤去し、残余の部

分は床、壁体、天井、建具を修理のうえ、建物周囲の片づけを行い児童・生徒を収容する。なお、主要構造材

の炭化が表面のみの場合は、建築士が構造上の安全を確認後、上記の修理を行い一時的に使用する。 

 2)火災以外の災害建物で大破以下の被災建物は、応急修理の上使用するが、この場合建築士の指示により水平

力及び積載荷重に対し安全の確認を行った後使用する。 

 3)被災後者が応急修理に依っても使用不可能な場合は、最寄の無災害又は被害僅少な地域の学校施設、公民館、

公共施設、その他の民間施設等を借り上げることとするが、この場合児童・生徒の安全を確保するとともに教

育的配慮を行うものとする。 

 4)教育施設の破損、滅失については、早急に修理、補充する必要があるが、修理、補充が不可能な場合には、

無災害又は被害僅少な学校の設備を一時的に使用するよう手配する。 

(3)災害に伴う学用品の支給 

 災害のため住家に被害を受け、就学上欠くことのできない学用品を喪失又はき損し、資力の有無に関わらず物

品販売機構の一時的な混乱の為、これらの学用品をただちに入手することができない状態にある児童及び生徒に

対して町は教育委員会及び各学校長の協力を得ながら必要最小限度の学用品を支給し、それらの者の就学の便を

図るものとする。 
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資料- 106 災害ボランティア活動計画 

（旧計画より抜粋） 

 災害発生時の被災者の生活救援のためのボランティアの協力を得ることにより応急対策の推進を図る。 

1.実施体制の確立 

 大規模な災害が発生した後、ただちに社会福祉協議会等に受付窓口を設置し、一般ボランティア受入体制の確

保を図る。この場合、受入窓口の活動内容は概ね以下の通りとする。 

1)町からの情報に基づき必要とするボランティア業務の把握 

2)ボランティア活動の決定及びボランティア業務の割り振り 

3)ボランティア活動用資機材の確保 

4)ボランティアの受付 

5)ボランティア連絡会議の開催 

6)町との連絡調整 

7)その他ボランティア活動について必要な活動 

2.一般ボランティアの活動内容 

 一般ボランティアの活動内容は、概ね次の通り。 

1)災害情報、安否情報、生活情報等の収集、伝達 

2)避難生活者の支援（水汲み、炊出し、清掃、救援物資の仕分けおよび配布） 

3)在宅者の支援（高齢者の安否確認、食事、飲料水の確保） 

4)配送拠点での活動(物資の搬出入、仕分け、配布、輸送) 

5)その他被災者の生活支援に必要な活動 

3.情報提供 

 町は、ボランティア活動の円滑な推進に資するため、災害対策本部の中にボランティアに対する情報提供の窓

口を設置し、必要なボランティア活動の内容、必要人員、活動場所等の情報を提供する。 

4.活動拠点の提供 

 町は、ボランティア活動が円滑かつ効率的に行えるよう、必要に応じてボランティアの活動拠点を提供する等、

支援に努めるものとする。 
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資料- 107 災害ボランティア活動支援体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料- 108 災害ボランティアの区分 

災害ボランティアの区分 要請方法 

専門ボランティア 
救急・救助、医療、介護等の専門ボランティアの

派遣については、各部から要請する。 

海外からのボランティア 

海外からのボランティアの受入れについては、

県、国と協議の上、災害対策本部でその対応を協

議する。 

防災エキスパート 活用方法を確認（近畿地方整備局） 

一般ボランティア 

・災害情報、生活情報等の収集、伝達 

・避難所等における炊き出し、清掃等の被災者支援活動 

・救援物資、資機材の配分、輸送 

・軽易な応急・復旧作業 

被災者からの要請は、災害ボランティアセンター

に依頼する。 

行政からのボランティア要請は、各部より生活再

建支援プロジェクトに要請する。要請を受けた生

活再建支援プロジェクトは災害ボランティアセ

ンターに依頼する。 

 

災害ボランティア 

（一般ボランティア） 

登録･受入れ 

災害ボランティア 

センター 

コーディネート、 

オリエンテーション   

      等 

･専門ボランティア等 

･派遣要請 

・避難所手伝い 

・緊急生活支援 

・家屋修理 

・屋内片付け 

・引越し手伝い 

・生活支援 

等 

・活動支援 

・ボランティア依頼 

災害対策本部 

コーディネート 

生活再建 

支援 

プロジェクト 

ボランティア依頼 紹介 

派遣 

NPO 

NGO 

各種団体 

※自治会へのボランティア依頼は町民支

援班による 

各担当斑 
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資料- 109 労務供給計画（労働力の確保） 

（旧計画より抜粋） 

 災害時において労務の確保を図り、応急措置及び災害復旧の迅速かつ円滑な実施を促進するための計画である。

なお、災害時において応急対策を実施する場合は、職員を持ってこれに充てることとするが、特定作業あるいは

労力に不足を生じる場合の計画は、次により実施する。 

1.実施機関 

 災害応急対策に必要な労務者の雇上げ等については、町長が実施する。 

2.労務者の雇上げの方法 

 特定作業に労力が必要なときは、八代地域振興局長に対し、文書又は口頭をもって要請し、雇用するものとす

る。 

3.労務者の作業内容 

 応急対策に使用しうる労務作業の範囲は次の通りとする。 

1)被災者の救出のための機械器具資材の操作 

2)医療助産の移送（医師等が到着しなければ、医療措置を講じられない重症患者、又は医療措置を必要とする

患者を病院等に運ぶためにほかの方法が無い場合） 

3)飲料水の供給のための運搬操作、浄水用医薬品の配布等 

4)救援物資の整理、輸送及び配分 

5)死体の捜索及びその処理 

4.賃金の基準 

 賃金の基準は、民間の雇用賃金に災害時の事情を勘案して災害対策本部長が定める。 

5.賃金の支給方法 

 賃金の支給は、各課において支払うものとし、原則として作業現場で当日労務者に対し支払うものとする。 
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資料- 110 災害応急対策の従事命令・協力命令 

災害対策を実施するための人員が不足し、特に必要があると認められる場合は、従事命令又は協力

命令を発し要員の確保に努めるが、その種類・執行者及び対象者等は次のとおりである。 

 

対象区分 命令区分 執行者 対象者 根拠法律 

災害応急対策作業 

従事命令 知事 

① 医師、歯科医師並びに薬剤師 

② 保健師、助産師並びに看護師 

③ 土木技術者及び建設技術者 

④ 大工、左官並びにとび職 

⑤ 土木業者、建築業者並びにこれらの従

業者 

⑥ 地方鉄道業者及びその従業者 

⑦ 軌道経営者及びその従業者 

⑧ 自動車運送事業者及びその従業者 

⑨ 船舶運送業者及びその従業者 

⑩ 港湾運送業者及びその従業者 

災対法 

第 71条 

従事命令 知事等 同上 
災害救助法 

第 7条 

協力命令 知事 救助を要する者及びその近隣者 
災対法 

第 71条第 1項 

協力命令 知事等 同上 
災害救助法 

第 8条 

災害応急対策作業 

(全般) 
従事命令 

市町村長 
市町村区域内の住民又は当該応急措置を

実施すべき現場にある者 

災対法 

第 65条第 1項 

警察官 

海上保安官 

市町村区域内の住民又は当該応急措置を

実施すべき現場にある者 

災対法 

第 65条第 2項 

警察官 
その場に居合わせた者、その事物の管理

者、その他関係者 

警察官職務執行法 

第 4条 

消防作業 従事命令 
消防吏員又は

消防団員 
火災の現場付近にある者 

消防法 

第 29条第 5項 

水防作業 従事命令 
水防管理者 

消防機関の長 

水防管理団体の区域内に居住する者、又

は水防の現場にある者 

水防法 

第 17条 
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第２章 被災者への生活支援 
 

資料- 111 住家等被害判定手順 

１．地震：木造・プレハブ 

【第 1次調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 2次調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【被災者から不服の申立てがあった場合の対応】 

（1）外観による判定 

 

（2）傾斜による判定 

 

（3）部位※による判定 

①一見して住家全部が倒壊 

②一見して住家の一部の階が全部倒壊 

③地盤の液状化等により基礎のいずれかの辺が全部破壊 

外壁又は柱の傾斜が 1/20以上 

住家の損害割合 

各部位の損傷程度等（及び傾斜）

から住家の損害割合を算定する。 

基礎の損傷率が 75％以上 

該当しない 

いずれにも該当しない 

該当しない 

50％以上 

40％以上 50％未満 

20％以上 40％未満 

20％未満 

全壊 
（損害割合 50％以上） 

全壊 

大規模半壊 

半壊 

半壊に至らない 

いずれかに該当 

該当 

該当 

被災者から申請があった場合 ※第 1次調査における判定の対象となる部

位は、屋根、壁（外壁）及び基礎とする。 

（1）外観による判定 

 

（2）傾斜による判定 

 

（3）部位による判定 

①一見して住家全部が倒壊 

②一見して住家の一部の階が全部倒壊 

③地盤の液状化等により基礎のいずれかの辺が全部破壊 

外壁又は柱の傾斜が 1/20以上 

住家の損害割合 

各部位の損傷程度等（及び傾斜）

から住家の損害割合を算定する。 

基礎又は柱（又は耐力壁）の損傷率が 75％以上 

該当しない 

いずれにも該当しない 

該当しない 

50％以上 

40％以上 50％未満 

20％以上 40％未満 

20％未満 

全壊 
（損害割合 50％以上） 

全壊 

大規模半壊 

半壊 

半壊に至らない 

いずれかに該当 

該当 

いずれかに該当 

 被災者の不服の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施 

被災者から不服の申立てがあった場合 
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２．地震：非木造 

【第 1次調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 2次調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災者から申請があった場合 ※第 1次調査における判定の対象となる部

位は、屋根、壁（外壁）及び基礎とする。 

（1）外観による判定 

 

 

（2）傾斜による判定 

 

 

（3）部位※による判定 

①一見して住家全部が倒壊 

②一見して住家の一部の階が全部倒壊 

①外壁又は柱の傾斜が 1/30以上 

②（基礎ぐいを用いる住家について、）外壁又は柱の傾斜が 1/60

以上かつ最大沈下量又は最大露出量が 30cm以上 

柱または梁の損傷率が 75％以上 

該当しない 

いずれにも該当しない 

該当しない 

全壊 
（損害割合 50％以上） 

住家の損害割合 

各部位の損傷程度等（及び傾斜）

から住家の損害割合を算定する。 

50％以上 

40％以上 50％未満 

20％以上 40％未満 

20％未満 

全壊 

大規模半壊 

半壊 

半壊に至らない 

いずれかに該当 

該当 

該当 

（1）外観による判定 

 

 

（2）傾斜による判定 

 

 

 

 

（3）部位※による判定 

①一見して住家全部が倒壊 

②一見して住家の一部の階が全部倒壊 

①外壁又は柱の傾斜が 1/30以上 

②（基礎ぐいを用いる住家について、）外壁又は柱の傾斜が 1/60

以上かつ最大沈下量又は最大露出量が 30cm以上 

②（基礎ぐいを用いる住家について、）外壁又は柱の傾斜が 1/60

以上かつ最大沈下量又は最大露出量が 30cm以上 

 

柱または梁の損傷率が 75％以上 

該当しない 

いずれにも該当しない 

該当しない 

全壊 
（損害割合 50％以上） 

住家の損害割合 

各部位の損傷程度等（及び傾斜）

から住家の損害割合を算定する。 

50％以上 

40％以上 50％未満 

20％以上 40％未満 

20％未満 

全壊 

大規模半壊 

半壊 

半壊に至らない 

いずれかに該当 

該当 

該当 

被災者から不服の申立てがあった場合 

 被災者の不服の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施 
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３．水害：木造・プレハブ 

【調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【被災者から不服の申立てがあった場合の対応】 

 

 

 

（1）外観による判定 

 

（2）傾斜による判定 

 

（4）部位による判定 

①一見して住家全部が倒壊 

②一見して住家の一部の階が全部倒壊 

外壁又は柱の傾斜が 1/20以上 

住家の損害割合 

各部位の損傷程度等（及び傾斜）

から住家の損害割合を算定する。 

基礎の外力等による損傷率が 75％以上 

該当しない 

いずれにも該当しない 

該当 

50％以上 

40％以上 50％未満 

20％以上 40％未満 

20％未満 

全壊 
（損害割合 50％以上） 

全壊 

大規模半壊 

半壊 

半壊に至らない 

いずれかに該当 

該当 

該当しない 

（3）浸水深による判定 

浸水が床上まで達している 

該当 

外壁又は柱の傾斜が 1/60以上又は外観に外力による損傷がある。 

該当しない 

全壊 
（損害割合 50％以上） 

半壊に至らない 
（損害割合 20％未満） 

該当しない 

該当 

被災者から不服の申立てがあった場合 

 被災者の不服の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施 
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法令- 1 災害救助法 

 

１．適用基準 

災害救助法の適用基準は、以下の１～５のいずれかを満たした場合である。なお、表内の適用基

準は災害救助法施行令第１条による。 

番号 適用基準 

１ 氷川町内で、表 1内の世帯以上の住家が滅失した場合 

２ 
熊本県内で、表 2（左側）内の世帯以上の住家が滅失し、かつ、氷川町内で表 2（右側）内の世帯以

上の住家が滅失した場合 

３ 熊本県内で表 3内の世帯以上の住家が滅失し、かつ、氷川町内で多数の世帯の住家が滅失した場合 

４ 
災害が隔絶した地域に発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特

別の事情がある場合で、かつ氷川町内で多数の世帯の住家が滅失した場合 

５ 
発生した災害の程度が、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であ

って、内閣府令で定める基準に該当する災害である場合 

 

表 1 市町村人口に応じた法適用となる住家滅失世帯数 

市町村内人口  住家滅失世帯数 

5,000人未満  30世帯 

5,000人以上 15,000人未満  40世帯 

15,000人以上 30,000人未満  50世帯 

30,000人以上 50,000人未満  60世帯 

50,000人以上 100,000人未満  80世帯 

100,000人以上 300,000 人未満  100世帯 

300,000人以上  150世帯 

 

表 2 都道府県人口及び市町村人口に応じた法適用となる住家滅失世帯数 

都道府県内人口 
住家滅失 

世帯数  
市町村内人口 

住家滅失 

世帯数 

100万人未満 1,000世帯 
 

5,000 人未満 15世帯 

100万人以上 200万人未満 1,500世帯 
 

5,000 人以上 15,000人未満 20世帯 

200万人以上 300万人未満 2,000世帯 
 

15,000 人以上 30,000人未満 25世帯 

300万人以上 2,500世帯 
 

30,000 人以上 50,000人未満 30世帯 

   
50,000 人以上 100,000人未満 40世帯 

   
100,000 人以上 300,000人未満 50世帯 

   
300,000 人以上 75世帯 

※双方の条件を同時に満たす必要がある 
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表 3 都道府県人口に応じた法適用となる住家滅失世帯数 

都道府県内人口 住家滅失世帯数 

100万人未満 5,000 世帯 

100万人以上 200万人未満 7,000 世帯 

200万人以上 300万人未満 9,000 世帯 

300万人以上 12,000 世帯 

※表中の条件を満たし、市内で多数の世帯の住家が滅失した場合 

 

なお、表内の「住家滅失世帯数」は次の被害状況から換算するものである。 

＜住家滅失世帯数 換算の考え方＞ 

・１世帯 損壊・焼失・流失した部分の床面積が延床面積の 70%以上に達した程度のもの、または

その住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合

が 50%以上に達した程度のもの。 

・1/2 世帯 損壊部分が延床面積の 20%以上 70%未満のもの、またはその住家の主要な構成要素の経

済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20%以上 50%未満のもの。 

・1/3 世帯 床上浸水や土砂の堆積等により一時的に居住できなくなったもの。 

 

 

被災世帯の算定基準は、町では以下の基準をもちます。 

1. 住家が滅失した世帯の数の算定にあたっては、住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯

は 2 世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態

となった世帯は 3世帯を持って、それぞれの住家の滅失した 1 世帯とみなす。 

2. 住家の滅失等の認定は、熊本県地域防災計画資料編第４被害報告の１．被害報告取扱要領に基づ

く。 

3. 世帯及び住居の単位は、熊本県地域防災計画資料編第４被害報告の１．被害報告取扱要領に基づ

く。 

 

適用手続きについて、町における災害が、災害救助法の適用基準のいずれかに該当、又は該当する見

込みがあるとき、町長はただちにその旨を八代地域振興局を経由して知事に報告しなければならない。 
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4. ２．救助基準 

(１) 一般基準 

災害救助法による救助の程度・方法及び期間              （令和４年４月１日現在） 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

避難所の設置 
（法第４条第 
１項） 

災害により現に被害を
受け、又は受けるおそ
れのある者に供与す
る。 

（基本額） 
避難所設置費 
１人１日当たり 
 330円以内 
 
高齢者等の要援護者等を収
容する「福祉避難所」を設
置した場合、当該地域にお
ける通常の実費を支出で
き、上記を超える額を加算
できる。 

災害発生の日から
７日以内 
 
 

１.費用は、避難所の設
置、維持及び管理のた
めの賃金職員等雇上
費、消耗器材費、建物
等の使用謝金、借上費
又は購入費、光熱水費
並びに仮設便所等の
設置費を含む。 

２.避難に当たっての輸
送費は別途計上 

３.避難所での避難生活
が長期にわたる場合
等においては、避難所
で避難生活している
者への健康上の配慮
等により、ホテル･旅
館など宿泊施設を借
上げて実施すること
が可能。（ホテル・ 旅
館の利用額は＠7,000 
円（食費込・ 税込）
／泊・人以内とする
が、これにより難い場
合は内閣府と事前に
調整を行うこと。） 

避難所の設置 
（法第４条第 
２項） 

災害が発生するおそれ 
のある場合において、 
被害を受けるおそれが 
あり、現に救助を要す 
る者に供与する。 

（基本額）  
避難所設置費 
１人１日当たり 
330円以内 

 
高齢者等の要援護者等を収
容する「福祉避難所」を設
置した場合、当該地域にお
ける通常の実費を支出で
き、上記を超える額を加算
できる。 

法第２条第２項 
による救助を開 
始した日から、災
害が発生しなかっ
たと判明し、現に
救助の必要がなく
なった日までの期
間（災害が発生 
し、継続して避 難
所の供与を行う必
要が生じた場合
は、法第２条第２
項に定める救助を
終了する旨を公示
した日までの期
間） 

１.費用は、災害が発生す
るおそれがある場合
において必要となる
建物の使用謝金や光
熱水費とする。なお、
夏期のエアコンや冬
期のストーブ、避難者
が多数の場合の仮設
トイレの設置費や、避
難所の警備等のため
の賃金職員等雇上費
など、やむを得ずその
他の費用が必要とな
る場合は、内閣府と協
議すること。 

２.避難に当たっての輸
送費は別途計上 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

応急仮設住宅 
の供与 

住家が全壊、全焼又は
流失し、居住する住家
がない者であって、自
らの資力では住宅を得
ることができない者 

○ 建設型応急住宅 
１.規模応急救助の趣旨を

踏まえ、実施主体が地域
の実情、世帯構成等に応
じて設定 

 
２.基本額 
 １戸当たり 

6,285,000円以内 
 

３.建設型応急住宅の供与
終了に伴う解体撤去及
び土地の原状回復のた
めに支出できる費用は、
当該地域における実費。 

災害発生の日から
20日以内着工 
 
 

１.費用は設置にかかる
原材料費、労務費、付
帯設備工事費、輸送費
及び建築事務費等の
一切の経費として
6,285,000 円以内で
あればよい。 

２.同一敷地内等に概ね 
50戸以上設置した場
合は、集会等に利用す
るための施設を設置
できる。（50戸未満で
あっても小規模な施
設を設置できる） 

３.高齢者等の要援護者
等を数人以上収容す
る「福祉仮設住宅」を
設置できる。 

４.供与期間は２年以内 

○ 賃貸型応急住宅 
１.規模 建設型仮設住宅

に準じる 
 
２.基本額 地域の実情に

応じた額 

災害発生の日か 
ら速やかに借上 
げ、提供 

１.費用は、家賃、共益費、
敷金、礼金、仲介手数
料、火災保険等、民間
賃貸住宅の貸主、仲介
業者との契約に不可
欠なものとして、地域
の実情に応じた額と
すること。 

２.供与期間は建設型仮
設住宅と同様。 

炊き出しその
他による食品
の給与 

１.避難所に収容され
た者 

２.住家に被害を受け、 
若しくは災害によ
り現に炊事のでき
ない者 

１人１日当たり 
 1,180円以内 

 

災害発生の日から
７日以内 
 
 

食品給与のための総経費
を延給食日数で除した金
額が限度額以内であれば
よい。 
（１食は 1/3日） 

飲料水の供給 

現に飲料水を得ること
ができない者（飲料水
及び炊事のための水で
あること。） 
 

当該地域における通常の実
費 

災害発生の日から
７日以内 
 
 

輸送費、人件費は別途計
上 

被服、寝具そ
の他生活必需
品の給与又は
貸与 

全半壊（焼）、流失、床
上浸水等により、生活
上必要な被服、寝具、
その他生活必需品を喪
失、又毀損し、直ちに
日常生活を営むことが
困難な者 

１.夏季（４月～９月）、冬
季（10月～３月）の季
別は災害発生の日をも
って決定する。 

２.下記金額の範囲内 

災害発生の日から
10日以内 
 
 

１.備蓄物資の価格は年
度当初の評価額 

２.現物給付に限ること 

区分 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 
６人以上 
１人増すご
とに加算 

全壊・全焼・流失 
夏 18,700 24,000 35,600 42,500 53,900 7,800 

冬 31,000 40,100 55,800 65,300 82,200 11,300 

半壊・半焼・ 
床上浸水 

夏 6,100 8,200 12,300 15,000 18,900 2,600 

冬 9,900 12,900 18,300 21,800 27,400 3,600 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

医療 

医療の途を失った者 
（応急的処置） 

１.救護班…使用した薬剤、
治療材料、医療器具破損
等の実費 

２.病院又は診療所…国民
健康保険診療報酬の額
以内 

３.施術者 
協定料金の額以内 

災害発生の日から
14日以内 
 
 

患者等の移送費は、 
別途計上 

助産 

災害発生の日以前又は
以後 7 日以内に分べん
した者であって災害の
ため助産の途を失った
者（出産のみならず、
死産及び流産を含み現
に助産を要する状態に
ある者） 

１.救護班等による場合は、
使用した衛生材料等の
実費 

２.助産師による場合は、慣
行料金の100分の80以内
の額 

分べんした日から
７日以内 
 
 

妊婦等の移送費は、 
別途計上 

被災者の救出 

１.現に生命、身体が危
険な状態にある者 

２.生死不明な状態に
ある者 

当該地域における通常の 
実費 

災害発生の日から
３日以内 
 
 

１.期間内に生死が明ら
かにならない場合は、
以後「死体の捜索」と
して取り扱う。 

２.輸送費、人件費は別途
計上 

被災した住宅 
の応急修理 

１.住宅が半壊（焼）若
しくはこれらに準
ずる程度の損傷を
受け、自らの資力に
より応急修理をす
ることができない
者 

２.大規模な補修を行
わなければ居住す
ることが困難であ
る程度に住家が半
壊（焼）した者 

居室、炊事場及び便所等日
常生活に必要最小限度の部
分 
１世帯当たり 
①大規模半壊、中規模半壊
又は半壊若しくは半焼の
被害を受けた世帯 
655,000 円以内  
 

②半壊又は半焼に準ずる程
度の損傷により被害を受
けた世帯 
318,000 円以内 

災害発生の日から
３カ月以内 
（災害対策基本 
法第23条の3第 1
項に規定する特定
災害対策本部、同
法第 24 条第 1 項
に規定する非常災
害対策本部又は同
法第 28条の 2 第 1
項に規定する 緊
急災害対策本 部
が設置された 災
害にあっては、６
ヵ月以内） 

 

学用品の給与 

住宅の全壊（焼）流失
半壊（焼）又は床上浸
水により学用品を喪失
又は毀損等により使用
することができず、就
学上支障のある小学校
児童、中学校生徒、義
務教育学校生徒及び高
等学校等生徒。 

１.教科書及び教科書以外
の教材で教育委員会に
届出又はその承認を受
けて使用している教材、
又は正規の授業で使用
している教材実費 

２.文房具及び通学用品は
１人当たり次の金額以
内 
小学校児童  4,700 円 
中学校生徒  5,000 円 
高等学校等生徒 5,500 円 

災害発生の日から 
（教科書） 
 １カ月以内 
（文房具及び 
通学用品） 

 15日以内 

１.備蓄物資は評価額 
２.入進学時の場合は

個々の実情に応じて
支給する。 

埋葬 

災害の際死亡した者を
対象にして実際に埋葬
を実施する者に支給 

１体当たり 
 大人（12歳以上） 
   213,800円以内 
 小人（12歳未満） 
   170,900円以内 

災害発生の日から
10日以内 

災害発生の日以前に死亡
した者であっても対象と
なる。 

死体の捜索 

行方不明の状態にあ
り、かつ、四囲の事情
によりすでに死亡して
いると推定される者 

当該地域における通常の 
実費 

災害発生の日から
10日以内 
 
 

１.輸送費、人件費は、別
途計上 

２.災害発生後３日を経
過したものは一応死
亡した者と推定して
いる。 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

死体の処理 

災害の際死亡した者に
ついて、死体に関する
処理（埋葬を除く。）を
する。 

（洗浄、消毒等） 
１体当たり 
3,500円以内 

災害発生の日から
10日以内 

１.検案は原則として救
護班 

２.輸送費、人件費は別途
計上 

３.死体の一時保存にド
ライアイスの購入費
等が必要な場合は当
該地域における通常
の実費を加算できる。 

一
時
保
存 

既存建物借上費 
 通常の実費 
既存建物以外 
 １体当たり 
   5,400円以内 

検
案 

救護班以外は慣行料金 

障害物の除
去 

居室、炊事場、玄関等
に障害物が運びこまれ
ているため生活に支障
をきたしている場合で
自力では除去すること
のできない者 

市町村内において障害物の
除去を行った１世帯当たり
の平均 
 138,300円以内 

災害発生の日から
10日以内 
 
 

 

輸送費及び
賃金 
職員等雇上
費 
（法第４条
第 1項） 

１.被災者の避難に係
る支援 

２.医療及び助産 
３.被災者の救出 
４.飲料水の供給 
５.死体の捜索 
６.死体の処理 
７.救済用物資の整理

配分 

当該地域における通常の 
実費 

救助の実施が認め
られる期間以内 

 

輸送費及び
賃金 
職員等雇上
費 
（法第４条
第２項） 

避難者の避難に係る支
援 

当該地域における通常の実
費 

救助の実施が認め
られる期間以内 

災害が発生するおそれ段
階の救助は、高齢者・障
害者等で避難行動が困難
な要配慮者の方の輸送で
あり、以下の費用を対象
とする。 
・避難所へ輸送するため
のバス借上げ等に係る
費用 

・避難者がバス等に乗降
するための補助員な
ど、避難支援のために
必要となる賃金職員等
雇上費 

実費弁償 

災害救助法施行令第４ 
条第１号から第４号ま
でに規定する者 

災害救助法第７条第１項の
規定により救助に関する業
務に従事させた都道府県知
事等（法第３条に規定する
都道府県知事等をいう。）の
総括する都道府県等（法第 
17 条第１号に規定する都
道府県等をいう。）の常勤の
職員で当該業務に従事した
者に相当するものの給与を
考慮して定める 

救助の実施が認 
められる期間以 
内 

時間外勤務手当及び旅費
は別途に定める額 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

救 助の 事務
を 行う のに
必要な費用 

１.時間外勤務手当 
２.賃金職員等雇上費 
３.旅費 
４.需用費（消耗品費、

燃 料費、食糧費、
印刷製 本費、光熱
水費、修繕料） 

５.使用料及び賃借料 
６.通信運搬費 
７.委託費 

救助事務費に支出できる費
用は、法第 21条に定める国
庫負担を行う年度（以下「国
庫負担対象年度」という。）
における各災害に係る左記 
1 から 7 までに掲げる費用
について、地方自治法施行
令（昭和 22年政令第 16号）
第 143 条に定める会計年度
所属区分により当該年度の
歳出に区分される額を合算
し、各災害の当該合算した
額の合計額が、国庫負担対 
象年度に支出した救助事務
費以外の費用の額の合算額
に、次のイからトまでに掲
げる区分に応じ、それぞれ
イからトまでに定める割合
を乗じて得た額の合計額以
内とすること。 

救助の実施が認め
られる期間及び災
害救助費の精算す
る事務を行う期間
以内 

災害救助費の精算事務を
行うのに要した経費も含
む。 

 

    

 

 

 

(２) 特別基準 

災害の種類、態様によっては、上記一般基準では救助の万全を期すことが困難な場合、災害の実
情に即した救助を実施するため、県知事は内閣総理大臣に速やかに協議を行い、同意を得た上で、
救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

 

 

イ 3千万円以下の部分の金額については 100分の 10  

ロ 3千万円を超え 6千万円以下の部分の金額については 100分の 9  

ハ 6千万円を超え 1億円以下の部分の金額については 100分の 8  

ニ 1億円を超え 2億円以下の部分の金額については 100分の 7  

ホ 2億円を超え 3 億円以下の部分の金額については 100分の 6  

ヘ 3億円を超え 5 億円以下の部分の金額については 100 分の 5  

ト 5億円を超える部分の金額については 100分の 4 
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法令- 2  激甚災害法 

１. 激甚災害指定基準 

適用措置 指定基準 

公共土木施設災害復旧事業等
に関する特別の財政援助（第
３条・第４条） 

(１) 公共施設災害復旧事業費等の査定見込額＞全国標準税収入×0.5% 

(２) 公共施設災害復旧事業費等の査定見込額＞全国標準税収入×0.2%かつ 
① 一の都道府県の査定見込額＞当該都道府県の標準税収入×25%…の県が１以上 
又は 
② 県内市町村の査定見込総額＞県内全市町村の標準税収入×5%…の県が１以上 

農地等の災害復旧事業等に係
る補助の特別措置（第５条） 

(１) 農地等の災害復旧事業費等の査定見込額＞全国農業所得推定額×0.5% 

(２) 農地等の災害復旧事業費等の査定見込額＞全国農業所得推定額×0.15%かつ 
① 一の都道府県の査定見込額＞ 
 当該都道府県の農業所得推定額×４％…の県が１以上又は 
② 一の都道府県の査定見込額＞10億円…の県が１以上 

農林水産業共同利用施設災害
復旧事業の補助特例（第６条） 

① 第５条の措置が適用される場合 
又は 
② 農業被害見込額＞全国農業所得推定額×1.5%で第８条の措置が適用される場合 
ただし、①②とも、当該被害見込額が５千万円以下の場合は除く。 

天災による被害農林漁業者等
に対する資金の融通に関する
暫定措置の特例（第８条） 

 農業被害見込額＞全国農業所得推定額×0.5% 

 農業被害見込額＞全国農業所得推定額×0.15%かつ 
一の都道府県の特別被害農業者＞当該都道府県の農業者×0.5%…の県が１以上 

ただし、（１）（２）とも、高潮、津波等特殊な原因による災害であって、その被害
の態様から、この基準によりがたいと認められるものについては、災害の発生のつ
ど被害の実情に応じて個別に考慮する。 

中小企業信用保険法による災
害関係保証の特例（第 12条） 
小規模企業者等設備導入資金
助成法による貸付金の償還期
間等の特例（第 13条） 
中小企業者に対する資金の融
通に関する特例（第 15条） 

(１) 中小企業関係被害額＞全国中小企業所得推定額×0.2% 

(２) 中小企業関係被害額＞全国中小企業所得推定額×0.06%かつ 
① 一の都道府県の中小企業関係被害額＞ 
 当該都道府県の中小企業所得推定額×２％…の県が１以上 
又は 
② 一の都道府県の中小企業関係被害額＞1,400億円…の県が１以上 
ただし、火災の場合又は第 12条の適用の場合における中小企業関連被害額の全国中
小企業所得推定額に対する割合については、被害の実情に応じ特例的措置を講ずる
ことがある。 

公立社会教育施設災害復旧事
業に対する補助（第 16条） 
私立学校施設災害復旧事業に
対する補助（第 17条） 
市町村が施行する感染症予防
事業に関する負担の特例（第
19条） 

第２章（第３条及び第４条）の措置が適用される場合。 
ただし、当該施設に係る被害又は当該事業量が軽微であると認められる場合を除く。 

罹災者公営住宅建設等事業に
対する補助の特例（第 22条） 

(１) 被災地全域滅失戸数≧4,000戸 

(２)  
① 被災地全域滅失戸数≧2,000 戸かつ 
一の市町村の区域内の滅失戸数≧ 
  200戸又は住宅戸数の１割以上…の市町村が１以上又は 
② 被災地全域滅失戸数≧1,200 戸かつ 
一の市町村の区域内の滅失戸数≧ 
  400戸又は住宅戸数の２割以上…の市町村が１以上 
ただし、①②とも、火災の場合における被災地全域の滅失戸数については、被害の
実情に応じ特例的措置を講ずることがある。 

小災害債に係る元利償還金の
基準財政需要額への算入等
（第 24条） 

第２章（第３条及び第４条）又は第５条の措置が適用される場合。 

上記以外の措置 災害の実情に応じ、その都度検討する。 
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２. 局地激甚災害指定基準 

適用措置 指定基準 

公共土木施設災害復旧事業等
に関する特別の財政援助（第
３条・第４条） 

(１) 当該市町村が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額＞当該市町村
の標準税収入×50%（査定事業費が１千万円未満のものを除く。） 
ただし、この基準に該当する市町村ごとの査定事業費を合算した額がおおむね
1億円未満である場合を除く。 

(２) （１）の公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額からみて（１）に掲げ
る災害に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災害に係る被害
箇所の数がおおむね 10未満のものを除く。） 

農地等の災害復旧事業等に係
る補助の特別措置（第５条） 
農林水産業共同利用施設災害
復旧事業の補助特例（第６条） 

(１) 当該市町村内の農地等の災害復旧事業に要する経費＞当該市町村の農業所得
推定額×10%（災害復旧事業に要する経費が１千万円未満のものを除く。） 

ただし、当該経費の合算額がおおむね５千万円未満である場合を除く。 
(２) （１）の農地等の災害復旧事業に要する経費の見込額からみて（１）に掲げる

災害に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災害に係る被害箇
所の数がおおむね 10未満のものを除く。） 

中小企業信用保険法による災
害関係保証の特例（第 12条） 
小規模企業者等設備導入資金
助成法による貸付金の償還期
間等の特例（第 13条） 
中小企業者に対する資金の融
通に関する特例（第 15条） 

中小企業関係被害額＞当該市町村の中小企業所得推定額×10%（被害額が１千万円の
ものを除く。） 
ただし、当該被害額を合算した額がおおむね５千万円未満である場合を除く。 

小災害債に係る元利償還金の
基準財政需要額への算入等
（第 24条） 

第２章（第３条及び第４条）又は第５条の措置が適用される場合。 
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法令- 3  高等学校授業料減免措置 

支援の種類 減免・猶予 

支援の内容 
災害による経済的な理由によって授業料等の納付が困難な生徒を対象に、授業料、受講料、

入学料及び入学者選抜手数料等の徴収猶予又は減額、免除するもの 

活用できる方 
地方公共団体の長が天災その他特別の事情のある場合において減免を必要とすると認める方

が対象 

お問い合わせ 熊本県、教育委員会、学校 

 

 

法令- 4  緊急採用奨学金 

支援の種類 貸与 

制度の内容 災害等により、家計が急変した学生・生徒に対して、緊急採用奨学金の貸与 

活用できる方 大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校（専門課程）、高等学校の生徒・学生 

お問い合わせ 在籍する各学校（奨学金担当窓口）、独立行政法人日本学生支援機構 

 

 

法令- 5  児童扶養手当等の特別措置 

支援の種類 給付 

制度の内容 
被災者に対する児童扶養手当・特別児童扶養手当、特別障害者手当・障害児福祉手当につい

て、所得制限の特例措置を講じるもの 

活用できる方 障害者・児のいる世帯、児童扶養手当受給者世帯 

お問い合わせ 企画財政課、学校教育課 

 

 

法令- 6  地方税の特別措置 

支援の種類 減免、徴収の猶予等 

制度の内容 

１ 地方税の減免 

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税 (個人住民税、固定資産税、自動

車税など)について、一部軽減又は免除を受けることができる 

２ 徴収の猶予 

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税について、その徴収の猶予を受け

ることができる 

３ 期限の延長 

災害により、地方税の申告・納税等が期限内にできないような場合、一定の地域につ

いて、災害がやんだ日から２カ月以内の範囲で申告等の期限が延長される 

活用できる方 災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方が対象 

お問い合わせ 熊本県、税務課 
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法令- 7  国税の特別措置 

支援の種類 減免、猶予、延長 

制度の内容 

１ 申告などの期限の延長 

災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできない場合、その理由のや

んだ日から２カ月以内の範囲でその期限が延長される。これには、地域指定による場合

と個別指定による場合とがある 

２ 納税の猶予 

災害により被害を受けた場合、税務署長に申請をし、その許可を得ることにより、納

税の猶予を受けることができる 

３ 予定納税の減額 

所得税の予定納税をされる方が災害により損失を受けた場合、税務署長に申請するこ

とにより、災害が発生した後に納期限の到来する予定納税について、減額を受けること

ができる 

４ 給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予など 

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、給与所得者が税務署長に申請（一定

のものについてはその支払者を経由して税務署長に申請）をすることにより所得金額の

見積額に応じて源泉所得税額の徴収猶予や還付を受けることができる 

５ 所得税の軽減 

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告で、（１）所得税法に定め

る雑損控除の方法、（２）災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有

利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができる 

※申請の期限など詳しいことについては、最寄りの税務署に確認が必要 

活用できる方 

１ 申告などの期限の延長については、災害によりその期限までに申告、納付などをするこ

とができないと認められる方を対象とする 

２ 納税の猶予については、納税者（源泉徴収義務者を含みます。）で災害により全積極財産

の概ね 1/5以上の損失を受けた方又は災害などにより被害を受けたことに基づき国税を

一時に納付することができないと認められる方を対象とする 

３ 予定納税の減額については、所得税の予定納税をされる方で災害により損失を受け、そ

の年の税額が前年より減少することが見込まれる方を対象とする 

４ 給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予については、災害による住宅や

家財の損害額がその住宅や家財の価額の 1/2以上で、かつ、その年分の所得金額の見積

額が 1,000万円以下である方などを対象とする 

５ 雑損控除については、災害により生活に通常必要な資産に損害を受けた方、災害に関連

してやむを得ない支出（災害関連支出）をした方を対象とする。また、所得税について

の災害減免法に定める税金の軽減免除については、損害額が住宅や家財の価額の 1/2以

上で、被害を受けた年分の所得金額が 1,000万円以下の方を対象とする 

お問い合わせ 八代税務署 
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法令- 8  医療保険、介護保険料の保険料等の減免・猶予 

支援の種類 減免・猶予 

支援の内容 

医療保険、介護保険の保険料等について、減免・猶予を講じるもの 

国民健康保険及び後期高齢者

医療制度の保険料等の減免・猶

予 

国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者につ

いて、保険料等の減免・猶予が講じられる場合がある 

健康保険料の納期限の延長・猶

予等 

健康保険料の納期限の延長・猶予等が講じられる場合が

ある 

介護保険料等の減免・猶予 介護保険料等の減免・猶予が講じられる場合がある 
 

活用できる方 災害等による収入の減少などの特別な理由により、保険料等の支払いが困難と認められる方 

お問い合わせ 総務課、福祉課、全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合 

 

 

法令- 9  生活保護 

支援の種類 給付、現物支給・現物貸与 

制度の内容 

１ 生活に現に困窮している方に、生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、困窮の程

度に応じて必要かつ最低限度の保護を行うもの 

２ 生活保護の受給にあたっては、各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼動

能力等の活用が前提となる。また、扶養義務者による扶養は保護に優先される 

３ 生活保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶

助及び葬祭扶助から構成される。医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う

現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付を原則とする 

４ 保護の基準は、厚生労働大臣が設定する 

 東京都区部等 地方郡部等 

３人世帯（33歳、29歳、4歳） 158,380円 129,910円 

高齢者単身世帯（68歳） 79,790円 64,480円 

高齢者夫婦世帯（68歳、65歳） 119,200円 96,330円 

母子世帯（30歳、４歳、２歳） 188,140円 158,170円 

（平成 27年 4月～） 

活用できる方 資産や能力等すべてを活用した上でも保護の基準を下回るもの 

お問い合わせ 熊本県、福祉課 
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法令- 10 放送受信料の免除 

支援の種類 減免・猶予（延長・金利の引き下げ含む） 

制度の内容 
１ 災害により被害を受けた受信契約者の放送受信料が一定期間免除されることがある 

２ 免除にあたっては、NHK が調査を実施した上で、免除の対象者を確定する 

活用できる方 
１ 受信契約の住所の建物が、半壊・半焼又は床上浸水以上程度の被害を受けた方 

２ このほか、災害による被害が長期間にわたる場合などに免除が実施されることがある 

お問い合わせ 日本放送協会 

 

 

法令- 11 公共料金・使用料等の特別措置 

支援の種類 減免・猶予（延長・金利の引き下げ含む） 

制度の内容 

１ 災害により被害を受けた被災者に対しては、都道府県や市町村において、各自治体が所

管する公共料金や施設使用料、保育料等を軽減・免除するもの 

２ 電気、ガス、電話料金等についても、各種料金の軽減・免除が実施されることがある 

活用できる方 対象者については、熊本県、氷川町、関係事業者が定める 

お問い合わせ 熊本県、関係各課、関係事業者 
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法令- 12 未払賃金立替払制度 

支援の種類 立替（債権者向け・債務者向け） 

制度の内容 

１ 企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を、

独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払うもの 

２ 対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の６カ月前から立替払請求日の前日までに

支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち未払となっているもの（上限有り）。

ボーナスは立替払の対象とはならない。また、未払賃金の総額が２万円未満の場合も対

象とはならない。 

３ 立替払した場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構がその分の賃金債権を代位取得し、

本来の支払責任者である使用者に求償する 

活用できる方 

次に掲げる要件を満たしている場合は立替払を受けることができる 

１ 使用者が、 

(１)労災保険の適用事業に該当する事業を行っていたこと 

(２)１年以上事業活動を行っていたこと 

(３)①法律上の倒産（破産、特別清算、民事再生、会社更生の場合）をしたこと 

この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要がある 

②事実上の倒産（中小企業が事業活動を停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能

力がない場合）をしたこと 

この場合は、労働基準監督署長の認定が必要である 

２ 労働者が、倒産について裁判所への申立て等（法律上の倒産の場合）又は労働基準監督

署への認定申請（事実上の倒産の場合）が行われた日の６カ月前の日から２年の間に退

職した者であること 

お問い合わせ 労働基準監督署、独立行政法人労働者健康福祉機構 
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法令- 13 雇用保険の失業等給付 

支援の種類 給付・還付 

制度の内容 

１ 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合等に、生活及び雇用の安定並びに就職

の促進のために、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付を一定の要

件を満たした方に支給するもの 

２ 災害により雇用される事業所が休業することとなったため、一時的な離職を余儀なくさ

れた方に、雇用保険の基本手当を支給する特例措置を実施する 

活用できる方 

災害救助法の適用を受ける市町村に所在する事業所に雇用される方で、事業所が災害を受け、

やむを得ず休業することとなったため、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再

雇用されることが予定されている方が対象 

お問い合わせ 公共職業安定所 

 

 

法令- 14 公営住宅への入居 

支援の種類 現物支給・現物貸与 

制度の内容 

１ 低所得の被災者の方は、都道府県又は市町村が整備する公営住宅に入居することができ

るもの 

２ 公営住宅の家賃は収入に応じて設定されますが、必要があると認められる場合は、一定

期間、家賃が減免されることがある 

活用できる方 

１ 以下の要件を満たす方が対象 

(１) 住宅困窮要件：災害によって住宅を失い、現に住宅に困窮していることが明らかな方 

(２) 同居親族要件：現に同居し、又は同居しようとする親族がある方 

(３) 入居収入基準：21万４千円以下（災害発生日から３年を経過した後は 15万８千円） 

被災市街地復興推進地域に指定された地域では、同居親族要件、入居収入基準はない 

※公営住宅に入居できる世帯の資格要件については、公営住宅を整備する地方公共団体（都道府

県、市町村）で別に定める場合がある 

お問い合わせ 熊本県、建設下水道課 

 

 

法令- 15 特定優良賃貸住宅等への入居 

支援の種類 現物支給・現物貸与 

制度の内容 
被災者の方は、都道府県、市町村、地方住宅供給公社、民間土地所有者等が整備する特定優

良賃貸住宅等に入居することができるもの 

活用できる方 

災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが

適当である者として都道府県知事が認めるもの（48万７千円以下で当該都道府県知事が定め

る額以下の所得のある者（15万８千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見

込まれる者）に限る） 

お問い合わせ 熊本県、建設下水道課 
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法令- 16 職場適応訓練費の支給 

支援の種類 給付・還付 

制度の内容 

１ 職場適応訓練を実施する事業主に対して訓練費を支給。また、訓練生に対して訓練手当

などを支給するもの 

２ 事業主は、訓練費として職場適応訓練生 1人につき 24,000円/月（重度の障害者 25,000

円/月）が支給される。短期の職場適応訓練については、960円/日（重度の障害者 1,000

円/日） 

３ 訓練期間は、６カ月（中小企業及び重度の障害者に係る訓練等１年）以内とする。短期

の職場適応訓練については、２週間（重度の障害者に係る訓練４週間）以内 

活用できる方 

職場適応訓練は、激甚な災害を受けた地域において就業していて、災害により離職を余儀な

くされた方などであって、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当である

と公共職業安定所長が認める者を、次の（１）から（５）に該当する事業主に委託して行う 

（１）職場適応訓練を行う設備があること 

（２）指導員としての適当な従業員がいること 

（３）労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入し、又はこれらと

同様の職員共済制度を保有していること 

（４）労働基準法及び労働安全衛生法の規定する安全衛生その他の作業条件が整備されてい

ること 

（５）職場適応訓練修了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること 

お問い合わせ 公共職業安定所又は都道府県労働局 
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法令- 17 恩給担保貸付 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

１ 恩給等を担保に、教育費や居住関係費、事業資金等を融資するもの 

２ 貸付限度額等は次のとおり 

貸付限度額 

恩給 250万円以内、ただし恩給の年額の３年分以内 

共済 

年金 

250 万円以内、ただし共済年金の年額の 2.8 年分以内

（生活費は 100万円以内） 

対 象 経 費 住宅などの資金や事業資金 

保 証 人 等 恩給等の証書を預けると共に、１名以上の連帯保証人が必要 

※１ 金利については株式会社日本政策金融公庫に確認 

※２ 共済年金による融資の貸付限度額は、年額の１年分以内まで毎年 0.2 年分ずつ段階的

に引き下げを行う。 

活用できる方 恩給等の受給者の方を対象とする 

お問い合わせ 株式会社日本政策金融公庫 各支店 

 

 

法令- 18 小・中学生の就学援助措置 

支援の種類 給付・還付 

制度の内容 
被災により、就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、就学に必要な学用品費、新入学用

品費、通学費、校外活動費、学校給食費等を援助するもの 

活用できる方 
被災により、就学が困難となった児童・生徒の保護者。 

また、避難をされている方。 

お問い合わせ 熊本県、教育委員会、学校 

 

 

法令- 19 幼稚園への就園奨励事業 

支援の種類 減免・猶予（延長・金利の引き下げ含む） 

制度の内容 保護者の所得状況に応じて、幼稚園の入園料・保育料を軽減する 

活用できる方 幼稚園に通う園児の保護者（避難をされている方も、この制度を活用することができる） 

お問い合わせ 熊本県、教育委員会、幼稚園 
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法令- 20 特別支援学校等への就学奨励事業 

支援の種類 給付・還付、現物支給・現物貸与 

制度の内容 
被災により、特別支援学校等への就学支援が必要となった幼児、児童又は生徒の保護者を対

象に、通学費、学用品費を援助する 

活用できる方 
被災により新たに特別支援教育就学奨励費事業の対象となった世帯及び支弁区分が変更とな

った世帯 

お問い合わせ 熊本県、教育委員会、学校 

 

 

法令- 21 大学等授業料等減免措置 

支援の種類 減免・猶予（延長・金利の引き下げ含む） 

制度の内容 

災害により、家計が急変した等の理由により授業料等の納付が困難な学生を対象に、各学校

（大学、短期大学、大学院、高等専門学校）において授業料等の減額、免除を行う 

※具体的な基準や減免額などは、学校ごとに異なる 

活用できる方 各大学等において、減免等を必要とすると認める方 

お問い合わせ 在籍する各学校（授業料担当窓口） 

 

 

法令- 22 国の教育ローン 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

１ 災害により被害を受けた方に対して教育ローンを融資する 

２ 貸付限度額等は次のとおり 

貸付限度額 学生・生徒１人あたり 300万円以内 

対象経費 学校納付金、受験にかかった費用、教科書代、定期代、下宿代等 

保全 （公財）教育資金融資保証基金 

※金利については株式会社日本政策金融公庫に確認のこと。 

活用できる方 世帯の年収（所得）に関する上限額の設定（所得制限）あり 

お問い合わせ 株式会社日本政策金融公庫 国のローンコールセンター 電話 0570-008-656 

 

 

法令- 23 職業訓練 

支援の種類 給付・還付、サービス 

制度の内容 

１ 災害により離職した者が、再就職のための技能や知識を身につける必要がある場合、無

料で職業訓練が受けられる。 

２ また、一定の要件を満たす場合、訓練期間中の生活を支援するための給付費が支給され

る制度もある 

活用できる方 

災害により離職した者が、再就職のための職業訓練を受けて技能や知識を身につけることが

必要、その職業を受けるために必要な能力等を有するなどの要件を満たして、公共職業安定

所長の受講あっせんを受けた者を対象とする 

お問い合わせ 公共職業安定所 
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法令- 24 職業転換給付金（広域求職活動費、移転費、訓練手当）の支給 

支援の種類 給付・還付 

制度の内容 

１ 就職が困難な失業者などの再就職の促進を図るため、ハローワークの紹介により広域に

渡る求職活動を行う場合や、就職または公共職業訓練を受講するために住所を移転する

場合にその費用の一部が支給される 

  また、訓練を行っている期間については訓練手当が支給される 

（１）広域求職活動費 

ハローワークを通じて広域の求職活動を行う場合に広域求職活動費（交通費実費、宿泊

料）を支給 

（２）移転費 

就職又は公共職業訓練を受講するために住所を移転する場合に、移転費（交通費実費、

移転料、着後手当）を支給 

（３）訓練手当 

  ハローワークの所長の指示により職業訓練を受講する場合に訓練手当を支給。 

 ・基本手当 日額 3,530円～4,310円 

 ・受講手当 日額 500円（40日を限度） 

 ・通所手当 月額 42,500円まで 

 ・寄宿手当 月額 10,700円 

※その他、就職が困難な失業者等を作業環境に適応させる職場適応訓練を実施した事業主に

対して職場適応訓練費が支給される 

活用できる方 激甚な災害を受けた地域において就業していて災害により離職を余儀なくされた方など 

お問い合わせ 
公共職業安定所など 

公共職業安定所又は熊本県労働局、熊本県 

 

 

法令- 25 法的トラブル等に関する情報提供 

支援の種類 サービス 

制度の内容 

全国の日本司法支援センター（法テラス）地方事務所や全国統一窓口である法テラス・サポ

ートダイヤル等において、利用者から面談、電話等によって問い合わせを受け付け、その内

容に応じて、法的トラブルの解決に役立つ法制度や適切な窓口を無料で案内する 

活用できる方 利用に際して制限なし（法的トラブルかどうかわからない方も、問い合わせ可能） 

お問い合わせ 

１ 法テラス・サポートダイヤルについては、０５７０-０７８３７４
お な や み な し

 

２ 法テラス各地方事務所については、法テラス・ホームページ 

 （http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html）を確認のこと 
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法令- 26 弁護士費用の立替等に係る民事法律扶助制度 

支援の種類 サービス、立替（債権者向け・債務者向け） 

制度の内容 

日本司法支援センター（法テラス）では、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったと

きに、次の援助を行う 

１ 弁護士又は司法書士による無料法律相談（「法律相談援助」） 

２ 裁判所における民事・家事及び行政事件に関する手続又はそれに先立つ示談交渉等にお

ける弁護士又は司法書士費用（着手金・実費等）の立替（「代理援助」） 

３ 裁判所に提出する書類の作成における司法書士又は弁護士費用（報酬・実費等）の立替

え（「書類作成援助」） 

活用できる方 

次の要件を満たしている場合に援助を受けることが可能 

※法律相談援助の場合は（１）と（３）、代理援助と書類作成援助の場合は（１）から（３）

のいずれも満たす必要がある 

（１）資力が一定額以下であること 

   夫婦間の紛争の場合を除き、原則として、配偶者の収入・資産を加算した金額で判断

する 

① 月収が一定額以下であること 

単身者   182,000円以下（200,200円以下） 

２人家族  251,000円以下（276,100円以下） 

３人家族  272,000円以下（299,200円以下） 

４人家族  299,000円以下（328,900円以下） 

※（ ）内は、東京、大阪などの大都市の基準 

※５人家族以上は、１人増につき30,000円（33,000円）が加算 

※医療費、教育費などの出費がある場合は、相当額が控除 

※家賃・住宅ローンを負担している場合は、上記収入基準に下記の限度内でその全額が

加算（東京都特別区については、別途定めあり） 

単身者 ／41,000円  ２人家族／53,000円 

３人家族／66,000円  ４人家族以上／71,000円 

② 保有資産が一定額以下であること 

現金、預貯金、有価証券、不動産（自宅と係争物件を除く）などの保有資産の価値を合

計して（法律相談援助の場合は、現金と預貯金のみの合計）、次の基準を満たすこと必

要   

単身者／180万円以下  ２人家族／250万円以下 

３人家族／270万円以下 ４人家族／300万円以下 

 ※３カ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は控除 

（２）勝訴の見込みがないとはいえないこと 

   和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込み

があるものなども含む 

（３）民事法律扶助の趣旨に適すること 

   報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合

などは援助できない 

お問い合わせ 

１ 法テラス・サポートダイヤルについては、０５７０-０７８３７４
お な や み な し

 

２ 法テラス各地方事務所については、法テラス・ホームページ 

 （http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html）を確認のこと 
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法令- 27 民事調停の申立手数料の免除 

支援の種類 減免・猶予（延長・金利の引き下げ含む） 

制度の内容 
１ 民事調停の申立手数料を免除 

２ 特定非常災害に起因する民事に関する紛争に限られる 

活用できる方 被災地に、特定非常災害発生日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた方 

お問い合わせ 最寄りの裁判所 

 

 

法令- 28 災害弔慰金 

支援の種類 給付・還付 

制度の内容 

１  災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、

災害弔慰金を支給する 

２  災害弔慰金の支給額は次のとおり 

（１）生計維持者が死亡した場合：５００万円を超えない範囲内で支給 

（２）その他の者が死亡した場合：２５０万円を超えない範囲内で支給 

活用できる方 

１  災害により死亡した方（お住まいの市町村に住民登録のある方、外国人登録がある方）

の遺族 

２  支給の範囲・順位は、 

  死亡した方の（１）配偶者、（２）子、（３）父母、（４）孫、（５）祖父母 

対象災害 

次の各号のいずれかに規定する災害 

（１）町内で５世帯以上の住宅が滅失した災害 

（２）県内で災害救助法による救助が行われた災害 

（３）前２号と同等の災害と認められる特別の事情がある場合で、厚生労働大臣が特に定

める災害 

国、県の助成 要する費用につき、その 3/4を補助する（国 1/2､県 1/4） 

お問い合わせ 福祉課 
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法令- 29 災害援護資金（災害弔慰金の支給等に関する法律） 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法

律に基づき、生活の再建に必要な資金の貸し付けを行う。貸付限度額等は次のとおり 

貸付限度額 

（１）世帯主に１カ月以上の負傷がある場合 

①当該負傷のみ...........................150 万円 

②家財の３分の１以上の損害...............250 万円 

③住居の半壊.............................270 万円 

（350万円） 

④住居の全壊.............................350 万円 

（２）世帯主に１カ月以上の負傷がない場合 

①家財の３分の１以上の損害...............150 万円 

②住居の半壊.............................170 万円 

（250万円） 

③住居の全壊（エの場合を除く）...........250 万円 

（350万円） 

④住居の全体の滅失又は流失...............350 万円 

※カッコ内の金額は、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特

別の事情がある場合 

貸 付 利 率 年３％（据置期間中は無利子） 

据 置 期 間 ３年以内（特別の場合５年） 

償 還 期 間 10年以内（据置期間を含む） 
 

活用できる方 

以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主を対象とする 

（１）世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね１カ月以上 

（２）家財の 1/3以上の損害 

（３）住居の半壊又は全壊・流出 

なお、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲

渡所得金額、短期譲渡所得金額、商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額が、同一の世

帯に属する者の人数により下記の限度額であること。ただし、その世帯の住居が滅失した場

合 1,270万円 

世 帯 人 員 町民税における前年の総所得金額 

１人 220万円 

２人 430万円 

３人 620万円 

４人 730万円 

５人以上 
１人増すごとに 730万円に 30万円を加えた額。 

ただし、住居が滅失した場合は 1,270万円とします。 
 

対象災害 県内で災害救助法による救助が行われた自然災害 

県の助成 町が貸付の財源として必要とする金額に該当する金額に貸し付ける 

お問い合わせ 福祉課 
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法令- 30 災害援護金の支給 

支援の種類 給付・還付 

制度の内容 

災害義援金は日本赤十字社や県など、受け入れ窓口が全国の有志から義援金を受け付け集金

した後、各被災地（赤十字社の場合各被災都道府県）に設置された義援金配分委員会に送金

される。そののち、委員会の決定に基づき、管下の配分対象市町村へ義援金が送金される。 

そののちに被災者からの申請に基づき、各市町村から義援金が届けられる構図になっている。 

活用できる方 

とその金額例 

災害義援金は義援金の額や状況によって左右されるので都度対応が変化する。 

平成 28年熊本地震の際に、熊本市が定めたものを参考例示する。 

１ 災害により以下の被害を受けた方と市の義援金配分金額例 

 

 

 

１） 人的被害（死亡者） 

２） 人的被害(重傷者) 

３） 住家被害（全壊） 

４） 住家被害（大規模半壊） 

５） 住家被害（半壊） 

６） 住家被害（一部損壊（修理 100万以上） 

７） 一部損壊（非課税） 

８） 一部損壊（ひとり親） 

９）  

（２）自然災害により住家が半壊（焼）したとき  

（３）自然災害により住家が床上浸水したとき  

（４）自然災害による死亡者及び行方不明者が生じたとき 

 

（但し、法に基づく災害弔慰金の支給対象となった死亡者及び行方不明者を除く） 

（５）自然災害により負傷者（重傷）が生じたとき 

対象災害 災害義援金の募集が行われる規模の災害 

お問い合わせ 福祉課 
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法令- 31 熊本県災害障害見舞金 

支援の種類 給付・還付 

制度の内容 

熊本県に居住する者で、自然災害（災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82

号）（以下「法」という。）第２条に規定する災害（以下「自然災害」という。）によるり災者

に支給する 

 

被害程度 支給対象 金額 

自然災害により住家が全壊（焼）又は、流失した

とき  
１世帯当たり 10,000円 

自然災害により住家が半壊（焼）したとき  １世帯当たり 5,000円 

自然災害により住家が床上浸水したとき  １世帯当たり 5,000円 

自然災害による死亡者及び行方不明者が生じたと

き（但し、法に基づく災害弔慰金の支給対象とな

った死亡者及び行方不明者を除く）  

１人当たり 50,000円 

自然災害により負傷者（重傷）が生じたとき  １人当たり 5,000円 
 

活用できる方 

１ 災害により以下の被害を受けた方 

（１）自然災害により住家が全壊（焼）又は、流失したとき  

（２）自然災害により住家が半壊（焼）したとき  

（３）自然災害により住家が床上浸水したとき  

（４）自然災害による死亡者及び行方不明者が生じたとき 

（但し、法に基づく災害弔慰金の支給対象となった死亡者及び行方不明者を除く） 

（５）自然災害により負傷者（重傷）が生じたとき 

対象災害 
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずるこ

と（災害弔慰金の支給等に関する法律第２条に規定） 

お問い合わせ 熊本県 
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法令- 32 生活福祉資金貸付制度による貸付 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

１ 生活福祉資金は、金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者や要介護者のいる

世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けるもの 

２ 生活福祉資金には、災害を受けたことにより臨時に必要となる費用の貸付（福祉費）、災

害等によって緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合の小口の貸付（緊急小口

資金）がある。これらの貸付限度額等は次のとおり 

（１）福祉費 

貸 付 限 度 額 150万円（目安） 

貸 付 利 率 
連帯保証人を立てた場合：無利子 

連帯保証人を立てない場合：年 1.5％ 

据 置 期 間 ６カ月以内 

償 還 期 間 ７年以内（目安） 

（２）緊急小口資金 

貸 付 限 度 額 10万円 

貸 付 利 率 無利子 

据 置 期 間 ２カ月以内 

償 還 期 間 ８カ月以内 
 

活用できる方 
１ 低所得世帯 

２ 災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外 

お問い合わせ 熊本県、福祉課、氷川町社会福祉協議会 
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法令- 33 母子父子寡婦福祉資金貸付金 

支援の種類 融資 

支援の内容 

１ 母子父子寡婦福祉資金とは、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦を対象に、経済的な自立

と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けるもの 

２ 災害により被災した母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対しては、事業開始資金、事業

継続資金、 住宅資金の据置期間の延長、償還金の支払猶予などの特別措置を講じる 

３ 事業開始資金、事業継続資金、住宅資金については、貸し付けの日から２年を超えない

範囲で据置期間を延長できる 

活用できる方 

１ 母子父子福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象） 

（１）母子家庭の母（配偶者のない女子で現に児童を扶養している方） 

（２）父子家庭の父（配偶者のない男子で現に児童を扶養している方） 

（３）母子福祉団体（法人） 

（４）父母のいない児童（20歳未満） 

２ 寡婦福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象） 

（１）寡婦（かつて母子家庭の母であった者） 

（２）40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者 

お問い合わせ 町民課 

 

 

法令- 34 年金担保貸付、労災年金担保貸付 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

１ 恩給・共済年金、国民年金、厚生年金保険、労災年金等を担保に、教育費や居住関係費、

事業資金等を融資するもの 

２ 貸付限度額等は次のとおり 

貸 付 限 度 額 次のうち最も低い額 

・年金額の 1.0倍以内 

・各支払期の返済額の 15倍以内 

 （原則２年半で返済できる額） 

・250万円以内（一部の使途は 100万円以内） 

対 象 経 費 住宅などの資金や事業資金 

保 証 人 等 年金証書を預けるとともに、信用保証制度の加入または 

１名以上の連帯保証人が必要 

３ 金利については株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人福祉医療機構に確認が必要 

活用できる方 年金受給者の方が対象 

お問い合わせ 株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人福祉医療機構 
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法令- 35 被災者生活再建支援制度 

支援の種類 給付 

制度の内容 

１ 災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を

支給するもの 

２ 支給額は、下記の２つの支援金の合計額（最大 300万円）となる。 

 なお、世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額が 3/4とする 

（１）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

 住宅の被害程度 

全壊等 大規模半壊 

支 給 額 100万円以内 50万円 

（２）住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

 住宅の再建方法 

建設・購入 補修 賃借（公営住宅を除く） 

支 給 額 200万円 100万円 50万円 

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で

200（又は 100）万円とする 

活用できる方 

１ 住宅が全壊した世帯 

２ 住宅が半壊又は住宅の敷地被害により、やむを得ず解体した世帯 

３ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続することが見込ま

れる世帯 

４ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世

帯） 

※なお、被災時に現に居住していた世帯が対象となるため、空き家、別荘、他人に貸してい

る物件などは対象外 

適用災害 

１ 災害救助法に該当する（各市町村別に住宅の減失がある一定規模以上発生）被害が発生

した市町村における自然災害 

２ 10世帯以上の住宅が全壊した市町村における自然災害 

３ 100世帯以上の住宅が全壊した都道府県における自然災害 

４ １～３の区域に隣接し、５世帯以上の住宅が全壊した市における自然災害 

お問い合わせ 熊本県、福祉課 
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法令- 36 災害復興住宅融資（建設） 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

１ 自然災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「罹災証

明書」を交付されている方、住宅を建設する場合に受けられる融資 

※平成 21年６月 14日以前に罹災した場合は、住宅金融支援機構が指定した災害によ

り被害が生じた住宅の所有者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されてい

る方が住宅を取得する場合に受けられる融資 

２ 融資が受けられるのは、原則として１戸当たりの住宅部分の床面積が 13㎡以上 175㎡以

下の住宅 

３ 融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たす

ことが必要 

４ この融資は、融資の日から３年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると返

済期間を延長することができる 

 構造等 融資限度額 返済期間 

基本融資額 

耐火住宅 

準耐火住宅 

木造住宅（耐久性） 1,460万円 
35年 

木造住宅（一般） 25年 

特例加算額（一般分）   450万円 併せて利用する基本

融資額の返済期間と

同じ返済期間 

土地取得資金   970万円 

整地資金   390万円 

※金利については、独立行政法人住宅金融支援機構に確認が必要 

活用できる方 
本人が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を建設される方であって、住宅が「全

壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発行を受けた方が対象 

お問い合わせ 独立行政法人住宅金融支援機構 
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法令- 37 災害復興住宅融資（新築住宅購入、リ・ユース住宅（中古住宅）購入） 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

１ 自然災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「罹災証

明書」を交付されている方が、新築住宅、リ・ユース住宅（中古住宅）を購入する場合

に受けられる融資 

※平成 21年６月 14日以前に罹災した場合は、住宅金融支援機構が指定した災害によ

り被害が生じた住宅の所有者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されてい

る方が新築住宅、リ・ユース住宅を購入する場合に受けられる融資 

２ 融資が受けられるのは、原則として１戸当たりの住宅部分の床面積が 50㎡（マンション

の場合 30㎡）以上 175㎡以下の住宅（リ・ユースプラス住宅は 70㎡以上、リ・ユース

プラスマンションは 50㎡以上の住宅）で、一戸建ての場合は敷地面積が 100㎡以上であ

ることが必要 

３ 融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たす

ことが必要 

４ この融資は、融資の日から３年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると返

済期間を延長することができる 

（１）新築住宅の購入 

 構造等 融資限度額 返済期間 

基本融資額 

耐火住宅 

準耐火住宅 

木造住宅（耐久性） 2,430万円 
35年 

木造住宅（一般） 25年 

特例加算額   450万円 

併せて利用する基本

融資額の返済期間と

同じ返済期間 

 

（２）中古住宅の購入 

 
融資限度額 

リ・ユース リ・ユースプラス 

基本融資額 2,130万円 2,430 万円 

特例加算額   450万円   450万円 

 

建て方 種別 返済期間 

一戸建て等 
リ・ユース住宅 25年 

リ・ユースプラス住宅 35年 

マンション 
リ・ユースマンション 25年 

リ・ユースプラスマンション 35年 

※金利については独立行政法人住宅金融支援機構に確認が必要 

活用できる方 
本人が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を購入される方であって、住宅が「全

壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発行を受けた方が対象 

お問い合わせ 独立行政法人住宅金融支援機構 
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法令- 38 災害復興住宅融資（補修） 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

１ 自然災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「罹災証

明書」を交付されている方が、住宅を補修する場合に受けられる融資 

※平成 21年６月 14日以前に罹災した場合は、住宅金融支援機構が指定した災害によ

り被害が生じた住宅の所有者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されてい

る方が住宅を補修する場合に受けられる融資 

２ 融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たす

ことが必要 

３ この融資は、融資の日から１年間の元金据置期間を設定できる（ただし、返済期間は延

長できない） 

 融資限度額 返済期間 

基本融資額   640万円 20年 

整地資金 

  390万円 

併せて利用する基本

融資額の返済期間と

同じ返済期間 引方移転資金 

※金利については独立行政法人住宅金融支援機構に確認が必要 

活用できる方 
本人が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を補修される方で、住宅に 10万円以

上の被害を受け、「罹災証明書」の発行を受けた方が対象 

お問い合わせ 独立行政法人住宅金融支援機構 

 

 

法令- 39 住宅金融支援機構融資の返済方法の変更 

支援の種類 減免・猶予（延長・金利の引き下げ含む） 

制度の内容 

１ 独立行政法人住宅金融支援機構が指定する災害により被害を受けた返済中の被災者（旧

住宅金融公庫から融資を受けて返済中の被災者を含む）に対して、返済方法を変更する

ことにより被災者を支援するもの 

２ 支援の内容の概要は次のとおり 

（１）返済金の払込みの据置 ..............１～３年間 

（２）据置期間中の金利の引下げ.........0.5～1.5％の金利引下げ 

 ※フラット 35を除く 

（３）返済期間の延長 ....................１～３年 

３ 支援の内容は、災害発生前の収入額や災害発生後の収入予定額、自己資金額等を加味し

た「罹災割合」に応じて決定されるため、住宅金融支援機構又は取り扱いの金融機関に

相談が必要 

活用できる方 

以下のいずれかに該当する方が対象 

１ 地震、津波又は噴火により、借入金で取得した建物又は敷地が損害を受け、その復旧に

相当の自己資金が必要となり、そのため返済能力が著しく低下した方 

２ 大規模地震等（機構が定める地震、津波又は噴火）の場合に該当する対象者 

（１）融資住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方 

（２）債務者又は家族が死亡・負傷したために、著しく収入が減少した方 

（３）商品、農作物その他の事業財産又は勤務先が損害を受けたため、著しく収入が減少

した方 

お問い合わせ 独立行政法人住宅金融支援機構又はお取り扱いの金融機関 
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法令- 40 母子父子寡婦福祉資金の住宅資金 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

１ 災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付けるもの 

２ 貸付限度額等は、次のとおり 

貸付限度額 200万円以内 

貸 付 利 率 
連帯保証人を立てた場合：無利子 

連帯保証人を立てない場合：年 1.5％ 

据 置 期 間 
６カ月 

※貸付けの日から２年を超えない範囲内で延長することも可能 

償 還 期 間 ７年 
 

活用できる方 住宅が全壊・半壊、全焼・半焼、流出、床上浸水等の被害を受けた母子・寡婦世帯が対象 

お問い合わせ 熊本県、福祉課、氷川町社会福祉協議会 

 

 

法令- 41 宅地防災工事資金融資 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

１ 災害によって崩壊又は危険な状況にある宅地については、宅地造成等規制法、急傾斜地

の崩壊による災害の防止に関する法律、建築基準法に基づき、その所有者に改善勧告又

は改善命令が出される 

２ 改善勧告又は改善命令を受けた方に対して、のり面の保護、排水施設の設置、整地、擁

壁の設置（旧擁壁の除去を含む）の工事のための費用を融資するもの 

融資限度額 1,030万円又は工事費の９割のいずれか低い額 

償 還 期 間 15年以内 

※金利については独立行政法人住宅金融支援機構に確認が必要 

活用できる方 
宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、建築基準法に基づき、

改善勧告又は改善命令を受けた方を対象とする 

お問い合わせ 独立行政法人住宅金融支援機構又はお取り扱いの金融機関 
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法令- 42 地すべり等関連住宅融資 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

１ 地すべりや急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある家屋を移転したり、これに

代わるべき住宅を建設又は購入する場合に利用できるもの 

２ 融資の対象となる地すべり等関連住宅には主に次のタイプがある 

地すべり

関連住宅 

地すべり等防止法の規定による関連事業計画に基づいて移転される住宅部

分を有する家屋又は関連事業計画に基づいて除却される住宅部分を有する

家屋に代わるべきものとして新たに建設される住宅部分を有する家屋 

土砂災害

関連住宅 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定

による勧告に基づいて移転される住宅部分を有する家屋又は勧告に基づい

て除去される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建設さ

れる住宅部分を有する家屋 

密集市街地 

関連住宅 

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の規定による勧告

に基づいて除却される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新た

に建設、購入される住宅部分を有する家屋 

３ 融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たす

ことが必要 

 

融資限度額 

返済期間 移転資金 

又は 

建設資金 

土地取得資金 

建
設 

耐火住宅 

準耐火住宅 

木造住宅（耐久性） 1,460万円 970万円 
35年 

木造住宅（一般） 25年 

購
入 

新
築 

耐火住宅 

準耐火住宅 

木造住宅（耐久性） 2,430万円 
35年 

木造住宅（一般） 25年 

中
古 

リ・ユース住宅 
2,130万円 25年 

リ・ユースマンション 

リ・ユースプラス住宅 
2,430万円 35年 

リ・ユースプラスマンション 

※いずれの場合も、特例加算額 450万円の利用が可能。特例加算額の返済期間は、併せて利

用する融資の返済期間と同一になる 

※金利については独立行政法人住宅金融支援機構に確認が必要 

活用できる方 

関連事業計画または勧告に基づいて、住宅を移転又は除去する際の当該家屋の所有者、賃借

人又は居住者で、地方公共団体から移転等を要することを証明する書類の発行を受けた方を

対象とする 

お問い合わせ 独立行政法人住宅金融支援機構又はお取り扱いの金融機関 
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法令- 43 生活福祉資金貸付制度による貸付（住宅の補修等） 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

１ 災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付けます。 

２ 貸付限度額等は次のとおり 

貸 付 限 度 額 250万円以内（目安） 

貸 付 利 率 
連帯保証人を立てた場合：無利子 

連帯保証人を立てない場合：年 1.5％ 

据 置 期 間 ６カ月以内 

償 還 期 間 ７年以内（目安） 
 

対象者 
１ 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯が対象 

２ 災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外 

お問い合わせ 熊本県、福祉課、氷川町社会福祉協議会 
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法令- 44 天災融資制度 

支援の種類 融資 

制度の内容 

１ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づき、政令で

指定された天災によって被害を受けた農林漁業者に対して再生産に必要な低利の経営資

金を、被害を受けた農協等の組合に対しては事業資金をそれぞれ融資し、経営の安定化

を図るもの 

２ 天災融資制度の内容は次のとおり 

（天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法） 

融資限度額  

区分 

（１）又は（２）のうちどちらか低い金額 

（１）損失額の％ 
（２）万円 

個人 法人 

農業者 
果樹栽培者・家畜等飼養者 55   500 2,500 

一般農業者 45   200 2,000 

林業者 45   200 2,000 

漁業者 

漁具購入資金 80 5,000 5,000 

漁船建造・取得資金 80   500 2,500 

水産動植物養殖資金 50   500 2,500 

一般漁業者 50   200 2,000 

３ 被害が特に激甚である場合には、激甚災害法を適用する政令が制定されることにより、

通常の天災資金より貸付条件が緩和される 

（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律） 

融資限度額  

区分 

（１）又は（２）のうちどちらか低い金額 

（１）損失額の％ 
（２）万円 

個人 法人 

農業者 
果樹栽培者・家畜等飼養者 80   600 2,500 

一般農業者 60   250 2,000 

林業者 60   250 2,000 

漁業者 

漁具購入資金 80 5,000 5,000 

漁船建造・取得資金 80   600 2,500 

水産動植物養殖資金 60   600 2,500 

一般漁業者 60   250 2,500 

４ 貸付利率、償還期限は次のとおり 

資格者 貸付利率 償還期限 

（１）被害農林漁業者 
損失額が 30％未満 6.5％以内 ３年、４年、５年以内 

損失額が 30％以上 5.5％以内 ５年、６年以内 

（２）特別被害農林漁業者 3.0％以内 ６年以内 
 

活用できる方 

次の基準に該当する氷川町長の認定を受けた方を対象とする 

（１）被害農林漁業者 （２）特別被害農林漁業者 

① 農作物等の減収量が平年収穫量の 30％以

上でかつ損失額が平均農業収入の 10％以上 

② 樹体の損失額が 30％以上 

左のうち損失額が 50％以上 

① 林産物の流失等による損失額が、平年林業

収入の 10％以上 

② 林業施設の損失額が 50％以上 

左のうち損失額が 50％以上 

左のうち損失額が 70％以上 

① 水産物の流失等による損失額が、平年漁業

収入の 10％以上 

② 水産施設の損失額が 50％以上 

左のうち損失額が 50％以上 

左のうち損失額が 70％以上 
 

お問い合わせ 農業振興課 
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法令- 45 株式会社日本政策金融公庫による資金貸付 

支援の種類 融資 

制度の内容 

１ 株式会社日本政策金融公庫では、農林漁業者に対する各種の資金貸付を行っている 

（１）農林漁業セーフティネット資金：災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必

要な資金を融資するもの 

（２）農林漁業施設資金：災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金を融

資するもの 

（３）農業基盤整備資金：農地・牧野又はその保全・利用上必要な施設の復旧のための資

金を融資するもの 

（４）林業基盤整備資金：森林、林道等の復旧のための資金を融資するもの 

（５）漁業基盤整備資金・漁船資金：漁港、漁場施設や漁船の復旧の資金を融資するもの 

２ 上記のほかにも農林漁業者に対する資金貸し付けがあるため、各種貸付事業の詳細につ

いては、株式会社日本政策金融公庫に確認が必要 

活用できる方 農林漁業者 

お問い合わせ 株式会社日本政策金融公庫 

 

 

法令- 46 災害復旧貸付 

支援の種類 融資 

制度の内容 

１ 災害により直接的・間接的な被害を受けた中小企業者に対して、事業所復旧のための資

金を融資するもの 

２ 災害復旧資金貸し付けは、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫にお

いて、受け付けを行う 

３ 株式会社日本政策金融公庫の場合の貸付限度額等は次のとおり 

（１）国民生活事業 

貸付限度額 各貸付制度ごとの貸付限度額に３千万円を加えた額 

償 還 期 間 10年以内（うち２年以内の据置可能） 

 

（２）中小企業事業 

貸付限度額 １億５千万円以内 

償 還 期 間 10年以内（うち２年以内の据置可能） 

 

（３）株式会社商工組合中央金庫の場合の貸付限度額等は次のとおり 

貸付限度額 必要に応じ一般貸付枠を超える額 

償 還 期 間 
設備資金 10年以内（うち２年以内の据置可能） 

運転資金 10年以内（うち２年以内の据置可能） 

４ 株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫によって、貸付限度額や貸付条

件等が異なるため、詳しくは各社に確認が必要 

活用できる方 中小企業経営者、中小企業協同組合・振興組合等 

お問い合わせ 株式会社日本生活金融公庫、株式会社商工組合中央金庫 
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法令- 47 高度化事業（災害復旧貸付） 

支援の種類 融資 

制度の内容 

１ 大規模な災害により、既往の高度化資金貸付を受けて取得・設置した施設等が罹災し、

当該施設の復旧を図る場合又は施設等の復旧にあたって新たに高度化事業を行う場合

に、都道府県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が必要な資金を貸し付けるもの 

２ 支援の内容は、次のとおり 

貸 付 割 合 90％以内 

償 還 期 間 20年以内（うち３年以内の据置可能） 

貸 付 利 率 無利子 

３ 資本金や業種等の条件があるため、詳しくは熊本県に確認が必要 

活用できる方 

事業協同組合等であって、以下のいずれかに該当する場合を対象とする 

（１）既存の高度化資金貸付を受けて取得・設置した施設が罹災した場合 

（２）施設等の復旧にあたって新たに高度化事業を行う場合 

お問い合わせ 熊本県、独立行政法人中小企業基盤整備機構 

 

 

法令- 48 災害関係保証 

支援の種類 信用保証 

制度の内容 

１ 金融機関から事業の再建に必要な資金の借入を行う場合、信用保証協会が一般保証とは

別枠で保証する制度 

２ 融資額の全額を保証（100％）し、保証料率は概ね 0.7％～1.0％ 

３ 無担保８千万円、最大で２億８千万円まで一般保証とは別枠で利用可能 

活用できる方 
地震、津波等により直接被害を受けた方及び原発事故に係る警戒区域等の区域内の方を対象

とする 

お問い合わせ 信用保証協会 
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法令- 49 マル経融資 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

小規模事業者経営改善資金融資（通称：マル経融資）制度は、商工会議所・商工会・都道府

県商工会連合会（以下「商工会議所等」という。）の経営指導員が経営指導を行うことによっ

て日本政策金融公庫が無担保・無保証人・低利で融資を行う制度 

【通常枠】 

①貸付限度額 1,500万円 

②貸付金利 平成 25年 11月１日現在 1.60％（日本公庫基準金利から▲0.3％） 

（貸付期間、措置期間は震災対応特枠と同じ） 

活用できる方 

１.小規模事業者 

常時使用する従業員が 20 人以下（商業・サービス業の場合は５人以下）の法人・個人

事業主 

２.商工会議所等の経営指導を受けているなどの要件を満たしている方 

お問い合わせ 最寄りの商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会 

 

 

法令- 50 生活衛生改善貸付 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

生活衛生改善貸付制度は、生活衛生同業組合、組合が設立されていない場合は、都道府県生

活衛生営業指導センター（以下「生活衛生同業組合等」という。）の実施する経営指導を受け

ることによって日本政策金融公庫が無担保・無保証人・低利で融資を行う制度。 

①貸付限度額 1,500万円 

②貸付金利 平成 25年 11月１日現在 1.60％（日本公庫基準金利から▲0.3％） 

活用できる方 

１.小規模事業者 

常時使用する従業員が５人以下の法人・個人事業主 

２.生活衛生同業組合等の経営指導を受けているなどの要件を満たしている方 

お問い合わせ 
最寄りの生活衛生同業組合、組合が設立されていない場合は、都道府県生活衛生営業指導セ

ンター 

 

 

法令- 51 セーフティネット保証 

支援の種類 信用保証 

制度の内容 

１ 震災被害に限らず、業況が悪化している中小企業者が金融機関から経営の安定に必要な

資金の借入を行う場合、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証する制度 

２ 融資額の全額を保証（100％）し、保証料率は概ね 0.7％～1.0％ 

３ 無担保８千万円、最大で２億８千万円まで一般保証とは別枠で利用できる 

活用できる方 売上高の減少等、業況が悪化している業種の中小企業者が対象。 

お問い合わせ 各都道府県等の信用保証協会 
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協定- 1  締結協定一覧 

番号 種類 協定書名 
相手方及び 

施設名 
内容 締結日 担当課 

1 
災害

協定 

災害時における廃棄物の処

理等の支援活動に関する協

定 

㈳熊本県産業廃棄

物協会 
災害時に発生した廃棄物の処理 

平成 23年 

1月 20日 
町民課 

2 
災害 

協定 

大空町との災害時相互応援

協定 
北海道大空町 

災害時における被災者に対する

救護等の応援体制 

平成 24年 

8月 27日 
総務課 

3 
災害

協定 

氷川町における大規模な災

害時の応援に関する協定書 

国土交通省 

九州地方整備局 

大規模災害時の職員の応援に関

する協定 

平成 23年 

7月 19日 
総務課 

4 
災害

協定 

災害発生時における物資等

の緊急輸送にかかる協定書 

公益社団法人熊本

県トラック協会 
災害時における物資の緊急輸送 

平成 27年 

2月 16日 
総務課 

5 
消防

応援 
熊本県消防相互応援協定 

熊本県の市町村、

消防の一部事務組

合並びに消防を含

む一部事務組合及

び広域連合 

県内において火災その他の災害

が発生した場合に相互の消防力

を活用して、災害による被害を軽

減する 

平成 27年 

4月 1日 

施行 

総務課 

6 
消防

応援 

九州自動車道における消防

相互応援協定 

熊本市、八代市、

水俣市、宇城市、

合志市、和水町、

南関町、菊陽町、 

御船町、嘉島町、

益城町、甲佐町、

山都町、氷川町、

芦北町、津奈木町、

山江村、有明広域

行政事務組合、人

吉市下球磨消防組

合、水俣芦北広域

行政事務組合、八

代広域行政事務組

合、宇城広域連合、

菊池広域連合、上

益城消防組合 

熊本県内の九州自動車道、九州中

央自動車道および南九州自動車

道において災害が発生した場合

に、協定市町村の相互の消防力を

活用して、災害による被害を軽減

する。 

平成 27年 

4月 1日 

施行 

総務課 

7 
災害

協定 

災害時における飲料供給に

関する協定書 

サントリービバレ

ッジ（株） 
災害時における飲料の供給 

平成 22年  

5月 1日 
総務課 

8 
災害 

協定 

災害時における物資供給に

関する協定書 

NPO法人コメリ災

害対策センター 
災害時における物資の供給 

平成 23年 

7月 27日 
総務課 

9 
災害

協定 

災害発生時における氷川町

と氷川町関係郵便局の協力

に関する協定 

日本郵便部式会社 

宮原郵便局 

竜北郵便局 

八代郵便局 

緊急車両等としての車両の提供、

避難先リスト等の情報の相互提

供、広報活動、災害特別事務取扱

及び援護対策、道路損傷状況の報

告、避難所における郵便取扱、そ

の他 

平成 27年 

11月 1日 
総務課 

10 
災害

協定 

災害により損壊した建築物

等の解体撤去の支援に関す

る協定 

㈳熊本県解体工事

業協会 

災害により被災した建築物の解

体撤去 

平成 30年 

9月 4日 
町民課 

11 
災害

協定 

災害時における廃棄物の収

集運搬等の支援に関する協

定 

熊本県清掃事業協

議会 

災害時における廃棄物の収集運

搬 

平成 30年 

12月 14日 
町民課 

12 
災害

協定 

氷川町地区災害復旧に関す

る協定 

九州電力送配電

（株）八代配電事

業所 

災害・気象・停電・道路情報共有

災害復旧・電力復旧 

 

 

 

令和元年 

11月 11日 
総務課 
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番号 種類 協定書名 
相手方及び 

施設名 
内容 締結日 担当課 

13 
災害

協定 

災害時レンタル機材の提供

に関する協定 
（株）アクティオ レンタル機材の優先有償提供 

令和２年 

２月 14日 
総務課 

14 
災害

協定 

災害にかかる情報発信等に

関する協定 
ヤフー（株） 災害情報のメールなどの発信 

令和２年 

３月 26日 
総務課 

15 
災害

協定 

災害時における地図製品等

の供給等に関する協定 
（株）ゼンリン 

住宅地図、広域図、住宅地図イン

ターネット配信サービスの提供 

令和 2年 

12月 16日 
総務課 

16 
災害

協定 

災害時における応急対策活

動に関する協定書 

氷川町建設業協会

18社 
災害時における応急対策活動 

令和 3年 

4月 1日 
総務課 

17 
災害

協定 

災害時における物資供給に

関する協定 
（株）ナフコ 災害時における支援物資の調達 

令和 3年 

4月 1日 
総務課 

18 
災害

協定 

熊本県町村災害時相互応援

に関する協定 
熊本県町村会 

単独では応急の復旧及び復興対

策ができない場合の相互応援 

令和 3年 

5月 19日 
総務課 
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県の報告様式- 1 

様式第１号 

災 害 情 報                          

災害の種別       災害発生日時  

災害発生場所  （グリッド番号）  

発 信 機 関       受 信 機 関       

発 信 者       受 信 者       

発 信 時 刻              月   日   時   分 

 
 

受 

 

信 

 

事 

 

項 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

処 

 

理 

 

事 

 

項 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

（注 意） 
 災害情報は、次の事項に留意して報告し、又は報告を受けること。 
１ 人的被害については、その被害の概要（発生日時、場所、被害の原因・状況・消防機関等の出動等）

を記載するとともに、死者・行方不明者・重傷者・軽傷者等人的被害を受けた個人ごとにそれぞれ 
住所、氏名、年齢、性別を記載のこと。 

２ 住家被害については、その被害の概要（発生日時、場所、被害の原因・状況・消防機関の出動等）を
記載するとともに、被害棟数、世帯数、人数を記載すること。 

３ 道路の規制状況については、規制の場所、被害の原因を記載すること。 
４ 河川、海岸、溜池の護岸堤防、ダム等その他公共施設の危険状況・防災活動状況。 
５ 住民の避難について、自主避難・避難指示等の別、地区名、世帯数、人員、避難場所及び避難の原因
  等について記載すること。 

資料編 第７部 様式一覧 



 

206 

 

県の報告様式- 2 
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県の報告様式- 3 
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県の報告様式- 4 
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県の報告様式- 5 
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災害救助法の様式 
 

 

 

 

 

 

 

災害救助法の様式番号は、国の様式と番号を合わせている。 

そのため、国の様式で「削除扱い」となっている「様式-4」

は存在していない。 
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災害救助法の様式- 1  被害状況調 

被 害 状 況 調  

 

法適用市町村名 

被害の状況 
○○市 ○○町 ○○村 計 

人 

的 

被 

害 

死 者     

行 方 不 明     

負 
 

傷 

重 症     

軽 症     

小 計     

計     

住

家

の

被

害

 

棟 
 
 

数 

全 壊 ・ 全 焼 又 は 流 出     

半 壊 又 は 半 焼     

一 部 破 損     

床 上 浸 水     

床 下 浸 水     

世

帯

数

及

び

人

員

 

全壊、全焼又

は流失 

世帯     

人員     

半壊又は半

焼 

世帯     

人員     

一部破損 
世帯     

人員     

床 上 浸 水 
世帯     

人員     

床 下 浸 水 
世帯     

人員     

災 害 発 生 年 月 日     

 

※１．負傷のうち「重症」とは、１月以上の治療を要する見込みのものとし、「軽症」とは、１月未満で治療でき

る見込みのものとするが、その区分が把握できない場合は、負傷欄の小計をもって報告すること。 

２．「棟」とは、一つの独立した建物をいう。なお母屋に付着している風呂場、便所等は母屋に含めて１棟とす

るが、２つ以上の棟が渡廊下等で接続している場合には２棟とすること。 

３．「一部破損」とは、住家の損壊程度が、半壊に達しない程度のものとすること。 

４．「床下浸水」とは、住家が床上浸水に達しない程度のものとすること。 

５．住家の被害のうち「棟数」及び「一部破損」は「決定報告」を除き、指示した場合に限り報告すること。 
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災害救助法の様式- 2  災害救助費概算額調 

災 害 救 助 費 概 算 額 調  

 

種 目 別 区 分 員 数 単 価 金 額 備 考 

1 救 助 費   円 円  

（1）収 容 施 設 供 与 費      

避 難 所 設 置 費  延   人    

応 急 仮 設 住 宅 設 置 費 戸    

（2）炊出しその他による食品給与費  延   人    

（3）飲 料 水 供 給 費  延   人    

（4）被服寝具その他生活必需品給(貸)与費 世帯    

（5）医 療 及 び 助 産 費  延   人    

医 療 費 延   人    

助 産 費 延   人    

（6）災 害 に か か っ た 者 の 救 出 費  人    

（7）住 宅 の 応 急 修 理 費  世帯    

（8）生 業 資 金 の 貸 与 費  世帯    

（9）学 用 品 の 給 与 費  人    

小 学 校 児 童  人    

中 学 校 生 徒  人    

(10）埋 葬 費 体    

大 人 体    

小 人 体    

(11) 死 体 の 捜 索 費  体    

(12) 死 体 の 処 理 費  体    

(13) 障 害 物 の 除 去 費  世帯    

(14) 輸 送 費     

(15) 人 夫 賃     

2 実 費 弁 償 費 人    

3 扶 助 金 件    

4 損 失 補 償 費 件    

5 法 第 3 4 条 の 補 償 費      

6 法第 35 条の求償に対する支払費      

合 計     
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災害救助法の様式- 3  市町村別被災世帯状況調 

市 町 村 別 被 災 世 帯 状 況 調  

 

              （救助の種目名）  

市町村 

 

区 分 

 

 

市町村 

民税課 

税状況  

被災 

世帯 

総数 

被 災 世 帯 内 訳  
基準

対象

数 

 

（Ａ

×割

合） 

Ｂ
－
Ａ 

救 助 対 象 世 帯  

救
助
対
象
外
世
帯 

被

保

護

世

帯 

身

障

世

帯 

老

人

世

帯 

母

子

世

帯 

要

保

護

世

帯 

そ
の
他
の
世
帯 

計 

Ａ Ｂ 

○○市 

非課税            

課
税 

均等割            

所得割            

計           ％ 

○○市 

非課税            

課
税 

均等割            

所得割            

計           ％ 

○○市 

非課税            

課
税 

均等割            

所得割            

計           ％ 

○○市 

非課税            

課
税 

均等割            

所得割            

計           ％ 

○○市 

非課税            

課
税 

均等割            

所得割            

計           ％ 

○○市 

非課税            

課
税 

均等割            

所得割            

計           ％ 

計 

非課税            

課
税 

均等割            

所得割            

計           ％ 
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災害救助法の様式- 4  年度災害救助基金報告書 

年 度 災 害 救 助 基 金 報 告 書  

 

都道府県  

概 
 
 
 
 
 
 
 

況 

災害救助基金現在高 

(平成 年 4月 1日)         
Ａ 円 備  考 

当該年度における災害救助基金最少額             Ｂ 円  

差引過△不足額        Ａ－Ｂ＝Ｃ 円  

当 該 年 度 要 積 立 額           Ｄ 円  

当 該 年 度 積 立 予 定 額           Ｅ 円  

災
害
救
助
基
金
運
用
状
況 

（
災
害
救
助
基
金
現
在
高
内
訳
） 

法 第 41 条 第 1 号 の 方 法 円  

同   条 第 2 号 の 方 法  円  

同   条 第 3 号 の 方 法 円  

計 円  

前

年

度

決

算

状

況

 

災害救助基金現在高 

(平成 年 4月 1日)         
Ｆ 円  

災 害 救 助 基 金 最 少 額              Ｇ 円  

差引過△不足額(F-G)             Ｈ 円  

要 積 立 額             Ｉ 円  

積  立  額      Ｊ 円  

支  出  額             Ｋ 円  

応 急 仮 設 住 宅  

払 下 収 入 金 

基 金 繰 入 額 円  

そ の 他 円  

生 業 資 金 

返 還 額 

基 金 繰 入 額 円  

そ の 他 円  

 

※「前年度決算状況」の各欄のうち、額が確定していないものについては、見込額とすること。 
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災害救助法の様式- 5  救助の種目別物資受払状況 

救 助 の 種 目 別 物 資 受 払 状 況  

市町村名   氷 川 町   

 

※１．「摘要」欄に購入又は受払入及び払出先を記入すること。 

２．「備考」欄に購入単位及び購入金額を記入すること。 

３．各救助の種目別最終行欄に受、払、残の計及びそれぞれの金額を明らかにすること。 

なお、物資等において、都道府県よりの受入分及び市町村調達分がある場合には、それぞれの別に受、払、

残の計及びそれぞれの金額を明らかにしておくこと。 

４．救護班による場合には、救護班ごとに救護業務従事期間中における品目ごとに使用状況を記入すること。 

なお「備考」欄に払高数量（使用数量）に対する金額を記入すること。 

救 助 の 種 目 別 年月日 品 目 単位呼称 摘 要 受 払 残 備 考 

         

避難所用         

         

炊き出しその他に         

よる食品給与用         

         

給水用機械器具         

燃料         

浄水用薬品資材         

         

被服・寝具等         

         

医薬品衛生材料         

         

被災者救出用         

機械器具燃料         

         

燃料及び消耗品         
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災害救助法の様式- 6  避難所設置及び収容状況 

避 難 所 設 置 及 び 収 容 状 況  

市町村名   氷 川 町   

 

※１．「種別」欄は、既存建物、野外仮設、天幕の別に記入すること。 

２．物品の使用状況は、開設期間中に使用した品目別、使用数量を記入すること。 

３．他市町村の住民を収容したときは、その住所、氏名及び収容期間を「備考」欄に記入すること。 

避 難 所 の 名 称 種 別 開 設 期 間 実人員 延 人 員 
物 品 使 用 状 況 

実 支 出 額 備 考 
品 名 数 量 

  
  月  日 

～  月  日 人 人 
    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

計         
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災害救助法の様式- 7  応急仮設住宅台帳 

応 急 仮 設 住 宅 台 帳  

市町村名   氷 川 町   

 

※１．「応急仮設住宅番号」欄は、応急仮設住宅に付した番号とし、設置個所を明らかにした簡単な図面を作成し

添付すること。 

２．「家族数」欄は、入居時における世帯主を含めての人員数を記入すること。 

３．「所在地」欄は、応急仮設住宅を建設したところの住所を記入すること。 

４．「構造区分」は、木造住宅、プレハブ住宅の別を記入すること。 

５．「敷地区分」欄は、公私有別とし、有無償の別をも明らかにすること。 

６．「備考」欄には、入居後における経過を明らかにしておくこと。 

応 急 仮 設 

住 宅 番 号 
世帯主氏名 

家族

数 
所 在 地 

構造 

区分 
面 積 

敷 地 

区 分 

着 工 

月 日 

竣 工 

月 日 

入 居 

月 日 
実支出額 備 考 

  
人   

 
 

月  日 月  日 月  日 円 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

計 世帯           
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災害救助法の様式- 8  炊出し給与状況 

炊 出 し 給 与 状 況  

市町村名   氷 川 町   

 

※「備考」欄は、給食内容を記入すること。 

炊 出 し 場 の   月   日   月   日 
合 計 

実 支 出 額 
備 考 

名 称 朝 昼 夜 朝 昼 夜 円 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

計          
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災害救助法の様式- 9  飲料水の供給簿 

飲 料 水 の 供 給 簿  

市町村名   氷 川 町   

 

※１．給水用機械器具は借上費の有償、無償の別を問わず作成するものとし、有償による倍にのみ「金額」欄に

額を記入すること。 

２．「修繕の概要」欄には、修繕の原因及び主要な修繕個所を記入すること。 

供給 

月日 

対 象 

人 員 

給 水 用 機 械 器 具 

実 支 

出 額 
備 考 

名 称 

借 上 修 繕 

燃料費 
数 量 所 有 者 金 額 

修 繕 

月 日 
修繕費 

修 繕 の 

概 要 

 
人 

   
円 月 日 円 

 
円 円 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

計            
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災害救助法の様式- 10 物資の給与状況 

物 資 の 給 与 状 況  

市町村名   氷 川 町   

 

災害救助物資として上記のとおり給与したことに相違なし 

令和  年  月  日 

給与責任者  氏名           印 

 

※１．住家の被害程度に、全壊（焼）流失又は半壊（焼）床上浸水の別を記入すること。 

２．受領年月日に、その世帯に対して最後に給与された物資の受領年月日を記入すること。 

３．「物資給与の品名」欄に、数量を記入すること。 

住 宅 被 害 

程 度 区 分 

世 帯 主 

氏 名 

基礎とな 

った世帯 

構成人員 

給 与 月 日 
物 資 給 与 の 品 名 

実 支 出 額 備 考 
布 団 毛 布   

  
人   月  日 

  
  

円 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

計 
全 壊 世帯  

 
      

半 壊 世帯       
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災害救助法の様式- 11 救護班活動状況 

救 護 班 活 動 状 況  

救護班               

班長：医師 氏名          印 

 

※「備考」欄に班の編成、活動期間を記入すること。 

 

月 日 市(区)町村名 患 者 数 措 置 の 概 要 
死 体 

検 案 数 
修 繕 費 備 考 

  
人 

 
人 円  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

計       
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災害救助法の様式- 12 病院診療所医療実施状況 

病 院 診 療 所 医 療 実 施 状 況  

市町村名   氷 川 町   

 

※「診療区分」欄は該当欄に○印を記入すること。 

診 療 

機 関 名 

患 者 

氏 名 

診 療 

期 間 

診 療 区 分 診療報酬点数 
金 額 備 考 

入 院 通 院 入 院 通 院 

  
   月  

日   点 点 円 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

計 機関 
人 
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災害救助法の様式- 13 助産台帳 

助 産 台 帳  

市町村名   氷 川 町   

分 べ ん 者 氏 名 
分 べ ん 

日 時 
助 産 機 関 名 分 べ ん 期 間 金 額 備 考 

   
  月  日 

～  月  日 

円 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計      
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災害救助法の様式- 14 被災者救出状況記録簿 

被 災 者 救 出 状 況 記 録 簿  

市町村名   氷 川 町   

 

※１．他市町村に及んだ場合には、備考欄にその市町村名を記入すること。 

２．借上費については、有償、無償を問わず記入するものとし、有償による場合にのみ、その借上費を「金額」

欄に記入すること。 

３．「修繕の概要」には、修繕の原因及び主な修繕箇所を記入すること。 

年 

月日 

救 出 

人 員 

救 出 用 機 械 器 具 

実 支 

出 額 
備 考 

名 称 

借 上 費 修 繕 費 

燃料費 
数 量 

所 有 者 

(管理者 ) 

氏 名 

金 額 
修 繕 

月 日 
修繕費 

修 繕 の 

概 要 

月 日 人 
   

円 月 日 円 
 

円 円 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

計            
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災害救助法の様式- 15 住宅応急修理記録簿 

住 宅 応 急 修 理 記 録 簿  

市町村名   氷 川 町   

世 帯 主 氏 名 修 理 箇 所 概 要 完 了 月 日 実 支 出 額 摘 要 

    月  日 
円 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

計  世帯     
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災害救助法の様式- 16 生業資金貸付台帳 

生 業 資 金 貸 付 台 帳  

市町村名   氷 川 町   

 

※１．「貸与期間」欄は「  年  月  日まで  年  月間」を記入すること。 

２．「備考」欄は、償還状況等のてん末を明らかにしておくこと。 

貸 付 を 受 け た 者 保 証 人 事 業 

計 画 

概 要 

貸 与 

 

期 間 

貸 与 

金 額 
備 考 

住 所 氏 名 住 所 氏 名 職 業 

       
円 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 計  世帯        
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災害救助法の様式- 17 学用品の給与状況 

学 用 品 の 給 与 状 況  

市町村名   氷 川 町   

 

学用品を上記のとおり給与したことに相違なし 

令和  年  月  日 

給与責任者（学校長） 

氏名           印 

 

※１．「給与月日」欄は、その児童（生徒）に対して最後に給与した給与月日を記入すること。 

２．「給与品の内訳」欄には、数量を記入すること。 

学 校 名 
学

年 

児 童 

( 生 徒 ) 

氏 名 

親 権 者 

 

氏 名 

給 与 

 

月 日 

給 与 品 の 内 訳 

実支出額 備 考 教 科 書 そ の 他 学 用 品 

国 語 算 数  鉛 筆 ノート  

    月 日 

  
   

 
円 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

計 

小

学

校 

 

人 

        

円 

 

中

学

校 

 

人 

        

円 
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災害救助法の様式- 18 埋葬台帳 

埋 葬 台 帳  

市町村名   氷 川 町   

 

※１．埋葬を行った者が市（区）町村長であるときは、遺族の氏名を「備考」欄に記入すること。 

２．市（区）町村長が棺、骨箱等を現物で給与したときは、その旨「備考」欄に明らかにすること。 

３．埋葬を行った者に埋葬費を支給したときは、その旨及び金額を「備考」欄に記入すること。 

死 亡 

年月日 

埋 葬 

年月日 

死 亡 者 埋 葬 を 行 っ た 者 埋 葬 費 

備考 
氏 名 年 齢 

死亡者 

と の 

関 係 

氏 名 

棺 ( 附 

属 品 ) 

を 含 む 

埋葬又は 

火 葬 料 
骨 箱 計 

      円 円 円 円  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

計           

資料編 第７部 様式一覧 



 

 

233 

 

災害救助法の様式- 19 死体処理台帳 

死 体 処 理 台 帳  

市町村名   氷 川 町   

処 理 

年 月 日 

死体発見 

の日時及 

び 場 所 

死 亡 者 

氏 名 

遺 族 洗 浄 等 の 処 理 死体の 

一 時 

保 存 

検案料 
実 支 

出 額 
備 考 

氏 名 
死亡者 

と の 

関 係 
品 名 数 量 金 額 

       
円 円 円 円 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

計  
人 
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災害救助法の様式- 20 障害物除去の状況 

障 害 物 除 去 の 状 況  

市町村名   氷 川 町   

住家被害程度 

区 分 
区 分 

除 去 に 要 し た 

期 間 
実 支 出 額 

除 去 に 要 す べ き 

状 態 の 概 要 
備 考 

    月  日～  月  日 
円 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計   
半壊(焼) 世帯     

床上浸水 世帯     
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災害救助法の様式- 21 輸送記録簿 

輸 送 記 録 簿  

市町村名   氷 川 町   

 

※１．「目的」欄は主なる目的（又は救助の種類名）を記入すること。 

２．都道府県又は市町村の車輛等による場合は「備考」欄に車輛番号を記入すること。 

３．借上車輛等による場合は有償、無償を問わず記入すること。 

４．借上等の「金額」欄には、運送費又は車輛等の借上費を記入すること。 

５．「故障の概要」欄には、故障の原因及び故障箇所を記入すること。 

輸 送 

月 日 
目 的 

輸 送 

区 間 
( 距 離 ) 

借 上 等 修 繕 

燃 料 費 
実 支 

出 額 
備 考 

使 用 

車 輛

等 金 額 

故 障 

車 輛 等 

修

繕 

月

日 

修 繕 費 
故 障 の 

概 要 
種 類 

台

数 

名 称 

番 号 

所 有 者 

氏 名 

   
  

円   
 

円  円 円 
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災害救助法の様式- 22 実施弁償の従事状況（第 1～4号） 

 

（実費弁償） 

（１）災害救助法施行令第 10条第１号から第４号までに規定する者の従事状況 

 

※「備考」欄には、従事者が従事した業務の内容について記入すること。 

 

職 種 

従 業 員 数 

従 事 場 所 
（ 市 町 村 ） 

従 事 期 間 

実 支 出 額 算 定 

基 準 

に よ る 

算 定 額 

備 考 
実 人

員 

延 人

員 
日 当 旅 費 

時間外 

勤 務 

手 当 

計 

 人 人   円 円 円 円 円 
 

医師及び           

歯科医師           

           

薬剤師           

           

保健師・           

助産師・           

看護師           

           

土木技術者           

建築技術者           

           

           

大工左官           

及びとび職           

           

           

           

           

           

           

           

計           
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災害救助法の様式- 23 実施弁償の従事状況（第 5～10号） 

 

（実費弁償） 

（２）災害救助法施行令第４条第５号から第 10号までに規定する者の従事状況 

 

※「備考」欄には、従事者が従事した業務の内容について記入すること。 

 

業 者 従 業 者 数 
従 事 場 所 
（ 市 町 村 ） 

従 事 期 間 
実 支 

出 額 
備 考 

業 種 数 実 人 員 延 人 員 

  人 人   円 
 

土木建築業者        

        

地方鉄道業者        

        

軌道経営者        

        

自動車        

運送事業者        

        

船舶運送業者        

        

港湾運送業者        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

計        
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災害救助法の様式- 24 扶助金の支給状況 

 

（３）扶助金の支給状況 

 

※１．「積算基礎」欄には支給基礎額及び支給額の積算基礎等を記入すること。 

２．「備考」欄には、扶助金の支給を必要とした原因等の概要を記入すること。 

扶 助 金 種 類 件 数 実 支 出 額 積 算 基 礎 備 考 

  
円 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

計     
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災害救助法の様式- 25 損失補償費の状況 

 

（４）損失補償費の状況 

 

※１．「種類」欄には、法律 26条の管理、使用、保管及び収容の別に区分して記入すること。 

２．「積算基礎」欄には、損失補償の額の積算基礎を記入すること。 

３．「備考」欄には、損失補償費の概要を記入すること。 

種 類 実 支 出 額 積 算 基 礎 備 考 

 
円 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

計    
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災害救助法の様式- 26 法律１９条の補償費の状況 

災 害 救 助 法 第 1 9 条 の 補 償 費 の 状 況  

 

区 分 
実 支 出 額 

備  考 
員  数 単  価 金  額 

１ 人件費 

 
円 円  

    

（１）旅費     

（２）役務費     

（３）時間外勤務手当及び深夜手当     

２ 救護所設置費     

（１）消耗器材費     

（２）借上料     

３ 救護諸費     

（１）薬剤費     

（２）衛生材料費     

（３）その他の消耗品費     

４ 輸送費     

（１）輸送費     

（２）修繕費     

（３）借上料     

（４）燃料費     

５ 人夫賃     

（１）医療     

（２）助産     

（３）死体処理     

６ 扶助金     

７ 事務費     

（１）消耗品費     

（２）電話料     

（３）電報料     

計     

※「区分」の欄には、適宜必要な欄を設けて費目別に記入すること。 
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災害救助法の様式- 27 死体の捜索状況記録簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災
害

救
助

法
の

様
式

-
 
2
8
 
死

体
の

捜
索

状
況

記
録

簿

他
市

町
村

に
及

ん
だ

場
合

に
は

、
備

考
欄

に
そ

の
市

町
村

名
を

記
入

す
る

こ
と

。
借

上
費

に
つ

い
て

は
有

償
、

無
償

を
問

わ
ず

記
入

す
る

も
の

と
し

、
有

償
に

よ
る

場
合

に
の

み
、

借
上

費
又

は
購

入
費

「
金

額
」

欄
に

記
入

す
る

こ
と

。
「

修
繕

の
概

要
」

欄
に

は
、

故
障

の
原

因
及

び
主

な
故

障
箇

所
を

記
入

す
る

こ
と

。

円

修
繕

の
概

要
修

繕
費

金
額

所
有

者
(
管

理
者

)
氏

名
数

量

捜
索

人
員

検
　

　
　

索
　

　
　

用
　

　
　

機
　

　
　

械
　

　
　

器
　

　
　

具

借
上

費
又

は
購

入
費

修
繕

費

死
 
体

 
の

 
捜

 
索

 
状

 
況

 
記

 
録

 
簿

市
町

村
名

海
南

市

※
1
.

2
.

3
.

燃
料

費
備

考
年

月
日

円
円

修
理
月
日

名
称

実
支

出
額

計

資料編 第７部 様式一覧 



 

 

242 

 

災害救助法の様式- 28 救助実施記録日計票 

１／２ 

救 助 実 施 記 録 日 計 票  

 

報告機関  受信機関  

送信者  受信者  

報告時限   月  日  時現在 受信時間   月  日  時 

避

難

所

開

設 

開設期間 
開 設 日 時  日 時 被

服

寝

具

生

活

必

需

品 

供

与 

県より受入又は前日よりの繰越量 点 

閉鎖予定日  月 日 

本 日 支 給 

全 失 世 帯 数 
(   世帯) 

既存建物 
個 所 数 カ所 点 

収 容 人 員 人 半 失 、 床 上 (   世帯) 

野外施設 
個 所 数 カ所 浸 水 世 帯 数 点 

収 容 人 員 人 翌 日 へ の 繰 越 量 点 

炊出期間 
開 始 月 日  月 日 医

療

・

助

産

救

助 

医

療

班 

医 療 班 出 動 数 カ班 

終了予定日  月 日 救 助 地 区  

炊

出

し 

炊 出 個 所 数 カ所 
診 療 者 数 

医 療 人 

炊出人員 

朝 人 助 産 人 

昼 人 医

療

機

関 

医 療 
施 設 数 カ所 

夕 人 診 療 人 員 人 

計 人 
助 産 

施 設 数 カ所 

給

水 

供 給 地 区 数 地区 診 療 人 員 人 

供 給 実 人 員 人 救 助 終 了 予 定 月 日  月 日 

供給水量  ℓ  被

災

者

救

出 

救出地区 

供給期間 
開 始 月 日  月 日 救 出 を し た 人 員 人 

終了予定日  月 日 今 後 救 出 を 要 す る 人 員 人 

給水方法 救 出 終 了 予 定 月 日  月 日 

  救 出 の 方 法  

 

資料編 第７部 様式一覧 



 

 

243 

 

２／２ 

学

用

品

支

給 

県 よ り 受 入 又 は  死

体

の

処

理 

死 亡 原 因 別 人 員  

前 日 よ り の 繰 越 量 点 死

体 

処

理 

死 体 洗 浄 体 

本

日

支

給 

小

学

生 

全 壊 世 帯 
( 人) 死 体 縫 合 体 

点 死 体 消 毒 体 

半壊 (床上浸水 ) ( 人) 死

体 

保

存 

既 存 建 物 利 用 カ所 

世 帯 点 仮 設 建 物 カ所 

中

学

生 

全 壊 世 帯 
( 人) 死 体 処 理 機 関  

点 今 後 死 体 処 理  

半壊 (床上浸水 ) ( 人) を 要 す る 死 体 体 

世 帯 点 死体処理終了予定月日   月   日 

高

校

生 

全 壊 世 帯 
( 人) 障

害

物

除

去 

障 害 物 除 去 を  

点 要 す る 戸 数 戸 

半壊 (床上浸水 ) ( 人) 本 日 除 去 し た 戸 数 (計 戸)  戸 

世 帯 点 障害物除去の終了予定月日  月   日 

翌 日 へ の 繰 越 量 点 輸

送 

公 用 車 使 用 台 

埋

葬 

前 日 ま で の 埋 葬 点 借 上 者 使 用 台 

本 日 埋 葬 

大 人 体 救 助 の  

小 人 体 種 類  

計 体 賃
金
職
員
等 

人 夫 雇 上 数 人 

翌 日 以 降 の 要 埋 葬 数 体 従 事 作 業  

埋 葬 終 了 予 定 月 日  月 日 そ の 他  

死

体

の

捜

索 

捜 索 地 区  備

考 

 

死

体 

捜 索 を 要 す る 死 体 体  

本 日 発 見 死 体 体  

今 後 の 要 捜 索 死 体 体  

捜索の方法   

捜 索 終 了 予 定 月 日  月 日  

建
設
の 

場

合 

着 工 月 日   月   日 ・   戸  

竣 工 月 日   月   日 ・   戸  

賃
貸
の 

場

合 

契 約 月 日   月   日 ・   戸  

入 居 月 日   月   日 ・   戸  

住

宅 

修

理 

着 工 月 日  月   日 ・   戸  

竣 工 月 日  月   日 ・   戸  
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町の様式- 1  被害認定用パターンチャート 
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町の様式- 2  地震被害 2次調査票_非木造 
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町の様式- 3  震被害 2次調査票_木造 
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町の様式- 4  住家被害調査票（地震被害・非木造用） 
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町の様式- 5  住家被害調査票（地震被害・木造用） 
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町の様式- 6  被災証明書【原本】 

 

被  災  証  明  書  （  願  ） 

 

被災日時   令和  年  月  日   午前・午後  時  分頃 

被災場所   熊本県八代郡氷川町 

被災物件    

被災状況    

        

 

  上記のとおり被災したことを証明願います。 

     令和  年  月  日 

  氷川町長          様 

      申請者 住所   

          氏名             印 

  上記のとおり被災したことを証明する。 

     令和  年  月  日 

               氷川町長                  印 
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町の様式- 7  り災証明書【原本】 

  

（整理番号） 

罹 災 証 明 書 

 

世帯主住所 熊本県八代郡氷川町 

世帯主氏名 
 

 

世帯構成員 

氏 名 続柄 年齢 備 考 

    

    

    

    

    

    

 

罹災の原因     年   月   日の           による 

 

被災住家の 

所在地 
熊本県八代郡氷川町 

住家の被害の 

程度 
 

浸水区分 
 

 

 

その他特記事項 

 

 

 

 

上記のとおり、相違ないことを証明します。 

 

           年   月   日 

 

                          氷川町長           印 

   

※「住家の被害の程度」欄については、その判定区分に応じて「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」・

「準半壊」・「準半壊に至らない（一部損壊）」を記載する。 

※「浸水区分」欄については、該当がある場合、その区分に応じて「床上浸水」・「床下浸水」を記載する。該当

がない場合は「－」で表示する。 
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その他の様式 
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その他の様式- 1  部隊等の派遣要請要求書 

 

 

 

 

 

 

番  号 

日  付 

 

熊本県知事 殿 

            

                          氷川町長         印 

 

部 隊 等 の 派 遣 要 請 要 求 書 

 

災害対策基本法第 68条の２の規定により、部隊などの災害派遣要請を 

要求します。 

 

記 

 

１．災害の状況及び派遣要請を要求する理由 

 

 

 

２．派遣を希望する期間 

 

 

 

３．派遣を希望する区域及び活動内容 

 

（１）区 域 

 

 

 

（２）活動内容 

 

 

 

  ４．その他 
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その他の様式- 2  部隊等の撤収要請 

 

 

 

 

 

 

番  号 

日  付 

 

熊本県知事 殿 

             

                               氷川町長         印 

 

部 隊 等 の 撤 収 要 請 

 

 年 月 日災害派遣を受けた部隊などの撤収を下記のとおり要請 

いたします。 

 

記 

 

１．撤 収 日 付 

 

 

 

２．撤収を要請する理由 
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その他の様式- 3 緊急通行車両事前届出済書 
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第８部 地区防災計画 
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地区防災計画 
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資料編 第８部 地区防災計画 
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